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平成27年10月２日（金曜日）

午後１時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第23号 平成26年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

出席委員（７人）

主 査 二 見 康 之

副 主 査 河 野 哲 也

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

事 務 局 長 江 藤 修 一

調 整 審 査 課 長 田 畑 吉 啓

商工観光労働部

商工観光労働部長 永 山 英 也

商工観光労働部次長 畑 山 栄 介

企業立地推進局長 川 野 美奈子

観光経済交流局長 武 田 宗 仁

商 工 政 策 課 長 日 下 雄 介

経営金融支援室長 門 内 隆 志

産 業 振 興 課 長 野 間 純 利

産業集積推進室長 谷 口 浩太郎

労 働 政 策 課 長 久 松 弘 幸

地域雇用対策室長 天 辰 晋一郎

企 業 立 地 課 長 日 高 幹 夫

観 光 推 進 課 長 福 嶋 清 美

記紀編さん記念事業推進室長 松 浦 直 康

オールみやざき営業課長 酒 匂 重 久

工業技術センター所長 冨 山 幸 子

食品開発センター所長 森 下 敏 朗

県立産業技術専門校長 田 村 吉 彦

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 河 野 剛

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○二見主査 ただいまから、決算特別委員会商

工建設分科会を開会いたします。

まず、分科会日程についてであります。

日程につきましては、お手元に配付してあり

ます日程案のとおりで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

次に、本日開催されました主査会について御

報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会説明要領により行います

が、決算事項別の説明は（目）の執行残が100万

円以上のもの及び執行率が90％未満のものにつ

いて、また、主要施策の成果は主なものについ

て説明があると思いますので、審査に当たりま

しては、よろしくお願いいたします。

次に、監査委員への説明を求める必要が生じ

た場合の審査の進め方についてでありますが、

その場合、主査において他の分科会との時間調

整を行った上で質疑の場を設けることとする旨、

確認がなされましたので、よろしくお願いいた

します。
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次に、審査の進め方ですが、お手元に配付の

分科会審査の進め方（案）のとおりでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、分科会審査の進め方の

とおり進めさせていただきます。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時１分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成26年度決算について、執行部

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○江藤労働委員会事務局長 労働委員会事務局

でございます。平成26年度の決算につきまして

御説明いたします。

お手元にお配りしております平成26年度決算

特別委員会資料をごらんください。

資料の１ページをお願いいたします。

（款）労働費（項）労働委員会費（目）委員

会費であります。

予算額9,911万1,000円に対しまして、支出済

額9,777万5,115円、不用額は133万5,885円、執

行率が98.7％となっております。

目の執行残が100万円以上となっておりますの

で、御説明をいたします。

（目）の委員会費でありますが、不用額が133

万5,885円となっております。

この主なものは、報酬の61万4,400円でありま

す。

これは、労働委員会委員の報酬の不用額であ

りますが、あっせん事件等の申請件数が見込み

を下回ったことなどによる執行残であります。

なお、執行率は90％を上回っております。

決算事項の説明は以上でありますが、監査委

員の決算審査意見書及び監査報告書に関しまし

て、報告すべき事項はございません。

また、主要施策の成果に関する報告書への掲

載はございません。

私からの説明は以上でありますが、２ページ

以降の平成26年度業務実績の概要につきまして

は、調整審査課長が説明をいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

○田畑調整審査課長 それでは、私から平成26

年度の業務実績の概要につきまして御説明いた

します。

委員会資料の２ページをごらんください。

この資料におきましては、労働委員会が取り

扱う業務を（１）の不当労働行為審査事件、そ

れから、２ページから３ページにかけての（２）

の労使紛争あっせん事件、それから、３ページ

から４ページにかけての（３）の労働相談の３

つに分けて記載しております。

それでは、２ページにお戻りください。

まず、（１）の不当労働行為審査事件ですが、

これは、労使関係における使用者側の行為が労

働組合法で禁止されている不当労働行為に該当

するか否かの審査を行うものであります。26年

度は取り扱いがございませんでした。

次に、（２）の労使紛争あっせん事件ですが、

①の集団的事件は労働組合と使用者との間に生

じた紛争について、労働委員会の会長が指名し

たあっせん委員が、当事者間の調整を図りなが

ら、紛争の解決に努めるものであります。

26年度は、ごらんのとおり前年度からの継続

が１件ありましたが、和解により解決しました。

また、新規で１件の申請がありましたが、被

申請者があっせんに応じなかったため、打ち切
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りとなりました。

次に、②の個別的事件ですが、これは、労働

者個人と使用者との間に生じた紛争について、

①の集団的事件と同様に解決を図るためのあっ

せんを行うものです。

２ページから３ページにかけて記載しており

ます表をごらんください。

26年度は４件の申請があり、表の一番右の終

結区分の欄に示しておりますように、取り下げ

が２件、解決に至らず打ち切りとなった事件が

１件、あっせん開始に至らず不開始となった事

件が１件となっております。

次に、３ページの（３）の労働相談の状況に

ついてであります。

労働相談においては、職場でのさまざまなト

ラブルに悩んでいる相談者の方々に対して助言

や情報提供を行うとともに、先ほど御説明した

あっせん制度の利用をお勧めしたり、明らかな

法令違反があると思われるケースについては、

労働基準監督署等の指導監督権限のある機関を

紹介するなどして、労使紛争の解決に努めてお

ります。

①の相談件数ですが、26年度は117件の相談が

ありました。そのうち労働者個人からの相談が97

件と大部分を占めております。

４ページをごらんください。

②の相談内容としては、解雇及び退職に関す

るものが26件と最も多く、以下、賃金に関する

もの、休暇に関するもの、パワハラ・セクハラ

に関するものと続いております。

最後に、（４）の処理件数の推移についてであ

りますが、それぞれの業務の過去３カ年度分の

件数はごらんのとおりとなっております。

説明は以上であります。

○二見主査 執行部の説明が終了いたしました。

これより質疑を行います。

○髙橋委員 基本的なことを聞きますけれども、

２ページのあっせん事件の①の集団的事件で、

あっせんに応じなかったから打ち切りになって

いるじゃないですか。いわゆる申し立て側は団

体交渉を求めているにもかかわらず、当局が応

じないということなんですよね。これって、応

じる義務がありますよね。どういうふうに理解

したらいいんですか。この後の進展というのは、

もうこれで、何も第三者機関の力というのは発

揮できないんでしょうか。

○田畑調整審査課長 基本的に、応じるか、応

じないかというのは任意でございまして、強制

力はないということでございます。

例えば、これで、相手方があっせんに応じな

いといった場合は……。ちょっとお待ちくださ

い。

済みません。委員の御質問は、団体交渉に応

じる義務が労働組合のほうにはあるということ

なので、そちらのほうでの対応をしていただく

ということになろうかと思います。─補足い

たします。

これは、集団のあっせん事件でございますの

で、あっせんに応じる必要はないんですけれど

も、これが不当労働行為審査事件ということに

なった場合は、応諾する義務があるということ

でございます。

○髙橋委員 団体交渉拒否ですよね。拒否だか

ら、不当労働行為に含まれるのとは違うんです

か。

○田畑調整審査課長 このケースにおきまして

は、集団的事件として申請が上がってきており

ました。これが、もし、不当労働行為事件とい

うことで、いわゆる団体交渉拒否ということに

なれば、そちらのほうの手続を進めていくとい
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うことになります。

○髙橋委員 わかりました。

このいわゆる廃棄物処理業の方々が、次のア

クションを起こしていらっしゃらないんですね。

○田畑調整審査課長 この案件につきましては、

申請がありまして、それを受けて使用者側のほ

うと事務局のほうも接触する中で、労働者側の

要求は、団体交渉の応諾ということでありまし

たので、実際、あっせんに介する前段で使用者

側のほうが、団交を実施しますということがあ

りまして、それを、取り下げとか、そういった

手続もあるんですけれども、それはもうほぼ確

実でしたので、一応、手続としては打ち切りと

いう形になりました。

したがいまして、実質的には、こういった申

請の目的は達成されたという結果でございます。

○髙橋委員 実質は、和解のような気がしまし

た。だって、当局側は、交渉はしますというこ

とを曲がりなりにも発言しているわけでしょう。

であれば、和解として理解していいのかなと思

いました。いいです。

○西村委員 相談件数の中で、相談内容という

ものがあって、その他の60件という項目の中で、

労働時間とか時間外労働とか、パワハラとか出

ていますけれども、いわゆるブラック企業の問

題が近年非常に出てきて、法規制等も厳しくなっ

てきている中で、その現状はどうなんでしょう

か。この相談の内容自体は弱まってきているの

か、逆に深刻になってきてるのか、そのあたり

はどうなんでしょうか。

○田畑調整審査課長 26年度は117件という件数

でございますけれども、その内容につきまして

は、非常に多岐にわたっておりまして、委員が

おっしゃるような傾向というのが、なかなか分

析しづらいところはあります。

ブラック企業については、マスコミ等でもい

ろいろ議論されてますし、報道されております

けれども、相談内容が匿名であったり、なかな

か具体的にお話しいただけないケースもありま

すので、お勤めの会社がブラック企業に該当す

るかどうかという判断もまた難しいところでご

ざいます。

○西村委員 確かに決めつけることはなかなか

難しいとは思うんですが、例えば、個別に匿名

で相談があったときに、その人も勇気を振り絞っ

て相談してきているときに、話だけ聞いて、そ

の後アドバイスをされて、それが解決していく

かどうかということも、一つは推移を見守らな

いといかん部分もありますし。

例えば、企業を逆恨みしたり、勤めている会

社を逆恨みをしてやるケースというのも、中に

はありかねないと思うんです。そういうことを

注意してやらなきゃいけないので、私はその件

数だけではなくて、数よりも中身だと思って、

ちょっと伺ってみたところでした。

県内では、そこまで深刻な、テレビで報道さ

れるような、恐ろしいような企業っていうのは、

そんなにないという感触でよろしいんですか。

○田畑調整審査課長 その点も含めまして、な

かなか県内の企業の実態というのが、情報とし

てわかりません。

私どもとしましては、そういったいろんな相

談が来たときには、賃金の未払い等、明らかに

労働基準法違反であるといった場合、労働基準

局のそういった機関を御案内したり、あるいは、

民事上のトラブル、慰謝料を求めるとか、そう

いったことで、明らかな法令違反ではなくて、

いわゆるあっせんのほうで何かお手伝いできる

ような部分があれば、そういった制度を御紹介

して、そして解決していくと、それぞれ懇切丁
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寧に対応していくということで、心がけており

ます。

○西村委員 ありがとうございます。以上です。

○横田委員 ２ページ、３ページのあっせん事

件の終結区分、和解、打ち切り、取り下げとあ

りますけれども、そこの違いを教えていただけ

ませんか。

○田畑調整審査課長 和解が成立しております

のは、集団的事件、一番上のＡあっせん事件で

あります。

これについては、申請者が、そこに書いてあ

りますような申請事項を上げて、そして、被申

請者のほうからもどこまで歩み寄れるかとか、

そういった話を聞きながら、そこで折り合いが

ついたところで、和解に関する署名を交わして

成立させると、紛争を解決するというものでご

ざいまして、具体的にこのあっせん事件につき

ましては、雇用契約終了の確認、それと、金銭

の支払いという形で和解が成立いたしました。

打ち切りといいますのは、先ほど髙橋委員か

ら御質問がございましたけれども、実際にあっ

せんをする前段で問題が解決する、あるいは、

お互いの主張がかなり乖離がある場合に、委員

会の判断として打ち切るというような手続でご

ざいます。

取り下げといいますのは、いろいろ事情があ

りますけれども、申請者のほうが都合でなかな

か時間をかけられないとか、いろんな諸事情で

申請自体を取り下げるというようなものでござ

います。例えば、②の個別的事件のＤあっせん

事件につきましては、申請が上がってきて、事

務局のほうで、いろいろあっせん期日の設定に

努めたところなんですけれども、被申請者の都

合等もありまして、なかなか設定ができなかっ

たというお話を申請者に差し上げたところ、一

旦取り下げるというような状況があったという

ことでございます。

それから、３ページに不開始というのがあろ

うかと思います。これは、あっせん手続を開始

する前に、そこに争う余地がない場合とか、こ

れはあっせんになじまないとか、そういった判

断をあっせん委員のほうで行ったとき、会長が

行ったときに不開始とするものです。このＦあっ

せん事件につきましては、申請者の要求が就業

規則に、復職に関する規定を明示してください

というような内容だったんですけれども、これ

については、既にある規則の中に、表現は異な

りますけれども、実質そういった記述があった

ということが、あっせんに入る前段での事務局

調査の段階で判明しましたので、不開始という

処理をしたものでございます。

○横田委員 ３ページのＥあっせん事件ですけ

れども、申請年月日から終結年月日まで半月も

ないぐらいですよね。これは、未払い賃金の支

払いに対する申請ですけれども、申請者が半月

もしないうちに、もう諦めたということなんで

すか。

○田畑調整審査課長 Ｅあっせん事件につきま

しては、一旦あっせん申請はされたんですけれ

ども、まもなく裁判所のほうに調停の申し立て

をされたということで、労働委員会のこの手続

はもう取り下げられたという経緯でございます。

○横田委員 わかりました。

○ 原委員 全体的な話になるんですが、ここ

にいろいろ、百何件、労働者個人、労働組合、

事業主等とあるんですけれども、どこまで県民

の方々が、労働委員会なるものの存在と、何を

していただけるところなのかというのを意外と

わかっていないのかなという気がしています。

なぜ、私がこういうことを言うかというと、
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今、地方創生と言うじゃないですか。地方創生

の中で、ＵＩＪターンとか、いろんな施策をこ

の後の商工観光労働部でやってるわけですが、

やっぱりよそからこちらに、特に都市部からこ

ちらへ帰ってくるとすれば、一つは賃金のこと、

自分のスキルを生かせる職場があるかとかある

んですけれども、そういう労働条件のよさみた

いな、都市部に比べて、福利厚生も含めて、労

働条件がどの程度いいかというのは、大きな判

断材料になると思うんです。

だから、宮崎県全体の産業におけるそういう

もろもろのことを含めた労働環境というのが、

全体的に底上げにならないと。ここに出てきて

ますけれども、これはある意味、場合によって

は氷山の一角で、なかなかこういう存在も知ら

ずに。労働者側からの申し入れをするというの

は、立場上はどうしても弱くなりますから、大

変勇気が要ることなんです。最近は、かなりよ

くなってきてるとは思うんですけれども、私も

Ｕターン者ですから、そのあたりを目の当たり

にして、地方の持つ問題というのはこの辺にあ

るなというのはずっと思ってます。

その意味では、こういうものがあるよという、

労働委員会の役割はこういうもので、こうして

あるんですよと。窓口は、こうしていただけれ

ば、こちらにそういう申し入れというか、相談

はできるんですよみたいなものも、たまには県

の広報とか、そういうものでお知らせをされる

ほうが、いいんじゃないかなという気がしてま

す。私個人も、労働委員会なるものを県議会議

員になるまで知りませんでしたから。そんな気

がして、今、お話をしたところでした。

地方創生にかかわることを、間接的になりま

すので、申し上げたところです。何か御意見が

あれば、お願いします。

○江藤労働委員会事務局長 労働委員会制度と

いいますか、労働委員会自体の基本的な役割と

申しますのは、もともとは労使関係の安定ある

いは正常化を図るということで、労使紛争が起

こったときに間に立って、調整を図るという機

関であります。

戦後、労働組合法が制定されまして、組合活

動といいますか、労働争議が盛んな時期がござ

いましたけれども、そうした時期を過ぎまして、

年々そういう争議関係が減少していく中で、今

度は、組合対使用者の紛争と、労働者個人の先

ほど申しました解雇とか賃金未払いとか、そう

いった問題に関する使用者とのトラブルといい

ますか、そういったのが年々ふえてくる傾向に

ありました。

そういうことで、労働委員会としては、もと

もとは労働組合、団体と使用者との間の紛争解

決機関が、第一義的な目的だったんですけれど

も、近年では果たす役割も、どちらかといいま

すと、そういう個別的な労使紛争にかなり重き

が置かれていくような状況になりつつあります。

ただ、そういう紛争が起こりまして、我々の

機関としては、主にあっせんとかいうことで行

うわけですけれども、その前段として、労働者

あるいは使用者からの相談が来ると。来たもの

に対して、中に入って調整を図るということで

すけれども、労働相談の件数に上がってますよ

うに、この件数が多いのか少ないのかというこ

とになると、ここ五、六年で見ますと、増加傾

向の後、落ちついてはいるんですけれども、委

員が言われたように、氷山の一角ではないかと

いうところも確かにあると思います。

労働委員会は、相談窓口として機能しており

ますけれども、このほかに、本来、労働基準局

といいますか、国の機関としてそういう相談に
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応じている窓口があります。それと、県でいい

ますと、商工観光労働部の労働政策課、その出

先となります中小企業労働相談所、あるいは組

合の連合あたりでも、そういう相談窓口を持っ

ておりますけれども、そういったもろもろの機

関が相互的に連携しながら、窓口としていろい

ろと御案内をしてるということであります。

労働委員会の事務局としましては、相談窓口

を実施しているということについて、県のホー

ムページであるとか、あるいは県の広報誌だけ

でなくて、市町村の、地元の広報誌とかにも御

協力を依頼しまして、取り組んでいるところで

はありますけれども、まさに労働委員会が果た

す役割をきちっとなしていくためには、委員会

制度の認知度の向上を図ることは、最も大事だ

と考えております。今年度もそういうことで、

今までは文書でお知らせしたり、依頼をしたり

するものを直接、実際に関係する機関とかにも

出向きまして、広報啓発についての御協力を依

頼しているところであります。

また、本年10月は、全国的な強調月間の取り

組みの時期でありまして、県の労働委員会事務

局としても、10月の１週間程度を捉えて、土日

も含めて、そういう相談窓口を開放するという

取り組みを行うことにしております。

○ 原委員 国の労働基準監督署との取り扱い

の違いというのは何ですか。

○江藤労働委員会事務局長 労働基準局のほう

でも、そういう個別の労働相談に対する紛争解

決処理機関として、あっせんの窓口を開いてお

ります。

あっせんとしては、労働委員会で行っており

ますものと似たようなものですけれども、若干

違うのは、労働委員会で行ってるあっせんにつ

いては、あっせん委員が公労使３者が入って行

うというところで、いわゆる労使側の専門的な

サイドに立ったいろんなアドバイスもできると

いうことです。

あと、労働局のあっせんについては、基本的

に１回で行うんですけれども、労働委員会のほ

うで行うあっせんについては、１回に限らず、

その状況に応じて２回、３回ときめ細かに行っ

ていくということであります。

ほかにも、裁判所の労働審判とか、あるいは

民間の紛争解決機関というのもあるんですけれ

ども、そういったいろんな選択肢がある中で、

相談者の方が、どういった手段を選択して解決

を図るかという意味では、いろんな解決に至る

やり方が選択できるような仕組みになっている

ということであります。

○ 原委員 十分ＰＲをして、存在感を十分に

示して、機能発揮に努めてください。

○横田委員 労働相談の②です。135件の相談内

容があったということですけれども、労働委員

会が間に入って調整をした結果、うまく調整が

できたもの、調整ができなかったもの、それぞ

れ代表例でいいですから、１つか２つか御紹介

いただけないでしょうか。

○田畑調整審査課長 117件の相談の中で、うま

くいったケースとか、そういった意味でしょう

か。

○横田委員 はい、もし紹介できれば。

○田畑調整審査課長 実は、細かい資料が手元

にないというのも一つあるんですけれども、い

ろんな相談を受けます。

その中で、あっせんで解決できるかなという

のは、あっせん制度を御説明差し上げて、そし

て、あっせんとして上がってきたのが、先ほど

御説明させていただいた個別的事件のあっせん

でありますとか、場合によっては集団的事件と
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いうことです。労働委員会のそういったテーブ

ルにのって処理したものは、２件プラス４件と

いうか、そういうふうになるんですけれども、

実際、相談の中でいろんな助言を差し上げると

か、そういった中で、相談者がアドバイスを受

けて、使用者のほうにかけ合って、そしてうま

くいきましたとか、そういったケースがありま

す。申しわけございません。具体的にこれとい

うのは、ちょっと手元にないんですけれども、

そういったケースというのはあります。

今回、26年度の数字ですけれども、４月以降

においても、そういった相談がございまして、

これは、解雇をめぐるトラブルで、労働者の方

から相談がございました。あっせんのお勧めも

したり、あるいは、その会社には組合がありま

したので、組合のほうに相談されて、そして、

組合を通して経営者のほうと相談されたらどう

ですかという話を差し上げたところ、実際その

行動をとられて、円満な解決の方向に向かって

いるというところまで報告をいただいてますけ

れども、最終的なところはちょっと確認してお

りませんが。

そういったことで、あっせんに乗らない段階

でいろんな助言を差し上げて、うまくいったと

いう話は幾つかございます。

○横田委員 それじゃあ、117件の相談件数の中

で、実際、労働委員会が間に入って、相手側と

一緒に交渉したというのは、この６件だけで、

あとはもう、いわゆるアドバイスなり何なりし

て、それぞれが解決していったということなん

ですか。

○田畑調整審査課長 中にはそういったケース

もあるということでございます。

基本的に、労働委員会は中立という立場をと

らせていただいてますので、相談を受けて、明

らかに使用者のほうに、語弊がありますけれど

も、落ち度があるというか、法律の解釈ミスが

あるとか、そういったことがあれば、それはき

ちんとお伝えすると。そういう中で、両者で協

議をしていただくというような場面もあります。

その中で、あっせんに乗る前に、積極的に企

業のほうに行くとか、そういったところまでは

やっておりません。

○横田委員 それじゃあ、調整というよりか、

相談を受けてやり方をアドバイスするとか、そ

ういう内容ということで理解していいですか。

○田畑調整審査課長 基本的にはそういうとこ

ろで、私どもには労働基準監督署のような権限

はございませんので、そのあたりがある意味限

界かなと思いますけれども、丁寧に対応させて

いただいております。

○横田委員 わかりました。

○二見主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上をもって労働委員

会事務局を終了いたします。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時35分休憩

午後１時37分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、商工観光労働部の審査を行います。

まず、部長より平成26年度決算の概要につい

て、説明をお願いいたします。

○永山商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

商工観光労働部の平成26年度決算につきまし

て説明をさせていただきます。

お手元の決算特別委員会資料の１ページをお
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開きください。

分野別施策体系と書いておりますけれども、

県の総合計画の未来みやざき創造プランのアク

ションプランにおける分野別施策のうち、商工

観光労働部に関連するものを体系にしたもので

ございます。

見ていただきますとおり、人づくりについて、

多様な主体が参加し、一人ひとりが尊重される

社会、それから、産業づくりについて、１番の

多様な連携により新たな産業が展開される社会

から４番の経済・交流を支える基盤が整った社

会、この４本の柱、全体で５つの柱に沿ってさ

まざまな施策を展開しているところでございま

す。

次に、別冊の主要施策の成果に関する報告書

の163ページをごらんください。

今申し上げました商工観光労働部に関連しま

す５つの柱について、それぞれの事業等も記載

しておりますので、こちらのほうを使って説明

をさせていただきます。

まず、163ページの人づくりについてでありま

す。１番の多様な主体が参加し、一人ひとりが

尊重される社会の（１）国際化への対応につき

まして、国際交流員による各種国際交流活動や

広報誌などによる情報提供によりまして、県民

の国際理解の増進を図りましたほか、県内に在

住する外国人を対象といたしまして、日本語講

座や法律相談、生活相談などの支援を行ったと

ころでございます。

次に、産業づくりについて、１番の多様な連

携により新たな産業が展開される社会の（１）

産業間・産学官連携による新事業・新産業の展

開につきまして、新産業創出研究会の開催など

を通じて、産学官の連携強化を図り、産学官共

同研究グループに対する研究開発支援を行った

ほか、東九州メディカルバレー構想に基づく医

療関連機器の研究開発及び販路開拓の支援等の

取り組みを行いました。

次に２番、創造性のある工業・商業・サービ

ス業が営まれる社会の（１）工業の振興につい

てであります。

次の164ページにかけてさまざまな事業を記載

しております。

この分野につきましては、宮崎県産業振興機

構に総合相談窓口やよろず支援拠点を設置する

ことにより、県内中小企業の新技術開発及び販

路開拓・経営支援などに取り組みました。

また、自動車産業が集積する北部九州に本県

自動車産業の拠点を設置し、自動車メーカーと

の取引拡大を図ったところであります。

さらに、工業技術センター及び食品開発セン

ターの研究開発などにより、県内企業の新技術

や新商品開発の支援を行いました。

企業立地につきまして、本県の地域特性を生

かした産業集積を目指し、食品関連産業など４

つの重点分野に力点を置き、立地活動を展開い

たしました。

次に、（２）商業・サービス業の振興について

であります。

県内の商店街の活性化を図るため、空き店舗

への出店支援や意見交換会などを通じまして、

若手リーダーの育成に努めましたほか、コール

センター人材養成研修を実施いたしまして、人

材の育成に取り組みました。

また、みやざき東アジア経済交流戦略に基づ

きまして、香港やシンガポールにおける海外見

本市への出店や現地商談会への参加により、県

産品の輸出拡大に取り組んでおります。

次に、３番の活発な観光・交流による活力あ

る社会の（１）観光の振興についてであります。
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164ページから次の165ページにわたって記載

をしております。

ＭＩＣＥの開催支援を行うことによりまして

誘致促進に取り組みました。

また、国内誘客対策として、旅行会社等への

セールスプロモーションなどを実施したほか、

国外誘客対策としてホテル・旅館等へのＷｉ―

Ｆｉ環境整備に対する支援等を行ったところで

あります。

さらに、スポーツキャンプ・合宿の積極的な

誘致に取り組みました。

また、「神話のふるさと みやざき」のブラン

ドの定着にも取り組んでいるところでございま

す。

次に、（２）県境を越えた交流・連携の推進に

つきましては、南九州３県が連携し、観光情報

の発信や南九州への教育旅行の誘致セールスを

行いましたほか、東九州自動車道の開通を追い

風に、大分県及びネクスコ西日本と連携をして、

北部九州や四国等からの誘客促進を図ったとこ

ろであります。

次に、４番の経済・交流を支える基盤が整っ

た社会の（１）産業を支える人材の育成・確保

につきまして、職業訓練への助成による中小企

業労働者のスキルアップに努めるとともに、技

能継承や技能尊重機運の醸成に努めたところで

あります。

また、産業技術専門校について、中学校や高

等学校の学卒者等に対する職業訓練を実施する

とともに、離職者が再就職に必要な技能・知識

を習得できるよう委託訓練を実施いたしました。

（２）就業支援と職場環境整備につきまして、

大学３年生等を対象としたインターンシップや

企業見学会を行うことにより、県内企業の魅力

を発信したほか、県内外での就職説明会を実施

することによりまして、県内企業と求職者との

マッチングに取り組んだところであります。

また、ヤングＪＯＢサポートみやざきにおけ

る個別相談などにより、若者の就職活動の支援

にも積極的に取り組んだところであります。

さらに、仕事と家庭の両立支援などによる働

きやすい職場環境の推進や労働福祉の向上に努

めてまいりました。

主な施策の概要については以上でございます。

申しわけありませんが、先ほどの決算特別委

員会資料に戻っていただいて、２ページをごら

んください。

決算の状況について御説明をいたします。

まず、一般会計につきましては、予算額421

億238万3,995円、支出済額399億4,600万644円、

翌年度繰越額が19億4,493万4,000円、不用額２

億1,144万9,351円、執行率94.9％、翌年度繰越

額を含む執行率は99.5％となっております。

次に、特別会計は、予算額９億1,730万3,000

円、支出済額９億1,423万4,245円、不用額306

万8,755円、執行率99.7％でございます。

一般会計と特別会計を合わせました部の合計

は、予算額430億1,968万6,995円、支出済額408

億6,023万4,889円、翌年度繰越額が19億4,493

万4,000円、不用額２億1,451万8,106円、執行

率95.0％、翌年度繰越額を含む執行率は99.5％

となっております。

なお、全体的に執行率が低くなっております

けれども、これは、２月の追加補正におきまし

て、国の地方創生交付金を活用した事業を繰り

越したことによるものでございます。

次に、22ページをお開きください。

監査における指摘事項等の一覧でございます。

指摘事項等に関しましては、適正な執行につ

いて職員への指導を徹底し、改善に努めている
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ところであります。

このうち、指摘事項につきましては、後ほど

関係課長から詳細を説明させていただきます。

また、別冊でありますけれども、監査委員か

ら提出されました平成26年度宮崎県歳入歳出決

算審査及び基金運用状況審査意見書というのが

ございますが、その中で、商工観光労働部が所

管します特別会計につきまして、２件の意見・

留意事項等がございました。

これらにつきましては、後ほど、各事業の詳

細とあわせまして、関係課長から説明をさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。

私からの説明は以上でございます。

○二見主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより、商工政策課、産業振興課、企業立

地課の審査を行います。

平成26年度決算についての各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了

した後にお願いします。

○日下商工政策課長 それでは、商工政策課の

平成26年度決算につきまして、御説明申し上げ

ます。

お手元の決算特別委員会資料の２ページをお

開きください。

当課につきましては、一般会計と特別会計が

ございます。

まず、一般会計でございますが、予算額が346

億3,111万4,000円、支出済額が340億8,445

万7,021円、翌年度への明許繰越額が５億4,050

万4,000円、不用額が615万2,979円、執行率は98.4

％、翌年度繰越額を含む執行率は99.9％でござ

います。

次に、特別会計でございますが、予算額が５

億1,715万5,000円、支出済額が５億1,642万7,187

円、不用額が72万7,813円で、執行率は99.9％で

ございます。

続きまして、目の執行残が100万円以上のもの、

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

同じ資料の４ページをお開きください。

（目）商業振興費でございます。

不用額が243万2,381円となっておりますが、

これは、主に旅費等の事務費や、中小企業金融

円滑化補助金などの執行残でございます。

なお、執行率の欄に括弧書きで99.9％とござ

いますが、こちらは、翌年度繰越額を含む執行

率でございます。

続いて、５ページをお開きください。

（目）工鉱業振興費でございます。

不用額が203万891円で、執行率が89.8％となっ

ております。これは、経営革新企業応援事業等

の実績確定に伴い、補助金等の執行残が生じた

ものなどでございます。

続きまして、特別会計の歳入決算について御

説明いたします。

平成26年度宮崎県歳入歳出決算書をお開きい

ただければと思います。

特別会計という水色の仕切りの後の１ページ

をお開きいただければと思います。

小規模企業者等設備導入資金特別会計でござ

います。

こちらが、歳入合計が、調定額８億4,344

万1,793円、収入済額が７億1,875万4,340円、不

納欠損額が1,656万8,000円、収入未済額が１

億811万9,453円となっております。

特別会計の歳入決算につきましては、以上で

ございます。



- 12 -

平成27年10月２日(金)

続きまして、主要施策の成果に関する報告書、

商工政策課のインデックスがございます167ペー

ジをお開きいただければと思います。

産業づくりの２、創造性のある工業・商業・

サービス業が営まれる社会でございます。

施策推進のための主な事業及び実績により御

説明いたします。

まず、「未来を拓く！みやざき経営者養成塾」

でございます。

この事業につきましては、一般社団法人宮崎

県商工会議所連合会が開催する経営者養成塾へ

の支援を通して、中小企業の経営力の強化を図

るとともに、地域において中核となるリーダー

の創出に取り組みました。

26年度は、延べ264人がこの養成塾に参加をい

たしまして、経営能力の向上や地域リーダーと

しての意識の醸成が図られたと考えております。

次の中小企業融資制度貸付金でございますが、

こちらは、信用保証協会や金融機関と連携して、

低利の事業資金を円滑に提供するためのもので

ございまして、26年度は319億8,219万1,000円の

原資を金融機関に預託いたしました。

なお、新規の融資の実績は、1,420件、159

億2,366万2,000円でございました。

中小企業金融円滑化補助金、こちらは、県の

制度融資を受けた中小企業者の信用保証料の負

担軽減を図るため、信用保証協会に対して保証

料の一部を補助するものでございまして、平成26

年度は１億1,450万5,000円の補助を行ったとこ

ろでございます。

続きまして、168ページをお開きください。

信用保証協会損失補償金でございます。

こちらは、県融資制度の代位弁済に係る信用

保証協会負担分につきまして、損失補償契約に

基づいて、信用保証協会に対して合わせて１

億3,619万9,000円の損失補償を行ったというと

ころでございます。

次に、新規事業「早めに相談！事業承継・企

業再生啓発」、こちらは、中小企業者に対して、

事業承継及び経営改善をテーマとしたセミナー

を開催したものでございまして、54名の参加者

がございました。

改善事業「中小企業団体中央会等補助金」、

こちらは、県中小企業団体中央会に対して、指

導員等の人件費や組合指導事業への補助を行っ

たものでございます。

また、その次の小規模事業経営支援事業費補

助金、こちらは、商工会、商工会議所に対して、

経営指導員等の人件費や経営改善普及事業等へ

の補助を行ったものでございます。

中小企業等経営基盤強化支援、こちらでは、

県内14カ所の商工会議所等に設置した経営支援

チームを通して、厳しい経営環境にある中小企

業の資金繰りや新分野進出等に向けた取り組み

を支援いたしたところでございます。

「売上アップに挑戦！経営革新企業応援」、

こちらは、経営革新計画の承認を受けた県内中

小企業等が取り組む新商品・新サービスの開発

や販路開拓のための経費の補助を通じて支援を

行うものでございまして、26年度は14件の実績

がございました。

その次の169ページをごらんください。

新規事業「「未来を担うみやざきの起業人」応

援」では、宮崎商工会議所に設置いたしました

みやざきスタートアップセンターにおきまして、

創業セミナーやビジネスプランコンテストを開

催して、新規の創業者やベンチャー企業の持つ

商品・サービスのブラッシュアップから販路開

拓まで、一貫した支援を行ったものでございま

す。
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その次の小規模企業者等設備導入資金貸付金

でございますが、こちらは、小規模企業者の創

業や経営基盤の強化に必要な設備導入のための

資金の原資として、産業振興機構に対して１

億8,000万を貸し付けたものでございまして、機

構において21件、１億7,052万円の設備導入資金

の貸し付けを行っております。

171ページをお開きください。

（２）の商業・サービス業の振興の中にござ

いますまちなか商業再生支援でございます。

こちらは、商店街振興のための取り組みに対

する助成及びまちづくりを担う若手商店街リー

ダーの育成を行うものでございます。

26年度は、都城市や小林市など、６市町の10

事業に対して助成を行い、リーダー成長支援研

修会等を合わせて４回実施したところでござい

ます。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

最後に、別冊でございますけれども、平成26

年度宮崎県歳入歳出決算審査及び基金運用状況

審査意見書をお開きいただければと思います。

35ページをお開きください。

小規模企業者等設備導入資金特別会計につき

まして、意見・留意事項がございましたので、

御説明申し上げます。

意見・留意事項等の欄にございますとおり、

「貸付金の収入未済額については、前年度に比

べ減少しているものの、なお多額の収入未済が

あるので、今後とも引き続き償還促進について

の努力が望まれる」との意見でございます。

収入未済額につきましては、訪問また文書催

告等により回収に努めているところではござい

まして、平成26年度には70万円を回収いたしま

したが、また、1,656万8,000円を不納欠損金と

して整理をいたしたところでございまして、そ

の結果、収入未済額が１億811万9,453円となっ

ております。

引き続き償還の促進に努めますとともに、要

件を満たした債権につきましては、不納欠損処

理についても検討を行ってまいります。

なお、監査における指摘事項につきましては、

特に報告すべき事項はございません。

商工政策課は以上でございます。

○野間産業振興課長 産業振興課の平成26年度

決算につきまして、御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

産業振興課の予算額は15億6,331万円、支出済

額は14億2,558万5,495円、翌年度への繰越額は

１億952万6,000円、不用額は2,819万8,505円で、

執行率は91.2％、翌年度繰越額を含む執行率

は98.2％であります。

次に、資料の８ページをお開きください。

目の不用額が100万円以上のもの、執行率が90

％未満のものについて御説明いたします。

まず（目）商業振興費であります。

執行率が53.6％でありますが、翌年度繰越額

を含めますと99.9％であります。

次に（目）工鉱業振興費であります。

不用額が2,382万2,770円となっておりますが、

これにつきましては、９ページをお開きくださ

い。

上から２段目の委託料、これは、自動車産業

北部九州フロンティアオフィス運営事業などの

執行残や、工事請負費「チャレンジ！新商品開

発」フード・オープンラボ整備事業の入札残に

よる執行残などであります。

また８ページにお戻りください。

執行率は82.2％でありますが、翌年度繰越額



- 14 -

平成27年10月２日(金)

を含めますと96.7％となっております。

もう一度９ページをお開きください。

（目）工業試験場費であります。

不用額が405万8,730円となっておりますが、

これは、工業技術センター運営管理費のエレベ

ーター改修工事の入札残による工事請負費等の

執行残であります。

それでは次に、主要施策の成果に関する報告

書について御説明いたします。

産業振興課のインデックスのところ、172ペー

ジであります。

産業づくりの１の（１）産業間・産学官連携

による新事業・新産業の展開であります。

産学官連携促進・共同研究開発支援でありま

す。

新産業の創出による産業振興を図るため、工

業技術センター及び食品開発センターが中心と

なって、新産業創出のための11の研究会を運営

するとともに、共同研究グループの研究開発に

対する支援などを行いました。

研究開発支援では、新たに２件を採択しまし

て、継続分と合わせて６件を支援しております。

次に、新規事業「「産学官金で基盤強化！」太

陽電池・半導体関連産業振興」であります。

産学官で構成します宮崎県太陽電池・半導体

関連産業振興協議会の活動として、県内中小企

業等を対象とした各種セミナーを７回開催する

とともに、太陽電池関係展示会へのブースの出

展を行ったところであります。

次に、東九州メディカルバレー推進強化にお

きましては、東九州メディカルバレー構想の推

進のため、医療関連機器製造の事業化を目指し

て、県内中小企業が取り組む産学官による研究

開発への補助、また、販路開拓コーディネータ

ーの設置によるマッチング支援を行ったほか、

日本のすぐれた透析技術をアジアへ普及するた

め、タイからの医療技術者５人を招聘し、医療

機器の操作研修等に取り組んだところでありま

す。

次に、173ページをごらんください。

改善事業「東九州メディカルバレー研究拠点

づくり推進」でありますが、東九州メディカル

バレー構想に基づく研究開発の拠点づくりを推

進するため、宮崎大学に寄附講座を設置し、地

場企業と共同による医療機器の研究開発や企業

参入支援を実施しているところであります。

次に、175ページをお開きください。

２の（１）工業の振興であります。

改善事業「東京フロンティアオフィス運営・

販路開拓支援」であります。

首都圏の市場に進出しようとする意欲のある

県内中小企業に、宮崎県東京ビルの２階をオフィ

スとして低料金で提供することにより、入居企

業の販路開拓を支援いたしました。

次に、176ページをお開きください。

新規事業「ものづくり東アジア戦略的海外展

開支援」でありますが、東アジアへの海外展開

を支援するため、県内ものづくり企業の展示会

等の出展に対し支援を行いました。

次に、新規事業「自動車産業北部九州フロン

ティアオフィス運営」であります。

自動車産業が集積する北部九州に本県自動車

産業の活動拠点を設置し、販路開拓コーディネ

ーターなどを配置することなどにより、自動車

産業関連企業の取引拡大に取り組んだところで

あります。

次に、工業技術研究開発及び食品開発センタ

ー研究開発であります。

工業技術センターにおきましては、レアメタ

ル等の有価金属の回収技術に関する研究や、Ｌ
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ＥＤの利活用技術に関する研究など12テーマの

研究開発を、また、食品開発センターにおきま

しては、機能性を付与した新規干したくあんに

関する研究など10テーマの研究開発を行ったほ

か、それぞれのセンターで企業からの依頼試験

や技術相談等に対応したところであります。

次に、179ページをお開きください。

（２）の商業・サービス業の振興であります。

コールセンター人材養成強化でありますが、

本県のコールセンター産業への就職を目指す求

職者を対象とした就職支援研修を９回実施し、

受講者へのコールセンターに対する理解の促進

を図るとともに、コールセンター人材の育成に

取り組んだところであります。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

次に、監査における指摘事項等についてであ

ります。

決算特別委員会資料に戻っていただきまし

て、22ページをお開きください。

（１）の収入事務についてであります。

「リハビリテーション用荷重センサの実用化

研究等の受託について、調定が行われていない

ものや調定の時期が適当でないものが散見され

た」という指摘であります。

これにつきましては、受託研究事業の調定に

ついて、未調定の案件は直ちに調定を行います

とともに、契約締結等の時点で正しく調定を行

うよう、所内に手続等に関する周知徹底を図っ

たところでございます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

産業振興課は以上であります。

○日高企業立地課長 では、続きまして、企業

立地課の平成26年度の決算について御説明をい

たします。

決算特別委員会資料の２ページをお願いいた

します。

企業立地課の予算額は４億6,772万7,800円、

支出済額は４億1,448万7,004円、翌年度への繰

越額は2,135万6,000円、不用額は3,188万4,796

円、執行率は88.6％、翌年度繰越額を含む執行

率は93.2％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上のもの、執行

率が90％未満のものについて御説明をいたしま

す。

資料の15ページをお開きください。

企業立地課の（目）工鉱業振興費であります。

不用額が3,188万1,456円となっております。

この主なものは、企業立地促進補助金で、2,998

万5,000円の不用額となっております。

企業立地促進補助金につきましては、新規雇

用や設備投資などの実績に応じて支払うことと

しており、毎年度、申請資格のある企業に対し、

可能な限り申請の予定と金額の見込みなどを把

握して予算を計上しておりますが、平成26年度

に補助金の申請を予定しておりました立地企業

のうち、一部の企業が補助金の申請を翌年度以

降に見送りましたことや、設備投資額及び情報

通信費などが企業の見込みを下回ったことなど

によりまして、補助金に執行残が生じたもので

ございます。

また、執行率は85.9％でありますが、翌年度

繰越額を含めますと91.6％になります。

続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

いて御説明をいたします。

主要施策の成果に関する報告書の企業立地課

のインデックスのところ、186ページをお開きい

ただきたいと思います。

産業づくりの２の（１）工業の振興でありま
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す。

施策推進のための主な事業及び実績をごらん

いただきたいと思います。

まず、企業誘致推進ネットワーク拡充でござ

います。

本県の企業立地環境を広く企業に理解してい

ただくことが、まず立地に向けての第一歩と考

えております。

このため、私ども企業立地課並びに東京、大

阪、福岡の各県外事務所の県職員に加えまして、

豊富な経験や幅広い人脈がございます民間企業

ＯＢの方を企業誘致コーディネーターとして、

東京に２人、大阪と愛知県に各１人ずつ配置し

まして、積極的な企業訪問、本県への誘致活動

を進めております。コーディネーターの訪問実

績は、延べ480企業でございました。

次に、立地企業フォローアップ対策強化でご

ざいます。

立地企業の地元への定着と事業拡大による新

規投資を促進するために、立地企業の県内の事

業所や、あるいは県外の本社などを含め、延べ342

企業を訪問いたしまして、立地企業の状況を把

握するとともに、企業からの要望、相談に対し

て関係機関と連携しての対応など、フォローアッ

プに努めたところであります。

次に、企業立地促進補助金でございます。

補助金の申請のありました23企業に対しまし

て、設備投資額や新規の雇用者数などの実績に

応じて補助金を交付したものでございます。

次に、187ページをごらんいただきたいと思い

ます。

施策の進捗状況についてでございますけれど

も、新規企業立地数について実績を記載してお

ります。

先ほど説明いたしました事業など、さまざま

な企業誘致活動を展開した結果、平成26年度の

企業立地件数は40件、うち県外企業が13件で、

企業立地による雇用創出数は1,364人となりまし

て、平成23年度からの累計では、目標を上回る

実績を上げられたところであります。

今後とも、目標をより高く掲げ、一層積極的

に取り組むことといたしております。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しては、特に報告すべき事項はござい

ません。

企業立地課の説明は以上であります。

○二見主査 説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。こち

らも、できましたら関連質問をということで続

けていきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

○野﨑委員 小規模企業者等設備導入資金の不

納欠損額の件なんですが、これは、５年で不納

になるんですか。

○門内経営金融支援室長 不納欠損につきまし

ては、財務規則のほうに規定がございます。財

務規則の規定に基づきまして、不納欠損の手続

を踏んでいるところでございまして、これにつ

きましては、５年という年数での縛りはござい

ません。

○野﨑委員 どういう状況でしょうか。余りわ

からないんで、内容について教えてもらっても

いいですか。

○門内経営金融支援室長 失礼いたしました。

財務規則の規定では、「債権の消滅時効が完成し、

かつ、債務者がその援用をし、又は援用する意

思があるものとみなされるとき」こういった場

合に不納欠損の処理ができるということでござ
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います。（「かいつまんで説明されたほうがいい

んじゃないですか」と呼ぶ者あり）

例えば、全ての債務者とか連帯保証人につい

て、破産法の規定で債務が免責された場合、そ

れから、その他の法令の規定によって債務が免

除され、または債権が消滅した場合、例えば、

連帯保証人が死亡して、法定相続人が相続を放

棄したと、そういった場合ということでござい

ます。

○ 原委員 ということは、こちらがいただけ

る可能性は消滅したということですか。向こう

からすれば、債務者からすれば、もう返す当て

がないということが認定されたということです

か。

○門内経営金融支援室長 そのとおりでござい

ます。

○ 原委員 そういうことですよね。

○野﨑委員 収入未済額と不納欠損額の関係は、

収入未済額については、まだ入金の可能性があ

るというので未済なんですか。そういう考えで

すか。

○門内経営金融支援室長 収入未済額について

は、おっしゃられますとおり、まだ回収の見込

みがあるものでございます。それにつきまして、

昨年度、70万円ほど回収をいたしております。

○ 原委員 結局、収入未済は、お金をお貸し

してまだ回収の見込みがあるということですけ

れども、未済というからには、その返済期日を

過ぎてもお返しになってないということですよ

ね。これは、理由というのは、例えば、一般的

に考えられるのは、売り上げがうまくいかない

ことで経営不振とかがあるわけですけれども、

その理由は何ですか。悪質なものはないわけで

すよね。

○門内経営金融支援室長 悪質なものはござい

ません。一番大きなものでございますけれども、

例えば、ここにつきまして9,600万余の債権を

持っております。もう既に法人としては倒産を

いたしまして、事業を行っていない状況でござ

いますが、その中で、保証人になっておられる

方々が共同で支払いをされているというような

状況でございます。

○ 原委員 大口の9,000万があるということ

は、もしかすると将来的には、これも不納欠損

として上がる可能性も持っていると理解してい

いですか。

○門内経営金融支援室長 私どもといたしまし

ては、収納に努力をしたいと思っておりますが、

おっしゃられるとおり多額の負債でございます

ので、不納欠損ということも将来的には考えら

れるものでございます。

○髙橋委員 いま一度確認しますけれど

も、9,600万円の大口は、いわゆる倒産とおっしゃ

いましたね。だから、逆に、会社が存在してい

れば、不納欠損処理はあんまり該当させないと

いう理解もしていいんでしょうか。

○門内経営金融支援室長 まだ法人が存在して

事業をやっておりまして、それで償還されるの

であれば問題はないということでございます。

また、法人が、実体がなくなっても、登記上

清算もされないために、償還の請求はできない

という状態のものもございます。こういったも

のにつきましては、法人はございますけれども、

償還が難しいということでございまして、例え

ば、法務局のほうで５年に１回、みなし解散と

いう手続をやっておりまして、そういった際に、

その法人がみなし解散ということで解散されま

すと、私どものほうで法的な手続なりをとるこ

とができるということでございます。

○ 原委員 手続上の話ですけれども、貸し付
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けの判断、銀行でいえば融資みたいな話になる

んですが、これは、どこがどういう体制で、こ

こにはこれだけのものを貸し付けようという判

断をされたのは、どこになるんですか。

○門内経営金融支援室長 １点は、高度化資金

という資金でございまして、これにつきまして

は、県のほうで判断をするような形になってお

ります。

○ 原委員 ということは、責任は課長のとこ

ろで、産業振興課でしょうか─でいろいろ書

類を審査して、判断してお貸ししたということ

になるんですか。銀行でいえば、融資窓口はど

こかという話ですよね。

○門内経営金融支援室長 県の組織がいろいろ

変わっておりますけれども、今現在は、私ども

の経営金融支援室のほうで所管をしておるとい

うことでございます。

○西村委員 あくまでこれは、小規模企業者に

対してということで、いきなり１社に9,600万

円って、イメージ的にかなり大きい額だなと思

いました。企業が小さいから大きい額じゃだめ

とかいうわけじゃなくて、資本金とかその事業

に対してだとは思うんですけれども、その上限

みたいなものというのは、個別ごとと考えてよ

ろしいんでしょうか。

○門内経営金融支援室長 小規模企業者等設備

導入資金特別会計でございますけれども、この

特別会計の対象となっておりますのが、先ほど

申しました高度化資金、中小企業設備近代化資

金、そして小規模企業者等設備貸与資金、それ

から小規模企業者等設備導入資金といったもの

が、この特別会計の対象となっております。

ですから、小規模企業だけということではご

ざいませんで、高度化資金のように、組合とか

そういったものを対象としたものも、この特別

会計の中で処理をしているということでござい

ます。

○二見主査 関連質問はありませんか。では、

ほかに質疑はありませんか。

○横田委員 商工政策課の168ページ、小規模事

業経営支援事業費補助金というのがありますけ

れども、小規模支援法が施行されたのは昨年度

だったですね。それの支援法が反映されている

という部分は、何かあるんですか。

○日下商工政策課長 この制度自体は、商工会

等の経営指導員だったりとか事務局長だったり、

人件費を含む支援を行うものでございまして、

新しい法律ができる前から続けてきていた制度

というものでございます。

○横田委員 平成27年度予算額を見ても、ほと

んど変わってないような数字なんですけれども、

この事業では、その支援法が反映できるところ

というのは全くないんですか。

○日下商工政策課長 確かに支援法に基づいて、

経営支援機関としての商工会等の役割というの

は、非常に重要になってきているという状況で

ございますので、しっかりとこの事業に基づい

て、経営指導員であったりとかの人件費も見て

おりますし、また、実際に、そういった経営指

導員の方の実力を高めるような取り組みも行っ

ておりますので、そういった中でしっかりとそ

の趣旨を反映できるように実施をしていきたい

と考えています。

○横田委員 この支援法の中で、商工会とかの

果たす役割というのは非常に大きくなると思い

ますので、しっかりとそういう機能が高まって

いくように頑張っていただければと思います。

○ 原委員 小規模企業振興基本法、昨年です

よね。この前の一般質問の中でも、今ある中小

企業振興条例を、いうならば改造して、小規模
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企業振興基本法の理念を入れた条文のところを

やっていただくということでしたから、期待し

てるところです。それができると、今、横田委

員の質問のように、その中でどういうことをや

ることになるのかという具体的な話になると思

うんですが、関連ですから、私は本会議のとき、

じゃあ、２月でしょうか、期待してますよと言っ

たんですけれども、見通しはどうなんでしょう

か。これは、決算ですけれども、小規模企業振

興基本法の部分を加えた中小企業振興条例の改

正版は、いつ我々に議案として出していただけ

るかというお話です。

○日下商工政策課長 議会の中で、そのような

御質問をいただいたところでございましたが、

改正する方向で検討を今現在進めてるところで

ございまして、今年度内にはぜひ議案として提

出できるように進めていきたいと考えていると

ころでございます。

○二見主査 関連質疑はありませんか。なけれ

ばほかの質疑は。

○ 原委員 176ページの自動車産業北部九州フ

ロンティアオフィス運営、これは、たしか２年

目になったのかなと思ってます。期待している

ところですが、入居企業数４企業となっていま

す。コーディネーターの企業訪問数が54となっ

てるわけですけれども、今のところの実績、受

注見込み等々は、どういう状況にあるんでしょ

うか。

○野間産業振興課長 入居企業４社、入居しま

してから新たな取引が成立していると聞いてお

るわけですが、それぞれ企業さんとの取引契約

の都合から、何件、どこと取引をしてます、契

約してますというところまでは、ちょっと情報

をいただけない状況であります。

ただ、間違いなく新たな取引が発生している、

成立しているという状況ではありまして、だん

だんふえていると感触を得ております。

○ 原委員 中身まで教えていただけないとい

うことは、いわゆるサプライになるわけでしょ

うが、どういう部品だったりとか、どういうも

のだったりとかいうところまでは、もう当然、

今のところはわかってないのかな、教えてくだ

さい。

○野間産業振興課長 それぞれ４社入ってます

けれども、例えば、３ＤＣＡＤの設計をする会

社が入ってまして、そこは、部品をつくるとい

うよりも、そこに行って、そういうソフトを導

入するとかいうのもありますし、いわゆるハー

ネス、そういうものを受注してるというところ

もございます。そのほかに、ドアの肘かけの部

品ですとか、保冷車のスイッチ部分のところの

部品とかも受注があると聞いております。

○二見主査 関連はないですか。ほかに質問は。

○ 原委員 175ページ産業振興課です。今と似

たようなものですけれども、東京フロンティア

オフィス運営・販路開拓支援、２階をオフィス

として県内企業に貸し付け、12企業となってま

すけれども、大体どういう営業状態なんでしょ

うか。

○野間産業振興課長 ただいま12社入居してい

るわけですけれども、例えば、入居する前と入

居後の売上高を比べたときに、増加したと聞い

ておる会社が５社ございます。

○ 原委員 大体、分類的にはどういう産業の

会社ですか。

○野間産業振興課長 例えば、今申しました５

社でいいますと、情報サービス業ですとか、食

品製造業とかでございます。

○二見主査 関連質問はありませんか。なけれ

ばほかの項目につきましての質問を。
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○横田委員 企業立地課の187ページです。県外

企業の新規立地数が13件ということでしたが、

民間ＯＢの企業誘致コーディネーターが480企業

ぐらいを訪問されてるということなんですが、

このコーディネーターを通して誘致になった数

といいますか、それはどういう状態ですか。

○日高企業立地課長 コーディネーターに回っ

ていただきますが、その年に回ったものが必ず

その年に実るというわけではありませんので、

数カ年にわたって訪問したりして、来られる企

業さんとかもあります。

このコーディネーターの配置は平成20年度か

ら行っておりますが、平成20年度から26年度ま

での間で言わせていただきますと、コーディネ

ーターの活動が立地に結びついたと考えており

ますのが17件ほどあると思っております。平成20

年度から平成26年度まで、県外からの新規立地

はトータルで※59件ありましたけれども、その中

での17件というのがコーディネーターの活動を

端緒として立地が実現したものと受け取ってお

ります。

○横田委員 非常にすばらしい効果が出てるな

と思いました。

それと今年度、東九州道が開通したわけです

けれども、その開通効果がもう早速出て、企業

の進出の計画もいろいろ出てきてると聞いてる

んですけれども、今回っていただいてて、東九

州自動車道の開通効果をどのように感じておら

れるかを教えてください。

○日高企業立地課長 高速道路ができたことに

伴いまして、直接高速道路ができたからという

ことを大きな理由として立地した企業がそうた

くさんあるわけではありませんけれども、例え

ば、日向市の中国木材、あちらの進出が実現し

たということにつきましては、当然、港が近い

こと、あるいは高速道路が近い将来に整備され

ること、そういったことなどが背景になって実

現したものと思っております。

直接、東九州自動車道だけではないんですけ

れども、ここ数年の傾向として、都城地区あた

りを中心に、いわゆる配送センターなどの流通

関係の立地が相次いでいるという状況もありま

して、いわゆる製造業にとりまして、物流コス

トが高速道で劇的に下がるというわけではない

とは思っておりますが、流通業、運輸業、倉庫

業、そういったものの立地が活発化していると、

これは感じておるところであります。

○横田委員 インフラストック効果の説明のと

きに、高速道路が開通したことで企業の進出

が、1.何倍かにふえてきているという説明があっ

たものですから、すごく期待をしているんです。

ぜひ、高速道路の開通のこともしっかりとアピ

ールしながら、企業誘致を頑張っていただけれ

ばと思います。

○髙橋委員 企業誘致コーディネーターの御説

明がありましたけれども、県外事務所の担当職

員がいるじゃないですか。こことやっぱり一緒

に行くというのは、常なんでしょうか。

○日高企業立地課長 両方のケースがあります。

コーディネーターが独自に企業にアポをとって

渡りをつけていただく場合。あと、１回だけ行

くというわけではありませんので、２回目以降

などは、県外事務所の職員と一緒に行くとか、

そういうケースもあります。

○髙橋委員 県外事務所の職員が単独で、コー

ディネーターとは別に誘致企業を訪問して、

ひょっとしたらかなり実績を上げてらっしゃる

んじゃないかと思って、その辺をちょっと確認

のために聞きます。

※46ページに発言訂正あり
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○日高企業立地課長 当然、県外事務所の職員、

東京、大阪、福岡、こちらにも企業立地の担当

がおりますので、そういう職員は、例えば新聞

情報ですとか、いろんな研修会ですとか、そう

いったところで知り合った企業さんに後日アポ

をとって訪問したりという、独自の活動を行っ

ているところであります。

それで、先ほど、平成20年度からのコーディ

ネーター配置後の県外新規※59件があったという

ふうに申し上げましたけれども、いわゆる東京、

大阪、愛知等からは、全体で41件の立地が来て

いるところであります。コーディネーターを配

置している地域から41件で、そのうち17件がコ

ーディネーターの活動を皮切りにしてと考えま

すと、二十数件については県外事務所のほうが

独自に掘り起こしたということが言えるのかな

と思っておるところです。

○髙橋委員 24件ですよね。大したもんだなと、

先ほど17件とおっしゃったから、ひょっとした

ら県外事務所の職員の貢献度もかなり大きいか

なということで、確認のために聞きました。あ

りがとうございます。

○ 原委員 きょうプレスリリースされた本社

機能の地方移転の、総理大臣から認定をお受け

になったということですよね。今、企業誘致推

進ネットワーク拡充ということで、コーディネ

ーター、そして県外の事務所の職員の皆さんに

頑張っていただいてて、企業訪問数480企業とい

うことになってるわけですけれども、きょう認

定されたこのこととのリンクした行動というの

は、今後どうなるんですか。

○日高企業立地課長 今ちょうどお話をいただ

いたところですけれども、先日の常任委員会で

御報告させていただいた本社機能の移転等を促

進するための地方税制、その前提としての地域

再生計画、宮崎県計画が、きょう、内閣総理大

臣の認定があったということでの発表があった

ところであります。

今申しましたように、本社機能の移転あるい

は拡充、こういったものを今後推進していくと

いうことになりますが、特に東京あたりを中心

といたしまして、そこにある企業を訪問する際、

例えば、今までは宮崎で工場をつくってくださ

いとか、事業場をつくってくださいと、そういっ

た意味での誘致活動が中心だったわけですけれ

ども、今後は、そういった活動に対して、工場

をつくる予定はないというところに対しても、

一部地方に本社機能を移転する、あるいは拡充

していただく、そういった部分の選択肢のセー

ルス、これも今後は重要になってくると思って

おります。そういう意味では、企業立地の幅が

今後はまた広がっていくと期待しているところ

であります。

○ 原委員 こういう場合のアプローチの仕方

というか、ターゲットを絞っていくのか、それ

とも、民間言葉でいえば飛び込み営業という言

葉があるけれども、ただもうやみくもに１部、

２部上場の会社を見てずっと行くのか。そのあ

たりの小さな戦術というか、戦略というか、そ

のあたりはどういうふうな進め方をしておられ

るんですか。

○日高企業立地課長 なかなか今、飛び込みで、

「宮崎県です。話を聞いてください。」だと、ちょ

うど地方展開を考えているようなところに当た

ればいいんですけれども、今はもう用事はあり

ませんとか、そういう門前払いも決して少なく

ない数になってしまうものですから、まず、例

えば地縁、血縁をきっかけとして行く。それか

ら、いろんな展示会場で、ものづくり見本市と

※46ページに発言訂正あり
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かそういう機会にいろんな会社が出てきており

ます。そういったところで名刺交換を行ったと

ころに、後でまた電話をして、実はこの間お会

いしてお話をした者ですが、ちょっとお話を聞

かせてもらえませんかと、そういう形で掘り起

こしていく。

あるいは、コーディネーターの方々ですと、

いろんな企業さんのＯＢの方にお願いしており

ますので、業界の人脈なり、そういうところか

ら情報をキャッチして、企業を訪問、アポをとっ

ていただくとか。

門前払いになっては無駄打ちになりますので、

そういう意味では、いろんなところをきっかけ

にして、まず当たりをつけて行くと。そういう

ことが大事になっていくものと思っております。

○ 原委員 大企業の場合は、なかなか難しい

かもしれんですよね。だから、中、小とかいう

大きさのターゲットもあると思うんだけれども、

ぜひ頑張っていただいて、成果を上げていただ

くようによろしくお願い申し上げます。

○二見主査 関連質問はありませんか。なけれ

ば私から。

企業誘致推進ネットワーク拡充の取り組みと、

次の立地企業フォローアップ対策強化について

の実績内容について、企業訪問数が「延べ」と

なっているんですよね。いろんなところで延べ

というのは使われるんでしょうけれども、今ま

での話を聞いてても思うんですが、延べ回数、

１回、２回、何回も行くというのもあるでしょ

う。要するに、それよりかどれくらいの会社を

今ターゲットに絞って、この活動をされてるの

かということのほうが、実績値に近いところが

あるのかなと。１人当たり何社ぐらい手元に持

ちながら考えているのかとか。そういう意味で

は、延べじゃなくて実際の企業数、そちらの数

字をここに上げていただくほうが、我々として

も非常に参考になる数字に近くなるんじゃない

かなと思うんですが、今、どのように把握して

いらっしゃるのかお伺いします。

○日高企業立地課長 「延べ」の意味としては、

今、主査がおっしゃったとおり、複数行ってる

企業がありますので、そういう形になっており

ます。

決算の分科会ということもありまして、これ

に伴って旅費あるいは報酬なども発生するもの

ですから、トータルでどのぐらいの活動のボリュ

ームがあったのかということをお示しする必要

もあろうかということで、こういう延べの表現

ということでさせていただいておるところであ

ります。

○二見主査 延べじゃない実際の企業数という

ものは、今、把握してらっしゃらないんですか。

○日高企業立地課長 申しわけありません、い

わゆる絶対値の企業数については、今、手元に

資料は持っておりません。

○二見主査 今はなくても、実際、ちゃんと把

握しながら活動されてるということですかね。

一応、活動しながら、どこに行ったとか、全部

報告は県のほうに来てるんだと思うんです。も

う何回行ったとか、それは別に２回、３回行っ

たらいけないというわけじゃなくて、きちっと

把握しながらやっていると。大体１人当たりど

れぐらいの活動範囲があるのかとか、どういっ

た人脈をつくってるのかとか、実績値のほうに

出てきてるように、誘致に結びついたのであれ

ば、それから次のところへどうやって広げてい

くのかとか。先ほども、ちょっと質問でもあり

ましたように、それをもっと、できればこの中

ででもわかりやすく説明していただければよ

かったかなと思いますので、よろしくお願いい
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たします。

○日高企業立地課長 コーディネーターの活動

記録というものは、そこはきちんととっており

ますので、何社回ったのかという企業数につき

ましても、もちろん把握はできておるところで

あります。

今後の御説明に際しては、御指摘の点を十分

踏まえてお答えをしたいと思っております。

○ 原委員 この前、１カ月以上前でしょうか、

県内の100億円以上売り上げ企業というのがあっ

て、酒造メーカーだったり、あるいは、小さな

金物をいっぱい売ってる会社だったり、ありま

した。本社機能の地方移転というのがあるんで

すけれども、これで、拡充型というのは、地方

にある本社機能を拡充、または、東京23区以外

の地域から移転というのがあるんですが、これ

は、例えば宮崎にある企業が福岡に行くという

のは、同じような優遇を受けるということです

か。

○日高企業立地課長 福岡県の立場からすると、

宮崎県の企業が本社機能を福岡に持ってくれば、

それは、移転型ではなくて拡充型の一つになり

ます。

○ 原委員 ということは、いわゆる競争相手

になるということですね。お互いさま、引っ張

り合いの、どっちが力が強いかということです

から、我々は地方だから来てもらえるみたいな、

プラスのほうばっかり考えるわけですけれども、

今、だんだんとそういう伸びてる企業において

は、九州管内からいろいろ飛び出て、山口のほ

うまで発展しつつあるところもあるんですよね。

また、今、伸び切ってるその酒造会社がという

ことはないと思うけれども、このフォローアッ

プという、ここのところをまたある意味、警戒

もしとかないと、知らない間に─博多あたり

というのは、商業展開を考えれば、海外展開を

考えるについてもかなり便利なところですから。

そのあたりのフォローアップというのも、しっ

かりやっていただきたいなということを希望し

ておきます。

○横田委員 186ページの企業立地課です。一番

下の企業立地促進補助金ですけれども、26年度

の予算と比べて27年は３倍ぐらいになってます。

企業立地課の意気込みといいますか、それがす

ごく伝わってくるような気もするんですけれど

も、これは26年度か、またその以前の取り組み

にすごく手応えを感じて、27年度はそれだけ増

額したと捉えていいんでしょうか。

○日高企業立地課長 26年度の予算額３億954

万1,000円でありますが、こちらは２月補正のほ

うで減額をした結果でありまして、昨年度も、

当初においては８億3,800万円ほどの予算を計上

しておるところであります。

いわゆるこれまでに立地した企業で、まだ未

払いの企業などを想定いたしまして、間に合う

ような形で当初予算を組むものですから、こう

いうことになっております。

○横田委員 予算が全部使えるように、さらに

頑張っていただければと思います。やる気を感

じたんですけれども。

○ 原委員 169ページの「未来を担うみやざき

の起業人」応援、県単になっておりますが、「み

やざきスタートアップセンターを通じて、新規

創業者やベンチャー企業に対する支援を実施」

ということで、セミナーとビジネスプランコン

テストということですか。

実際に新規創業、あるいはベンチャー企業を

起こされたという実績まで行ってるんでしょう

か。あるいは、その可能性については、このセ

ミナー等を通じて、感触はどうなんでしょうか。
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○日下商工政策課長 このセミナーに出られた

方が、実際にその後創業をしたかというところ

まで、正直なところ把握しているものではない

ですけれども、このビジネスプランコンテスト

の中で出てきている案件の中でも、非常に魅力

的な案件というのはあるのかなとは思っており

ます。

○ 原委員 この中身はいろいろ、企業秘密の

関係もあるかもしれんけれども、大体、宮崎県

内でこういうコンテストで出てくるのは、どう

いう分野が今一番多いんでしょうか。

○日下商工政策課長 こちらに出てきているも

のを見ますと、やはりどちらかというとサービ

スのようなもので、新たなサービスといいます

か、今の時代のニーズに合ったようなサービス、

こういったものを提供するというものが、こう

いったプランコンテストにおいても出てきてい

て、高い評価を受けているのかなと考えており

ます。

○二見主査 関連質問はありますか。なければ、

ほかの項目についての質問がありましたら、お

願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 よろしいでしょうか。

それでは、以上をもって、商工政策課、産業

振興課、企業立地課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時54分休憩

午後３時１分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

これより労働政策課、観光振興課、オールみ

やざき営業課の審査を行います。

平成26年度の決算についての各課の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○久松労働政策課長 労働政策課の決算につい

て御説明いたします。

まず、決算特別委員会資料の２ページをお開

きください。

当課の平成26年度一般会計の決算額は、予算

額26億4,509万8,000円、支出済額24億4,887

万1,456円、翌年度への繰越額6,879万円、不用

額１億2,743万6,544円、執行率は92.6％、翌年

度繰越額を含む執行率は95.2％であります。

次に、目の不用額が100万円以上のものについ

て御説明をいたします。

11ページをお開きください。

（目）労政総務費であります。不用額は、１

億1,001万7,973円となっております。

主な理由でありますが、緊急雇用創出事業臨

時特例基金を活用し実施しました市町村補助事

業や、起業支援型地域雇用創造事業及び地域人

づくり事業において、新規雇用者の中途退職等

に伴いまして、委託料、補助金などに不用額が

生じたものでございます。

次の13ページをお開きください。

（目）職業訓練校費でございます。不用額

は、1,614万7,620円となっております。

主な理由でありますが、離職者等の再就職を

促進するため、委託訓練において委託先へ支払

う就職率に応じた報奨金が見込みを下回ったこ

となどによりまして、報償費に不用額が生じた

こと、また、訓練の受講者数が見込みを下回っ

たことにより、委託料に不用額が生じたことな

どによるものでございます。

なお、執行率が90％を下回った目については、

該当はございません。

続きまして、主要施策の成果について御説明
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をいたします。

成果報告書の労働政策課のインデックスのと

ころ、180ページをお開きください。

まず、産業づくりの４の（１）産業を支える

人材の育成・確保であります。

主な事業について御説明をいたします。

認定職業訓練助成事業費補助金でありますが、

これは、中小企業の事業主がその従業員に対す

る職業訓練を行います認定職業訓練校の運営費

の一部を補助し、従業員のスキルアップの支援

を行ったところであります。

技能向上対策でありますが、小中学生等への

技能体験教室や高校生等への熟練技能士により

ます技能講座などを行い、将来を担う若者のも

のづくりへの関心の醸成に努めたところでござ

います。

また、技能まつりを開催し、産業を支える技

能や技能士に対する県民意識の高揚に努めたと

ころでございます。

181ページ、県立産業技術専門校であります。

西都市の本校では、高等学校卒業者以上の方

を対象に、電気設備科など４学科で、１、２年

生合わせまして119人に対し、職業訓練を行った

ところであります。

また、分校の高鍋校では、中学校卒業者以上

の方を対象に、建築科など３学科、15人に対し

て１年間の職業訓練を行ったところであります。

委託訓練につきましては、パソコン事務科等

の66の訓練コースを設け、離職者や母子家庭の

母等を対象として、合計1,146名の方に職業訓練

を実施し、早期の就職促進に努めたところでご

ざいます。

183ページをごらんください。

（２）就業支援と職場環境整備でございます。

新規事業「就活アシスト！わかもの人財育成」

でありますが、ヤングＪＯＢサポートみやざき

につきましては、業務を民間に委託しまして、

若年求職者に対し、就職相談や職業紹介を行い

ますとともに、就職活動に必要なマナーや基礎

知識を学ぶセミナーの開催などを通じまして、

就職支援を行ったところであります。

「出会い応援！県内就職サポート」でありま

すが、大学３年生等を対象としたインターンシッ

プや企業見学会を実施し、県内企業への理解を

深める機会の創出を図ったところであります。

「宮崎で働く！」ＵＩターン推進であります

が、ふるさと宮崎人材バンクの運営や県内外の

就職説明会の開催等によりまして、県内企業と

求職者のマッチングに取り組んだところであり

ます。

次の184ページをお開きください。

緊急雇用創出事業臨時特例基金でありますが、

地域における雇用・就業機会の創出や在職者に

対する賃金等の処遇の改善を図るため、市町村

への補助を行い、234人の新規雇用や25事業所に

おける処遇の改善につなげたところでございま

す。

起業支援型地域雇用創造でありますが、起業

後10年以内の企業などによる新分野の進出や事

業拡大を支援することによりまして、197名の新

規雇用を創出したところであります。

次の新規事業「地域人づくり」でありますが、

地域の実情に応じた雇用の拡大と在職者に対す

る処遇の改善を支援し、183人の新規雇用や59事

業所の処遇改善につなげるなど、安定的な雇用

の創出等に努めたところでございます。

最後に、労働福祉でありますが、九州労働金

庫に貸付金の預託を行いまして、中小企業労働

者等を対象とした低利の教育資金の融資を実施

するなどによりまして、労働者の福祉の向上に
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努めたところであります。

主要施策の成果については、以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しましては、報告すべき事項は特にご

ざいません。

説明は以上でございます。

○福嶋観光推進課長 観光推進課の平成26年度

歳出決算について御説明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

当課は、一般会計と特別会計がございます。

まず、一般会計ですが、一般会計予算額は18

億8,013万円、支出済額は10億7,405万6,253円、

翌年度繰越額は７億9,535万4,000円、不用額

は1,071万9,747円、執行率は57.1％、翌年度繰

越額を含む執行率は99.4％であります。

また、特別会計は、えびの高原スポーツレク

リエーション施設特別会計と県営国民宿舎特別

会計との合計になりますが、予算額は４億14

万8,000円、支出済額は３億9,780万7,058円、不

用額は234万942円、執行率は99.4％であります。

次に、目の執行残が100万円以上のもの、執行

率が90％未満のものについて御説明いたします。

資料の16ページをお開きください。

まず、（目）観光費であります。

不用額が1,071万9,747円となっておりますが、

ＭＩＣＥ誘致総合対策事業等の補助金の額の確

定に伴う執行残などによるものであります。

また、執行率は57.1％でありますが、翌年度

繰越額を含めますと99.4％であります。

次に、18ページをお開きください。

県営国民宿舎特別会計の（目）観光費であり

ます。

不用額が203万4,500円となっておりますが、

これは、国民宿舎の改修に係る工事請負費の執

行残などによるものであります。

歳出決算の説明は以上でございます。

次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。

お手元の資料、平成26年度宮崎県歳入歳出決

算書、中ほどの特別会計の５ページをお開きく

ださい。

えびの高原スポーツレクリエーション施設特

別会計でございます。

中ほどの歳入の合計欄をごらんください。

調定額2,619万4,268円、収入済額2,619万4,268

円で、収入未済額はございません。

次に、８ページをお開きください。

県営国民宿舎特別会計でございます。

中ほどの歳入合計の欄をごらんください。

調定額３億7,251万9,845円、収入済額３

億7,251万9,845円で、収入未済額はございませ

ん。

特別会計の歳入決算につきましては、以上で

ございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

お手元の平成26年度主要施策の成果に関する

報告書の観光推進課のインデックスのとこ

ろ、188ページをお開きください。

産業づくりの３、活発な観光・交流による活

力ある社会の（１）観光の振興についてであり

ます。

主な事業について、施策推進のための主な事

業及び実績欄で御説明いたします。

まず、新規事業「ＭＩＣＥ誘致総合対策」で

あります。

これは、これまでのノウハウを生かし、41件

のコンベンション開催支援を実施するとともに、

ＭＩＣＥキーパーソンの招聘のほか、ＭＩＣＥ
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専門家の受け入れを行い、体制強化を図ったと

ころであります。

次に、改善事業「魅力ある観光地づくり総合

支援」であります。

これは、市町村が行う観光拠点の整備などを

支援するものであり、このうち、観光地づくり

の取り組みでは、８件に対して補助を行ったも

のであります。

それぞれの地域において、観光資源の発掘や

磨き上げの取り組みが進められ、観光地の魅力

向上が図られたところであります。

次に、189ページをごらんください。

改善事業「教育旅行誘致・受入強化」であり

ます。

これは、宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合

と連携し、旅行会社や学校関係者に対する誘致

セールスや、招聘事業等に取り組むとともに、

本県の教育旅行素材を紹介したガイドブックの

作成等を行い、本県への教育旅行の誘致促進を

図ったものであります。

新規事業「東九州自動車道開通を見据えた観

光案内板新規設置」は、東九州自動車道の全線

開通を見据え、県の観光案内板を設置していな

い観光施設や東九州自動車道のパーキングエリ

ア、道の駅に観光案内板を新たに設置したもの

であります。

新規事業「東アジア等観光誘客推進」は、広

告掲載などの知名度向上対策や、交通事業者等

とのタイアップによる誘客、旅行会社等への旅

行商品化に向けた支援を行うことなどにより、

本県への観光誘客の促進を図ったところであり

ます。

新規事業「大型クルーズ船誘致環境整備」は、

県土整備部と連携して、大型クルーズ船の入港

が可能な水域と水深を備えている油津港に16万

トン級に対応した係留施設の整備を行ったもの

であります。

改善事業「スポーツランドみやざき東京五輪

おもてなし推進強化」であります。

これは、スポーツキャンプ、合宿誘致セール

スや、企業・大学・エージェント等の訪問、さ

らにはキーマン招聘などを実施したものであり

ます。

その結果、平成26年度のスポーツキャンプ・

合宿の受け入れ状況につきましては、データを

とり始めた平成５年度以降、受け入れ団体数、

参加人員、延べ参加人員、いずれも過去最高の

実績となりました。

次に、190ページをお開きください。

プロ野球キャンプ環境充実強化であります。

これは、複数の球団が練習試合を集中的に実

施できる球春みやざきベースボールゲームズを

６試合開催しまして、既存キャンプ球団の長期

滞在と、新たな球団誘致に向けたキャンプ受け

入れ環境の充実を図ったところであります。

次に、「神話のふるさとみやざき」ブランド定

着支援であります。

これは、地域において県民みずからが神話・

伝説、伝統文化、史跡等を活用して企画実施す

る取り組みに対し支援を行ったほか、神話のふ

るさとみやざきのブランド確立を図るため、首

都圏の大学と連携した講座や神話ゆかりの県と

連携したシンポジウム、ＰＲイベントを開催し

たものであります。

次の新規事業「「神話のふるさとみやざき」プ

ロモーション映像制作」は、映画監督の河瀬直

美氏による宮崎県の風土や日向神話の魅力を発

信するプロモーション映像２作品を制作し、Ｙ

ｏｕＴｕｂｅにより配信したものであります。

次に、194ページをお開きください。
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（２）県境を越えた交流・連携の推進につい

てであります。

まず、南九州広域観光ルート連絡協議会負担

金は、観光情報発信や南九州への教育旅行の誘

致セールスを行ったほか、香港の大手旅行雑誌

でのＰＲや、上海マスコミ招聘事業を実施する

など、国内外におきまして、南九州３県が連携

した誘客活動を行ったところであります。

次の新規事業「東九州自動車道を活用した観

光誘客促進」は、大分県と共同で設立した東九

州広域観光推進協議会を通じて、旅行会社等へ

のセールス活動を行ったほか、ネクスコ西日本

と連携して、高速道路の割引キャンペーンを実

施したものであります。

主要施策の成果に関する報告書につきまして

は、以上であります。

次に、監査における指摘事項等についてであ

ります。

お手元の平成26年度宮崎県歳入歳出決算審査

及び基金運用状況審査意見書の42ページをお開

きください。

（８）県営国民宿舎特別会計に関する審査の

意見・留意事項等についてであります。

「県営国民宿舎は、指定管理者制度を導入し

運営を行っている。えびの高原荘は、硫黄山の

噴火警報に伴う交通規制等により、宿泊客数等

が減少し損失を計上した。また、高千穂荘は、

宴会等の利用者増加により昨年度に比べ収益は

増加しているものの、引き続き損失を計上して

いる。このため、利用者の確保や適正な管理運

営等について、引き続き指定管理者と十分連携

をとりながら、効率的かつ安定的な施設の管理

・運営を行うことが望まれる」との意見をいた

だいております。

えびの高原荘については、硫黄山の影響によ

り宿泊客数等が減少し、損失を計上しました。

このため、特別な事情が生じたとして、平成26

年度の納付金の減額を行ったところであります。

高千穂荘については、東九州自動車道の開通

などにより、高千穂町の観光客は増加傾向にあ

りますが、赤字が続いていることから、28年度

からの第３期指定の納付金について見直しを行

い、現在、指定管理者の選定を行っているとこ

ろであります。

観光推進課の説明は以上でございます。

○酒匂オールみやざき営業課長 オールみやざ

き営業課の平成26年度の決算につきまして御説

明いたします。

決算特別委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

オールみやざき営業課の一般会計予算額は、

９億1,500万4,195円、支出済額は４億9,854

万3,415円、翌年度への繰越額は４億940万4,000

円、不用額は705万6,780円、執行率は54.5％、

翌年度繰越額を含む執行率は99.2％であります。

次に、目の執行残が100万円以上のもの、執行

率が90％未満のものについて御説明いたします。

資料の19ページをお開きください。

まず、（目）計画調査費であります。

不用額は104万7,529円となっておりますが、

これは、事務費の旅費や委託料の執行残であり

ます。

次に、（目）商業振興費であります。

執行率が63.4％で、翌年度繰越額を含めます

と88.9％であります。

これは、２月追加補正で国の地方創生交付金

を活用した事業を繰り越したことと、旅費など

の事務費の執行残が生じたことによるものであ

ります。

次の20ページをごらんください。
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（目）貿易振興費であります。

執行率が56.6％でありますが、翌年度繰越額

を含めますと99.2％であります。

次に、（目）物産振興費であります。

不用額が159万4,736円でありますが、これは、

アンテナショップに係る修繕費などの執行残で

ございます。

また、執行率が24.1％でありますが、翌年度

繰越額を含めますと99.7％であります。

資料の21ページをお開きください。

（目）観光費であります。

不用額が263万2,613円でありますが、これは、

事務費の旅費や需用費、役務費等の執行残でご

ざいます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書のオールみや

ざき営業課のインデックスのところ、195ページ

をお開きください。

人づくりの１の（１）の国際化への対応につ

いてであります。

施策推進のための主な事業及び実績をごらん

ください。

まず、外国青年招致であります。

これは、アメリカ、韓国、シンガポールから、

各１名の国際交流員を当課に招致いたしまして、

県民との各種交流活動を101件、通訳・翻訳等の

業務を470件実施し、本県の国際化の推進を図っ

たところでございます。

次に、国際理解・国際交流促進であります。

国際交流員等が県内の学校を訪問して、国際

理解講座等を40校で51回実施し、県民の皆様の

国際理解の促進を図ったものであります。

次に、196ページをお開きください。

改善事業「多文化共生地域づくり推進」であ

ります。

地域住民と外国人住民とが、共に地域の一員

として協力し合う多文化共生社会づくりを進め

るため、公益財団法人宮崎県国際交流協会に委

託しまして、普及啓発事業として広報誌等によ

る情報提供のほか、在住外国人支援事業として

日本語講座を99回、外国人住民法律・生活相談

を１回実施するなどしたところであります。

次に、改善事業「東アジアとの交流促進」で

あります。

芸術・文化・スポーツ等の分野で活動してい

ます本県と台湾の民間団体に、相互交流に向け

た話し合いや視察等を行っていただき、草の根

レベルの交流促進を図ったところであります。

次に、「アンニョンハセヨ！少年少女国際交流」

であります。

韓国の児童生徒の受け入れ及び県内の児童生

徒の韓国派遣を行い、ホームステイや文化施設

等の視察によって、お互いの文化や伝統などを

理解し合う相互交流を図ったところでございま

す。

続きまして、197ページをごらんください。

改善事業「海外技術研修員・留学生受入交流」

であります。

モンゴル、インドネシア及びミャンマーから、

それぞれ１名の海外技術研修員を宮崎大学等へ

受け入れ、就学・研修の機会を提供するととも

に、交流事業や地域行事への参加を通じて、県

民との交流や国際理解の増進を図ったところで

あります。

続きまして、199ページをごらんください。

産業づくり、２の（２）商業・サービス業の

振興についてであります。

まず、伝統的工芸品振興であります。

伝統的な工芸品の製造に従事する人々の意欲



- 30 -

平成27年10月２日(金)

向上を図るとともに、伝統的な工芸の維持・発

展を図るため、新たに佐土原人形及び都城弓の

製作に携わる１名ずつの計２名を伝統工芸士と

して認定したところであります。

次に、みやざき工芸品産業育成支援でありま

す。

この事業は、工芸品の販路開拓や需要拡大な

ど、工芸品全体の振興を図るため、若手工芸家

が開催する展示・販売会の支援を行うとともに、

伝統工芸士等の宮崎空港での工芸品展開催を支

援したところでございます。

次に、新規事業「東アジアネットワーク拡充」

であります。

海外交流駐在員を上海及び香港に、また、台

湾などに貿易アドバイザーを配置して、貿易・

投資等に関する情報収集や、本県企業の海外活

動の支援、観光・コンベンションの誘致促進な

どに努めたところであります。

続きまして、200ページをお開きください。

「アジアの活力をみやざきへ！海外展開サポ

ート」であります。

平成24年３月に策定しましたみやざき東アジ

ア経済交流戦略に基づき、中国上海における現

地求評会の開催、香港・台湾・シンガポールに

おける海外見本市への出展、さらにはグローバ

ル人材の育成のためのセミナー等の開催など、

県産品の東アジアへの輸出拡大に向けた総合的

な取り組みを行ったところであります。

次に、改善事業「オールみやざきによる県産

品定番化・定着化促進」であります。

県物産貿易振興センターに委託して、首都圏

等で行われる大規模商談会への参加や物産展の

開催、新宿みやざき館やみやざき物産館等のア

ンテナショップを活用した展示・販売を通じて、

県産品の販路拡大と定番・定着化を図ったとこ

ろであります。

続きまして、202ページをお開きください。

産業づくりの３の（１）の観光の振興につい

てであります。

まず、県外みやざき応援団活動強化でありま

す。

県外在住の本県にゆかりのある著名人や、本

県に親しみを持ち、本県のＰＲに積極的に協力

いただける方をみやざき大使やみやざき応援隊

として委嘱・認定し、本県の旬の情報を随時提

供するとともに、交流会を開催するなどにより

まして、口コミによる本県の魅力発信を図った

ところであります。

次に、改善事業「「オールみやざき」発信」に

ついてであります。

本県の農畜産物や特産品、観光などの魅力を

効果的にアピールするために、東京、大阪、福

岡の各都市圏におきまして、本県の魅力を集中

的にＰＲする「みやざきｗｅｅｅｅｋ！！」な

ど、大手民間企業と連携し、県外プロモーショ

ン活動を実施したところであります。

また、本県のシンボルキャラクターみやざき

犬を活用したＰＲ活動や、さらに本県の食と旅

の魅力等を中心に紹介した情報誌Ｊａｊａを作

成し、本県の魅力や旬の情報を全国に向け発信

したところでございます。

主要施策の成果の説明は、以上であります。

なお、監査委員の決算審査意見書及び監査報

告書に関しては、特に報告すべき事項はござい

ません。

オールみやざき営業課からは以上でございま

す。

○二見主査 説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○髙橋委員 労働政策課にお尋ねします。委員
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会資料で説明いただきました不用額の関係で、

中途退職者が出たとか、あとのものでは就職率

に応じて委託料を支払っていたものが、就職率

が悪かったんでしょうね。だから、委託料の不

用額が出たということなんですけれども、もう

ちょっとこれを詳しく説明いただけませんか。

○天辰地域雇用対策室長 この不用額で見てみ

ますと、まず、委託料の分、これは、11ページ

のほうになります。委託料8,400万余の不用額に

なっておりますけれども、このうち２つの事業

がございまして、起業支援型地域雇用創造事業、

こちらの委託料が170万余の不用額、もう一つは、

地域人づくり事業のほうが8,100万円余の不用額

になっております。

先ほど言いましたように、ともに中途退職に

伴うもの、また、開始時期のずれによるものが

中心になります。特に地域人づくりのほう、8,000

万もの不用額が出ておりますけれども、具体的

な例を言いますと、例えば、当初2,000万程度の

事業で考えておりましたところ、決算額としま

して600万程度になってしまったと。中身を見ま

すと、20名の雇用を予定していたところが、実

際には10名しか雇用が実現しなかった例等がご

ざいまして、こういった不用額が出てる状況で

ございます。以上です。

○久松労働政策課長 続きまして、13ページの

ほうの不用額について御説明いたします。

先ほど申しましたように、報償費の不用額が

出ておりますが、これは、委託の事業としまし

ては、就職をさせるということを目標にしてお

りまして、一定期間訓練を行うわけですけれど

も、訓練終了後の最終的な就職状況が、具体的

に申しますと80％以上であれば、報償費として

月額２万の受講者数掛ける月数というインセン

ティブが付与されるという状況でございます。60

～80％になると、これの単価が１万円になると

いうような仕組みで、できるだけ就職に結びつ

けるような指導をしてもらうという目的で設け

られております。

これを見込み、12月の最終補正で見込んだ段

階では、80％以上のものは、予算でいきますと19

コース設定したのが14コースということで、不

用額が350万ほどふえたと。一方で、60～80％の

ものが逆にふえたということで、差し引きこの

程度の不用額が生じたという状況でございます。

○髙橋委員 今久松課長が説明いただいたもの

は主要施策名でいうと、職業訓練校に委託する

ものですか。

○久松労働政策課長 具体的に言いますと、181

ページに、職業訓練校の県立産業専門校の主な

実績内容欄の２つ目に委託訓練というのがござ

います。これの中身になります。

○髙橋委員 181ページの委託訓練の執行残が、

今説明があったものですね。

私も、地元の訓練校の職員といろいろと意見

交換したときに、今、地域差があるんだろうな

と思ったりするんです。いわゆる事業展開をし

て、求める人が、絶対数が少なかったりとか、

企画する側もいろいろ悩んでいらっしゃった話

を聞きました。

それと、続けていいですか。―120字削除―

○天辰地域雇用対策室長 ―99字削除―

○髙橋委員 ―16字削除―

○天辰地域雇用対策室長 ―137字削除―

○髙橋委員 ―65字削除―

○天辰地域雇用対策室長 ―99字削除―

○髙橋委員 済みません。私が、金額の見方を

間違ってました。今の質疑を全て取り消しをお

願いします。

○二見主査 またその件について、後ほど確認
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させていただきますので、よろしくお願いしま

す。

ほかに質問はありませんか。

○横田委員 労働政策課の180ページをお願いし

たいんですけれども、技能者不足がずっと言わ

れておる中で、技能向上対策ということで、小

学生等の技能体験教室とか高校生への技能講座

を開いていただいてるということで、大変あり

がたいなと思ってます。

それで、182ページの表なんですけれども、小

中学生の教室の参加者が、22年からするとかな

り少なくなってるんです。その下の高校生も、

３年前からするとかなり減ってるんですけれど

も、これは、この教室の回数が減ったのか、そ

れとも、少子化等の影響で子供自体が減ったの

か、どういうふうに見ればいいんですか。

○久松労働政策課長 これにつきましては、県

単でこの事業をやっておるんですが、国の事業

で若年技能者人材育成支援等事業という、国が

県の職業能力開発協会に直接委託する事業がご

ざいます。実は、その事業の中でも、小学生そ

れから高校生に対しても派遣ができるという中

身がございます。ここの数字は県単の数字でご

ざいますので、その事業を合わせれば、ちょっ

と数字を今手元に持っておりませんが、この２

つの事業をもって、ここに書いておりませんけ

れども、事業的には拡大をしておるという状況

でございます。

当然、私どももすみ分けをしながら、広く小

中学生、高校生に対する技能指導等を行ってい

るという状況でございます。

○横田委員 それを聞いてちょっと安心しまし

た。

その下の技能まつりの入場者数が、26年度、

２万3,000人ということで、かなりふえてますよ

ね。これを見ても、そういう事業の効果が出て

きて、県民の関心も高まってきてるのかなと思

いますので、引き続き頑張っていただければと

思います。ありがとうございます。

○ 原委員 その延長で、結果的には伝統工芸

士になったりとかというほうに目が行って、本

県の県産品が売れるという話になるんだろうと

思ってますが、199ページの県伝統工芸士認定、

ことしは２人ということでしたけれども、大体

これまでに何人ぐらいの方が、どういう職種の

方たちが認定を受けて、それがまた、この営業

上、県のお墨つきをいただいて、果たして効果

があったものかどうか、そのあたりのことも

ちょっと教えてください。

○酒匂オールみやざき営業課長 伝統工芸士の

認定につきましては、県が独自に認定をしてい

るものでございますけれども、これまでの工芸

士の認定者数は146名になっております。その中

で、現在も活動されている方は55名ということ

でございます。

工芸士の方々が、認定を受けたことでの効果

というところでございますけれども、伝統工芸

士に限らず、工芸品産業全体が大変厳しい状況

にあるという現実がございます。その中で、私

どもといたしましては、こういった伝統的な技

法に基づいて付加価値のある製品をつくってい

ただけるということで、工芸士の方々の意欲向

上ですとか、工芸品そのものの振興につながれ

ばということで、こういった認証制度をさせて

いただいているところでございます。

○ 原委員 大体職種的には刃物づくりだった

り、今は人形と、「都城牛」とおっしゃいました

かね─だったり、木刀だったり、弓だったり

いろんなものがあると思うんですが、職種的に

どういうふうになってますか。
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○酒匂オールみやざき営業課長 大変失礼いた

しました。私どものほうで、伝統工芸品として

認定しております品目が35品目ございます。

細かく申し上げますと、宮崎ロクロ工芸品で

すとか、焼き物の小松原焼とか、宮崎漆器、宮

崎手紬というのがございます。

先ほど、私が申し上げましたのは弓でござい

ました。「都城弓」という形で認定をさせていた

だいておりまして、都城でいえば、あと都城木

刀とかございまして、35品目指定させていただ

いております。

○ 原委員 「都城牛」と聞こえたものですか

ら、おかしいなと思って。（笑声）都城弓ですね。

わかりました。

○河野副主査 横田委員のほうにちょっと関連

で、182ページの認定職業訓練生数、26年度713

名とありますが、これは、13団体の合計の訓練

生ということなんでしょうか。

○久松労働政策課長 認定訓練校13校を、26年

度は補助しておりまして、訓練生数としまして

は２つの課程がございます。２年から３年とい

う訓練をする長期課程と、短期課程、これは、14

日以上でという規定になっておりますが、その

合計が713ということになっております。

○河野副主査 平成22年度は倍ほどいらっしゃ

るんですが、団体数は。

○久松労働政策課長 現在、認定をしておりま

す職業訓練校としましては、全体で20校ござい

ますが、そのうち休止団体が４団体ほどござい

ます。そのうち、補助の申請があったのが13団

体ということになっております。

○河野副主査 22年度も13団体ですか。こ

の1,309名というのは、何校の訓練生でしょうか。

○久松労働政策課長 ちょっと正確には、今手

元に前のデータがございませんので、わかりま

せんが、基本的にはそれほど認定団体は変わっ

てなかったと思っております。

○河野副主査 じゃあ、22年度からこの補助金

というのは、割合はやっぱり３分の１、３分の

１、３分の１でしょうか。

○久松労働政策課長 補助金の割合については

変わっておりません。

○河野副主査 産業技術専門校生の就職率、パ

ーセントですが、この上の④番を読むと、「平成

26年度に71人の修了生を送り出したところであ

るが、就職希望者の94.4％が就職を果たすこと

ができた」とあります。ということは、この94.4

％の母数は71ではないということですか。

○田村県立産業技術専門校長 ここの表記にあ

ります94.4％の母数は、就職希望者71名全員で

す。時々、進学希望者とかが出る年度がありま

して、その場合はその人数を引いております。

○河野副主査 ちなみに22年度の91.6％の母数

というか修了生、就職希望者はわからないかも

しれませんけれども、修了生は何名だったでしょ

うか。

○田村県立産業技術専門校長 ※22年度におきま

しては、西都校が69名、高鍋校が、33名中１名

が進学希望で、合計102名が母数になります。

○河野副主査 ①で分析されてるように、やは

り人手不足が深刻化する中で、訓練生の確保と

いうことで、課題というか……。せっかく技術

を学べる専門校があって、就職率も、確実に94

まで行けるということは、それだけ身につける

ことができるということで、やはりしっかりと

検討をしていただいて、着実な就職につながる

学校にしていただきたいなということで要望し

ておきたいと思います。

○二見主査 ほかに関連質問はありますか。ほ

※次ページに発言訂正あり
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かの項目についての質問がありませんか。

○横田委員 労働政策課のシルバー人材センタ

ー支援についてお尋ねします。

昨年度は増加に転じたと書いてありますが、

傾向としては会員数も契約金額も減少傾向にあ

るということですけれども、その理由は何かわ

かってるんでしょうか。

○久松労働政策課長 理由でございますが、平

成16年に高年齢者雇用安定法の改正がございま

して、65歳までの雇用の継続ということが義務

づけられております。

ただ、このときは、条件が雇用の延長をする

等があるんですけれども、組合の了解が得られ

れば65歳まで雇用しなくてもいいという制度に

なっておりました。そして、24年に再度改正が

ありまして、先ほど組合と言いましたけれども、

労使が協定で定めれば排除ができるという規定

がありましたんですが、これがもう適用されな

いということで、定年の延長、継続雇用制度の

導入とか定年の廃止という３つの制度が全て適

用されておりますので、この影響が一つ、65歳

までの層が就労が可能という状況になってきま

した。シルバー人材センターは60歳からが対象

になっておりますので、やはりこの法律の施行

の影響が一番大きいものと考えております。

○横田委員 よくわかりました。でも、それは、

あくまでも５年間先延ばしになったということ

ですよね。５年後には、また同じような状況が

出てくるとは思うんですけれども、例えば、こ

の予算額をもうちょっとふやせば、人材センタ

ーが活発になると考えてもよろしいんでしょう

か。あんまり関係ないですか。

○久松労働政策課長 実は、シルバー人材セン

ターには、これは県単と書いてますけれども、

国から直接の分と、当該県が補助しとる分とが

別々に行っております。これにプラス、26年度

につきましては、県単の事業で、地域人づくり

事業を使いまして、「生涯現役！いきいきシルバ

ー人材活躍応援事業」というのを別途立ち上げ

ております。

これは、就業の開拓をできるだけしようとい

うことで、就業開拓のコーディネーターを３名

を置きまして、それぞれ就業開拓をして就業に

結びつける。あるいは、就職説明会を開催する

というような活動を行っておりまして、26年度

は若干会員が回復をしたといった現状がござい

ます。

○横田委員 2025年問題にあるように、これか

ら団塊の世代の人たちがみんな高齢者になって

いくということで、すごく高齢化が高まってく

ると思うんですけれども、高齢者が社会で何ら

かの形で働ける、そういう機会をつくるという

ことは、健康寿命を延ばすとか、そういったこ

とにもつながると思いますので、シルバー人材

センターはその一つとして、さらに機能がアッ

プしていけるように頑張っていただければと思

いますので、よろしくお願いします。

○田村県立産業技術専門校長 済みません、先

ほどの河野副主査への回答に際しまして、22年

度の数値につきまして、ちょっと間違えて21年

度の数値を報告しました。修正いたします。

西都校が73名、高鍋校が27名の合計100名で、

うち５名が進学希望者、就職希望の95名のうち87

名が就職者で91.6％です。申しわけありません。

○ 原委員 197ページの海外技術研修員・留学

生受入交流ですが、モンゴル、インドネシア、

ミャンマーとありますけれども、この期間は１

年ですか、半年ですか。

○酒匂オールみやざき営業課長 これは、それ

ぞれ単年度の事業になっておりまして、本人た
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ちがこちらに来て研修を受けるということで、

大体おおむね７月ぐらいから年度末ぐらいまで

という月数になっております。

○ 原委員 ほとんど毎年同じようにおいでい

ただいてるわけですよね。いつごろから始まっ

たんですか。

○酒匂オールみやざき営業課長 この制度その

ものは、昭和55年から取り組んでおります。当

時は、国の補助金等も出ておったようでござい

ますが、現在は県単事業として実施しておりま

す。通算で、今、295名の方がおいでいただいて

おります。県費留学生と海外技術研修員という

ことでございます。

失礼しました。その中で、海外技術研修員は

昭和55年から、県費留学生は昭和41年度から取

り組んでおる事業でございまして、先ほど私は

７月と申しました。期間は、８月から３月まで

の期間で研修等を受けていただいております。

○ 原委員 今、モンゴルもそうですが、イン

ドネシアも─ミャンマーは少しおくれていま

すけれども─発展著しいところで、我々も行っ

てきましたけれども。私はモンゴルに３回行っ

たことがありますけれども、もう物すごい飛躍

してますね。ミャンマーがおととしかな。イン

ドネシアはまだ行ってないんですが、友達の話

によると、今行かないと行きそびれるよという

ような話で、物すごく経済成長も速いというこ

とのようです。やはりこういうところと将来を

見据えて交流をやっていくということは、将来

の足がかりをつくる、理解を深めるという意味

でも、非常に意味が大きいんじゃないかなと思

います。

特にモンゴルについては、都城市がウランバ

ートル市と姉妹都市も結んでおられますので、

交流が深いところでもあります。政治的にも大

変、位置的に意味のあるところでもありますか

ら、ぜひこの事業を絶やすことなく、できたら

ふやすぐらいの気持ちでやっていただくとあり

がたいなと思ってます。

○酒匂オールみやざき営業課長 今回の海外技

術研修員並びに県費留学生につきましては、私

どもは３名の予算を確保しているところでござ

います。

これまでの実績で申しますと、やはり県費留

学生と海外技術研修員ともに、ブラジルとの交

流も強いということもございまして、海外技術

研修員がトータルで210名なんですけれども、そ

の中の85名がブラジルからになっております。

委員のほうからございましたモンゴルが、こ

れまでに14名ございます。あと、ミャンマーが

５名というような形で実績がございます。

これは、県内の受け入れ団体、例えば宮崎大

学ですとか、そこが研修生を受け入れたいとい

うことで受け入れて、研修をさせる制度になっ

ておりますけれども、その後も、それぞれの受

け入れ機関が交流等を続けておられるという実

績もございます。本県の国際化並びに国際交流

等にも貢献をしていただいてるのではないかと

考えておりますので、引き続き取り組んでまい

りたいと考えております。

○ 原委員 高専にも来てたんですよね。むし

ろ風力発電から始まってるので、高専がモンゴ

ル等の交流は一番早いんですが、高専に来てた

のは文科省の事業で来てたんでしょうか。

○酒匂オールみやざき営業課長 昨年度おいで

いただいたモンゴル国からの海外技術研修員に

つきましては、都城工業高等専門学校で研修を

していただいたところでございます。

○ 原委員 わかりました。

○西村委員 オールみやざき営業課の県外アン
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テナショップについてのいろんな取り組みがあ

ると思います。近年は非常に厳しい状況という

ことなんですが、最近他県の事例で、例えば隣

県と一緒にアンテナショップを出したりとか、

エリアで出したりとかいうパターンもあるんで

すけれども、そういう検討というのは、ここに22

年からの５年間の数字がありますが、厳しくなっ

ていく状況の中でそういうアイデアというのは

出てこなかったのかなというのを伺います。

○酒匂オールみやざき営業課長 最近のアンテ

ナショップの売り上げの動向でございますが、

平成19年度から21年度の間、宮崎ブームもござ

いまして、県内も含めて３店舗アンテナショッ

プを置いておりますけれども、相当な売り上げ

がございました。

その後、数字も出ておりますけれども、平成22

年度以降、口蹄疫の発生ですとか、新燃岳の噴

火等もございまして、急激に売り上げが減少し

ている状況はございます。

物産センターとも一緒になりながら、さまざ

まな売り上げ策について検討は進めているとこ

ろでございますが、委員のほうから御指摘のあっ

た他県との店舗展開につきましては、現在では

検討はしていないところでございます。

○西村委員 いろんな結果が出てきてる中で、

やっぱりどうてこ入れしていくか。この決算で

見ると、予算を使っていろんなことをやったけ

れども、なかなか結果に出てきてないというこ

とでしょうから、次なる手をどう打っていくか

というのは、次年度の政策に移っていかなけれ

ばならないと思うんですけれども。

県外のアンテナショップになると、非常に家

賃が高かったり、お客さんは多いかもしれない

が、ムーブメントというか、ブームによって左

右されるというところはあるんですけれども。

以前、東国原さん、そのまんまブームみたいな

ときに、視察でＫＯＮＮＥに行って話したとき

に、我々は売り上げじゃないんですよと、ＰＲ

なんで、お金とか売り上げ以外のものに出てき

ている効果というものがあるんですよというこ

とを、その当時の方から話を聞いてたんですが、

百歩譲って、売り上げが減っても、そういうと

ころで設置している意味があれば、それはそれ

でいいと思うんですが、そういう効果というの

は検証されてるんでしょうか。

○酒匂オールみやざき営業課長 平成10年に設

置以降、17年以上が経過し18年目に入ろうとし

ているところでございます。その間、宮崎ブー

ム等もありまして、売り上げ等も伸びた時期も

ございまして、その後、少しでも高どまりをす

ればということで、さまざまな改善策を講じて

きたところではございます。

現在、委員が御指摘のとおり、センターのほ

うでも、当時、売り上げが伸びた時点での正味

財産等も持っておりましたけれども、22年度以

降非常に厳しい状態で、赤字の状態も続いてお

ります。正味財産も少しずつ減っておる中で、

私どもといたしましては、アンテナショップを

一つのショーウインドーとして、それ以外の百

貨店ですとか、スーパーですとか、いろんな他

の店舗等への取引にもつながるようなものを一

つはイメージをしております。

昨年度も、さまざまなあり方の検討会をして

おります。昨年度の結果では、イベントプロモ

ーションが計画的に実施されてないということ

で、そういったものを計画的に実施していった

らとか、それぞれ、その時点のＫＯＮＮＥ新宿

自身のプロモーションを推進したりとかいうよ

うなことの改善点も出てきております。今年度

はそういった昨年度の検討を踏まえながら改善
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には取り組んでいるところでございますけれど

も、いずれにいたしましても、設置をして18年

目に入っております。これまでの効果につきま

しても、ある程度検証を重ねながら、今後の展

開についても検討していきたいと考えていると

ころでございます。

○二見主査 ほかに質問はありませんか。

では、ここで委員の皆様にお諮りいたします。

本日の日程は午後４時までとなっておりますが、

このまま継続してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 では、引き続き分科会を続けます。

○西村委員 観光推進課にも一つ伺います。球

春みやざきのところで、1,700万程度の予算が

あって、たしか、いわゆる練習試合を円滑にやっ

ていただくための予算だとは思うんですが、こ

の県単の予算自体は、県からこういう試合をやっ

てと、プロ野球の球団に投げかけてやってもらっ

てるものなのか、プロ野球のほうから、こうい

うのをしたいんだけれども、予算の関係上、県

に協力していただきたいというものなのか。こ

れは、どちらから、そういう提案がなされたの

か、伺いたいと思います。

○福嶋観光推進課長 この球春を始めたきっか

けというのは、巨人軍のキャンプが沖縄のほう

に半分行ってしまったという危機感がまずは

あったと認識しています。沖縄のほうでは、球

団が集まれば集まるほど、そういう練習試合を

やりやすい環境ができるということで、ますま

すそちらのほうにシフトしてしまうんじゃない

かということで、その引き戻しをやろうという

のが経緯としてはあると。

この金額は、県も負担金として実行委員会の

ほうに出してるんですけれども、市町村も同額

を負担しておりまして、それで協力してやって

います。

その結果といいますか、宮崎県のほうにも相

当数の球団が集まるようになって、魅力が向上

したおかげで、この春にはオリックスも来てく

れたということではないかと思っています。

○西村委員 これは、県単の予算だけれども、

実際は実行委員会というのはほかからも、もち

ろんスポンサーからも集めてやっているという

イメージだと思うんですが、これは、総事業予

算というのはわかりますか。

○福嶋観光推進課長 総事業費が、決算ベース

でいいますと、約4,000万ということになってお

ります。負担金が、県と市町村でほぼ全額、県

と市町村の負担金に、繰越金があるものですか

ら、一致しませんけれども、差額は繰越金とい

うことで、実施をしているということでござい

ます。

○西村委員 大体わかりました。それが今、オ

リックスが来たりしたことによってさらなる盛

り上がりというものがあっている、結果につな

がっているのかなと思うんですけれども、さっ

き言った1,700万ぐらい県が出してやるというの

も、ほかの観光の予算に比べたら、ウエートを

重視して、かなり出してるような気がするんで

す。ほかの厳しい予算の中でやりくりして、こ

れだけの額を捻出してやってるというのは重々

理解をするんですけれども、じゃあ、ほかのス

ポーツはどうなんだとか、ほかの競技はどうな

んだとなった場合にいろいろあるのかなとも、

ちょっと思ったもんですから。

ことしは26日が中止だったので、来年はしっ

かりと晴れていただいたり、秋のキャンプは、

まずやっぱり盛り上がっていただかないといけ

ないなというのもありますし、二軍がいよいよ

もう今月始まりますね。そういうのも踏まえた
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一体的な流れを使って、予算を投資した以上の

もの、結果が出るように期待したいと思います。

以上です。

○福嶋観光推進課長 大変ありがたいお言葉だ

と思います。

ちなみに観客数が、この２日間で２万4,200人

ということになってます。春季については、経

済効果を測定してるんですが、観客１人当たり

の単価が大体9,000円というのが出ておりまし

て、それを換算しますと、この２日間で２億円

という経済効果があると。単純計算で申しわけ

ないんですけれども、それを考えますと、費用

対効果としても決して悪くないなと考えてると

ころです。

○二見主査 関連質問はありますか。なければ、

その他の項目についての質問はありませんか。

○髙橋委員 県営国民宿舎、特別会計の関係で

ちょっとお尋ねです。監査委員の指摘、意見書

のところでお聞きしますが、まず、高千穂は宴

会等がふえて収益が上がってるんだけれども、

損失を計上しているというのは、どういうふう

に理解したらいいんでしょうか。「高千穂荘は、

宴会等の利用者増加により昨年度に比べ収益は

増加しているものの引き続き損失を計上」と書

かれてるんです。

○福嶋観光推進課長 高千穂荘につきましては、

平成26年に880万円ほどの損失を出しておりま

す。高千穂荘については、宴会場を持っており

ますので、そちらのほうで収益増を図ってはい

るんですけれども、やはり光熱費の負担がかな

り大きいということがあったようでございます。

それで、26年度中にはＬＥＤ化を図るなど、光

熱費の削減に努めていったということでござい

ます。

○髙橋委員 えびのも、高千穂も赤字を出して

るということで理解すべきですね。その赤字は

どこが補塡してるんですか。

○福嶋観光推進課長 えびの高原荘は、平成26

年度に2,400万円余の損失を出しております。こ

れは、硫黄山の影響というのが非常に大きいと

いうことなんですけれども、６月の委員会のと

きに、利用料金、納付金の御説明をいたしまし

た。そこで、納付金というのをいただいている

んですけれども、えびの高原荘につきましては、

不可抗力といいますか、そういった自然災害に

よるものであるということで、納付金の一部を

減免したという経緯がございます。

○髙橋委員 国民宿舎の見方、特にえびのが経

営が厳しい状況だと認識してるんですけれども、

いろいろと努力している中で、高千穂のほうは

過去赤字をした分を引きずってて、現在、26年

度は損失を出したということなんでしょうけれ

ども、何か見直しが今のところ検討されてるの

か、その辺を教えてください。

○福嶋観光推進課長 済みません、先ほどの質

問にちゃんと答えていなかったということなん

ですけれども、収支差額で赤字になった分につ

いては、指定管理者が負担をするということに

なります。経営努力をしていかないといけない

ということになるんですが、５年ごとに指定管

理の見直しを行う中で、28年度から新たな指定

管理期間に入るんですけれども、納付金の減額

というのを次期から行ったと。それは、ただ、

起債の償還との絡みがありますので、経営状況

を見ながら、恐らくとんとんになるであろうと

いう額で納付金を設定したというところでござ

います。

○髙橋委員 わかりました。

そこで、肝心なところは、指定管理者として

手を挙げるところがあるのかなという、そうい
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う心配もあるわけです。そういったところはど

う見てらっしゃいますか。もうからなきゃ、指

定管理者は手を挙げないと思うんで。

○福嶋観光推進課長 おっしゃるとおりでござ

いまして、手を挙げていただくためにも、納付

金については精査を行ったところでございます。

28年度からの指定管理の募集については既に

締め切っておりまして、今、両方とも一応募集

に応じてくれたところが出てきてるというとこ

ろでございます。

○髙橋委員 わかりました。よかったです。

○ 原委員 一応聞いておきたいと思います。

国民宿舎の存在というのは、条例に基づいてい

るわけですね。５年で指定管理者の契約期間は

切れるわけですが、いわゆる公的にできている、

県がつくっている宿泊施設の存続期限というか、

見通しは、将来的にはどういうことなんでしょ

うか。

今の状況でいくと、えびのについては宿泊施

設が１カ所しかないような気がします。高千穂

については、ほかの民間のものがいろいろあっ

て、昔よく使われた言葉で言えば、民業圧迫と

いう言葉もあったりして、極端な議論をすれば、

役目は終わったのではないかという見方もまた

議論はしていく必要があるのじゃないかなとい

う気もしております。

だから、今の制度でいけば、この国民宿舎２

カ所というのは、将来的な存続というのは、指

定管理者とのうまく採算が合うということが続

く限りにおいては、もう半永久的に、今の施設

が耐用年数を迎えない限りにおいては続けてい

くよという姿勢なのか、そこのところは、部長

なのかな、どうなんですか。

○福嶋観光推進課長 まずは、起債の償還を終

える必要があるというのがございます。ちょう

ど、えびの高原荘については27年度で終わると

いうのがございます。高千穂荘は31年度で終わ

るというのがございますので、この近々にはや

はりその後のあり方については考えていかない

といけないであろうと。宿泊施設としての必要

性ですとか、その後、それを移譲するのか、ど

こかに買い取っていただくのかということも含

めまして、総合的に勘案していかないといけな

いだろうという認識は持っております。

○ 原委員 観光政策上、それが不要だとかそ

ういう話じゃないんです。それなりに果たして

きてる役割、果たす役割、その存在感はあると

思うんですけれども、片や県土整備部に関して

いえば、この前こんな議論をしたんですが、道

路公社、一ツ葉有料道路、これが32年には一応

解散するという方向になってます。有料道路方

式ですから、その維持経費に大体４億幾らかな、

かかるものについては、その中からその維持費、

管理費を充てて、ちゃんと観光道路としての意

味合いを持たせてます。

もうこれは、32年までに、いわゆるその制度

が償還し終わって、今の有料道路方式がなくなっ

た場合、どうやって維持していくのかという議

論を松村議員が提起されて、じゃあ、どうなん

だということがちょっとあって、議論したとこ

ろでございましたけれども、特例があるやに聞

いてますが、どうも特例では32年以上は存続で

きないと、そういうこともあったもんですから、

ちょっと意味合いは違うと思いますが、もうそ

ういう議論も、否定的な意味ではなくて、する

時期に来てるのかなという気がしましたので、

申し上げました。

○永山商工観光労働部長 県立の国民宿舎とし

てどうしていくのかということについては、おっ

しゃるとおり、県の果たすべき役割等について、
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しっかりと議論する必要があると思っています。

ただ、全体で宮崎県の観光産業を考えた際に

は、宿泊をいかに伸ばすか、消費額を伸ばすか

というのは非常に大きな課題になっています。

日帰り客が極めて多いという状況でありますか

ら、しっかりと地場産業として、地域産業とし

て観光産業を位置づけるためには、やはりしっ

かりとした宿泊施設が必要だと思ってますんで、

県のありようについては考えていくと思ってま

すが、こういう宿泊施設については、しっかり

と県全体として維持あるいは活性化していくと

いうことが、大きな目標になるのではないかと

考えております。

○二見主査 ほかになければ、私から。

184ページの仕事と家庭の両立支援講演会参加

者数54人ということなんですけれども、どういっ

た方々を対象にされたのかとか、もう少し詳し

く御説明いただけないでしょうか。

○久松労働政策課長 26年度につきましては、

テーマとしては「育ボスでいこう」ということ

で、ＮＰＯ法人から代表の方をお招きして講演

をいただいております。

それと、労働局のほうで、次世代育成支援法

の改正がございましたんで、この２つのテーマ

でやっております。

この講演会につきましては、広く民間の方の

参加を求めるということで、チラシとかホーム

ページを使いまして、集客を行ったところでご

ざいます。

○二見主査 育ボスということですが、対象と

しては、どちらかというと経営者を対象に案内

をされて、参加者を募られたと感じたんですけ

れども、そういうことでよろしいんですか。

○久松労働政策課長 経営者も当然に頭にあり

ますけれども、一般の方も参加は広く呼びかけ

たといったところでございます。

○二見主査 そうなると、ちょっと少ないよう

な気がするんです。非常にいい機会だったと思

うし、周知の仕方とかいろいろ課題があったと

思うんですが、これをまたことしもやる予定と

いうか、やったんですか。

○久松労働政策課長 毎年毎年、その時々のテ

ーマで一番いいものはないかということでテー

マ選定して、それに見合うような講師の方をお

呼びして、呼びかけておりますけれども、結果

的にちょっと数が少ないということで、広報の

仕方等については十分検討してまいりたいと

思っております。

○二見主査 仕事と家庭の両立支援、この事業

というのは非常にいいものだと思ってるもんで

すから、私も以前勤めてたところで、経営側と

働く側の調整というか、やはり立場が違えば意

見も違うなというのもあるし、話せばわかると

いう部分もあるので、よりよい環境をつくるた

めにはお互いの理解が必要なんだと思うんです。

こういう事業を本当に進めていただきたいし、

もっと理解のある企業がふえていってほしいな

と思うので、頑張っていただきたいと思います

が、恐らく宮崎で１カ所やったって、都城や延

岡、ほかの遠い地域からの参加者というのはな

かなか来ないんじゃないかなと思うんです。開

催場所が、毎年宮崎じゃないといけないという

こともないでしょうから、各地でやっていくと

か、もっと広く周知できるような取り組みを今

後期待したいと思いますので、よろしくお願い

します。

関連質問はありませんか。なければ、もう一

ついいですか。

189ページの教育旅行誘致・受入強化なんです

けれども、県単で改善事業ということは、ここ
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数年やってらっしゃるんだと思うんですが、こ

の結果、実績というか、つながった効果という

ものがありましたら、御説明をお願いします。

○福嶋観光推進課長 教育旅行につきましては、

平成 2 2年の口蹄疫などで非常に減りまし

て、1,000名程度という底があったんですけれど

も、今、それが５倍超というところまで何とか

こぎつけてきたところであります。

ターゲットをある程度絞って、例えば、小学

生ですと１泊２日ということですので、近隣の

福岡あたりの教育委員会を攻めるとか、あと中

学生ですと、大体２泊３日の行程になりますの

で、関西方面、フェリーを利用してとか、新幹

線を利用してとかいうところを攻めていくと。

高校生になりますと、関東からということで、

ある程度ターゲットを絞って集中的にやったこ

とで、今のところ5,300人というところまで、何

とか上ってきたかなと思っております。

○二見主査 ありがとうございます。

関連質問はありませんか。なければもう一

つ。195ページなんですけれども、国際交流員、

外国青年招致では、アメリカから１人、韓国か

ら１人、シンガポールから１人ということで、

計３人。これは、ほかにもまだいらっしゃると

いうことですか。このときだけ新しく来られた

というか、全体で３人なのか、どうなんでしょ

うか。

というのも、その下に国際理解講座というの

がありまして、韓国、シンガポール、アメリカ、

それぞれ活動されてるんですが、これを見る限

りでは、この３人が国際交流員として県にはい

らっしゃって、こういう活動をされたという見

方をするのかなと思うんですけれども、それで

よろしいんでしょうか。

○酒匂オールみやざき営業課長 主査のおっ

しゃるとおりで、本課で３名を招致しておりま

すが、この３名が、下に出ております国際理解

・国際交流促進の理解講座へ行きまして、さま

ざまな活動をしていってもらえてるもので、毎

日のごとく、頑張っていただいてるところでご

ざいます。

○二見主査 これは、どうかわかんないんです

けれども、韓国、シンガポールでは、それぞれ

小中高に12校、15校へ行って、18回、20回され

てるんですが、アメリカの方は中学校に８校の

８回、倍ぐらい活動回数が違うのかなと思うん

ですけれども、これは、やはりそれぞれの役割

というのが違って、日程的に難しかったという

ことなんですか。

○酒匂オールみやざき営業課長 これは、各学

校からの要請に応じまして、派遣をさせていた

だいているところもございまして、各学校がど

ういったものを勉強したいか、どういった国際

交流をしたいかということもございまして、こ

ういった結果になっているところでございます。

○二見主査 わかりました。

あとこれが最後ですけれども、この国際交流

事業というのは、前は文化文教・国際課だった

と思うんです。ことしからこちらに移管された

んですかね。オールみやざき営業課になったん

だと思うんですけれども、恐らく所管が変わっ

たということは、この国際交流事業を今後は、

文化的、そういうものじゃなくて、もっと国際

交流を広げる、宮崎の営業力につなげるとか、

そういう形に一つ視点が変わってくる部分もあ

るのかなと思うんです。商工観光労働部オール

みやざき営業課として、今後の国際交流事業の

展開、これはもう26年度の決算ですから、違っ

たわけなんでしょうけれども、何かそういう転

換点というか、新しい視点を入れるとか、そう
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いうものは今の時点では、もう来年度の予算も

次に考えていかないといけないでしょうから、

そこ辺はどうお考えでしょうか。

○酒匂オールみやざき営業課長 国際交流員に

つきましては、今、３名、韓国語と、シンガポ

ールの方は中国語、アメリカの方は英語という

ことでおいでいただいております。本県が、海

外との交流が深いところを中心に、今回、３カ

国語ということで来ていただいているところが

ございます。

今回の組織改正によりまして、国際交流部門

が商工観光労働部に、私どもの課に参ったとこ

ろでございますが、これまでも、例えば、国際

交流協会のほうでは、旅館業組合の方と在住外

国人の方との意見交換を設けて、外国人の視点

で旅館業の方々がどんな対応をしていけばいい

かといったところの意見交換なども、取り組み

始めているところでございます。

私どものほうに、こういった形で国際交流員

が来ることで、経済活動、経済交流の部門でも

生かしていければということでの組織改正だと

理解しているところでございます。

○二見主査 わかりました。

ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上をもって、労働政

策課、観光推進課、オールみやざき営業課の審

査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後４時27分休憩

午後４時29分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

前半、後半の説明及び質疑が全て終了いたし

ましたので、総括質疑に移ります。

商工観光労働部の決算全般について、何か質

疑はありませんか。

○横田委員 質問というわけじゃないんですが、

記紀編さん事業についてですけれども、担当の

皆さん方は非常に一生懸命取り組んでいただい

てることを感謝しております。

私は、本会議の壇上で、いわゆる祓詞、「掛け

まくも畏き伊邪那岐大神」、あれを３回言わせて

もらってるんです。それだけ日向神話に対する

思いが強いということなんですけれども、記紀

編さん事業が始まったときにとてもうれしく思

いました。もしかすると、県議会議員の中で一

番喜んだのは私じゃないかなと思うんですけれ

ども、私も、いろんな機会があるごとに、日向

神話のアピールをしていきたいと思いますので、

まだ事業が半分残ってますので、しっかりとこ

れからも宮崎をアピールしていただければと思

いますので、よろしくお願いします。

○ 原委員 177ページ、せっかく工業センター

の所長もお見えですから。将来への投資ですか

ら、いろんなことを将来に向けて研究をして、

何のために研究するかというのは、それを民間

に技術移転して、新しいものが生まれていかな

いといけないわけですけれども。

177ページを見ますと、製造品出荷額１兆4,500

億、たしか本県のいわゆるＧＤＰでいくと３

兆2,000億ぐらいですか、その約半分弱ぐらいが

製造品出荷額ということになっておるわけです

けれども、県内研究機関における研究成果の技

術移転件数、いわゆるポイントはここだろうと

思うんです。いかに研究したものを技術移転し

ていくかと、ここに本県が県立で、それは農業

も林業も関係があるわけですけれども、研究機

関の存在価値だろうと思います。

大企業なんかに行くと、物すごい立派な研究
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施設を持って、かなりの予算を投入してるわけ

ですよね。でも、本県の場合も、当初予算のと

きにも、２年連続で知事に質問もして、研究費

を減らしちゃだめよということを言ってきてる

んですが、これを見ると、23年度から暫時、食

品開発センターも含めてだと思いますけれども、

技術移転の数がふえてるように書いてあって、

非常にいいことだなと思ってるところです。こ

の前見学もさせていただいて、いろいろ研究し

ていただいてるのも評価もしますけれども、大

体重立ったもので、この研究成果がこういう物

づくりにつながったよという代表例があれば。

これまでも何回か聞いてはおりますけれども、

ただ、これを見ると実績が90件ですか、目標を

上回ってますので、代表的なものがあれば、せっ

かくですから、決算ですから、お披露目いただ

きたいなと。

○冨山工業技術センター所長 ありがとうござ

います。まず、この数値なんですが、単年度ご

との数値ではなくて、23年度からの累積という

ことでございますので、一応そこは確認をさせ

ていただきたいと思います。

それから、とはいっても、やはり技術移転と

いうのは本当に、委員がおっしゃるように、非

常に重要なことでございまして、私どもも、研

究開発をする上で、技術移転をして、企業さん

がしっかり事業化するというところを最終の目

標にしておりますので、それを目指した研究開

発をやっております。

例えばですけれども、最近の話題でいきます

と、動物細胞培養の装置を開発して、商品化さ

れて、ことしの７月に売り出しが開始されたわ

けなんですが、これについては、以前から取り

組んでおりましたＳＰＧの技術、それをさらに

発展させてＳＰＧでもってマイクロバブルをつ

くる技術で、それを細胞培養の装置に搭載する

技術、そういったものを順次開発をしていきま

して、商品化につながったということでござい

ます。

また、鶏ふん発電をした後に出てくる鶏ふん

焼却灰、これがかなりございますけれども、そ

れを有効利用しまして、より付加価値の高いリ

ン、肥料をつくったと。これも、ことしの７月

から県内の企業さんが、本格的な事業化に向け

て稼働し始めたということでございます。

それも、工業技術センターがリンの、鶏ふん

からどうやったらより付加価値の高い肥料にで

きるかと。求められるいろんなスペックがある

んですが、それに達するためにどうしたらいい

かというのを丹念に研究いたしまして、その成

果を企業さんに技術移転をして、事業化に至っ

たというようなものでございます。

また、皆様はよく御承知だと思うんですけれ

ども、千住金属という日本トップのはんだメー

カーさんがあるんですが、そのメーカーさんが

宮崎県に千住技研さんという子会社をつくりま

した。工業技術センターのすぐ目の前に大きな

工場を建ててくれまして、現在、70名程度の従

業員の企業に育っております。そこが、都城高

専であったり、宮崎大学の工学部の雇用の受け

皿にもなっているということなんですが、ここ

がなぜ宮崎県に立地したかというと、これは、

宮崎県が長年取り組んでまいりました微粒子の

金属をつくる技術、その技術を頼って宮崎県に

工場をつくったということでございます。

しっかりその後も、その企業からいろいろな

要請がございますので、技術指導、共同研究を

しながら、随時、技術移転を続けているという

ようなことでございます。

挙げれば切りがないんですが、工業技術セン
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ターとしては、これからも、現在進めている研

究開発をしっかり技術を確立して、その確立し

た技術を使って、企業さんに事業化に至るよう

に共同研究という形で、一緒に共同研究開発を

して、事業化までいっていただくと。そういう

流れを活発化させていきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。

○ 原委員 できたらそういう一覧表を、また

後からでもいただくとありがたいなと思います。

なぜ公立の試験研究機関を持たないといけない

かというのは、大企業の場合は自分で、財力が

あるので大きな試験研究機関があって、基礎研

究からやるわけですけれども、やはり中小企業、

特に小規模企業が多い本県にとっては、公的な

ところで単独に試験をする、あるいは共同でや

る、それを民間に技術移転をしていくというこ

とが大きな役割だろうと思いますので、ぜひ頑

張っていただきたいと。

千住技研さんなんかも、本社がこっちじゃな

かったら、さっき言う地域再生計画の本社移転、

技術移転したんだから、こちらに本社が来ても

らうといいですね。これは、余談なことでした

けれども、以上です。

○冨山工業技術センター所長 資料につきまし

ては、後日お届けしたいと思います。

それから、中央研究所のお話が出ましたけれ

ども、おっしゃるように、大企業は自前で中央

研究所を持っております。そこで、さまざまな

研究開発以外のクレーム処理だとか、ラインの

改善だとかやっております。

宮崎県の工業技術センター、それから食品開

発センターもそうですが、中小企業のいわば中

央研究所としてしっかり役目を果たしていきた

いと思っておりますし、そのように企業さんに

も、今、一生懸命ＰＲをしているところでござ

います。

○森下食品開発センター所長 一応、食品セン

ターのほうの成果もちょっと。同じようなスタ

ンスで仕事はしております。試験研究を技術移

転するという、代表的な例でいうと、平成宮崎

酵母なんか10年ぐらいかけてやって、それがよ

うやく企業等に移転して、成果が今出てきてる

と。御存じのように、いろんな焼酎メーカーさ

んで使ってもらってます。

それから、産学官でこれまでやってきた、こ

れも10年ぐらい宮大とかと一緒にやってるんで

すけれども、ブルーベリー葉という新しい素材

を商品にするというようなのも、実際ベンチャ

ーが立ち上がったりとかして、産業化に結びつ

いております。

それ以外にも、これまで委員会等でも報告し

てますけれども、フードオープンラボとかがで

きました。ここでは、どちらかといいますと、

そういう試験研究で蓄えた技術を、いろんな相

談が来たときに利用して、商品開発の支援をお

手伝いしていると。そういう事例でいくと、例

えばたくあんの缶詰ができたりとか、いろんな

ことがあるんですけれども、そういうのをこれ

までに蓄えた技術を活用して企業の支援をして

商品化とかに結びつけてると。そういうような

活動をしてますので、そういう２つのやり方で

企業の支援ができればいいんじゃないかと思っ

てますので、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。

○ 原委員 平成宮崎酵母は、食品開発センタ

ーだったんですかね、わかりました。

今、それを使った商品が、新しい焼酎が結構

売れてるんですけれども、この焼酎は、工業統

計上の出荷額は約1,000億で、宮崎県で一番だと

聞いておりますが、この製造品出荷額の中に入
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るんですか。

○野間産業振興課長 工業統計の中でいろいろ

分類があるんですが、焼酎は飲料・たばことい

う分類で入ってまして、この１兆4,000億の中の

飲料・たばこが1,565億円という数値になってま

す。飲料・たばこになってますけれども、ほぼ

飲料ということで、この中身までわからないん

ですけれども、相当焼酎の割合が高いのかなと

思ってます。

○ 原委員 せっかくですから、工業統計上、

出荷額1,000億ですよね。だから、いわゆる外貨

を稼ぐという意味では、実質800億ぐらいの外貨

を稼いでおるだろうという酒造組合さんの統計

上の生の話です。御案内のように、ようやく鹿

児島を抜いて出荷額１位になりました。

ところが、けさの報道によると、早速鹿児島

がこれじゃいかんと、我々本家のほうが先に今

度はやられてしまうんでということで、盛り返

すぞという運動を始めたという記事も、けさ見

たところでございましたが、ぜひ、工業出荷額

１番、ましてや６次産業化の最たるものだと思

うんです。芋を使い、米を使って、今特に加工

用米ということで、減反政策があと３年でなく

なりますから、加工用米をつくって、芋と米で

６次産業化の製品にして、しかも宮崎県で１番

の売り上げ、外貨を稼ぐ商品だということです

ので、このことについては、あえて答弁は……。

必要かもしれませんが、私はいいですけれども、

焼酎の売り上げについて、やはり宮崎県として

かなり力を入れていくべきではないのかなと。

ましてや宮崎酵母という、宮崎で生まれた酵母

を使ったものを今売り出してるわけですから、

部長、何かあれば。

○永山商工観光労働部長 焼酎産業は、宮崎県

にとってすごく大事な産業だと思ってます。そ

して、芋の確保、米の確保等も含めてさまざま

な課題があること、それから、新聞の話があり

ましたけれども、鹿児島県等が相当程度力を入

れてきてるということで、県としてもしっかり

やっていかなければならないと思ってます。

近日中には、酒造組合連合会と我々、農政が

一緒に話をする機会等もつくって、課題の共有

化と今後に向けてということで、しっかり取り

組んでまいりたいと考えております。

○髙橋委員 さっき横田委員がおっしゃったこ

とと絡むんですけれども、宮崎の神楽、いわゆ

る世界文化遺産にということでしたか。教育委

員会だと思うんですけれども、もちろん商工観

光労働部も絡んでいると思うんですが。けさの

新聞でしたか、南郷が町の４カ所の神社で合同

で舞をしてたという記事を見て、自主的にやっ

ているところはそれで後継者をつくっていくと

思うんです。

そういう後継者育成は教育委員会が任務分担

としてするにしても、神楽を表に出す仕掛けを

するところは商工だと思うんです。特に記

紀1,300年の担当室のところで、そこら辺の仕掛

けを。26年度の施策の中でもあったと思うんで

すけれども、そこが今までのいろいろ、目立た

ないところもちょっとあったにしても、もう

ちょっと大きく仕掛けをやっていかれると。全

国でも、宮崎の神楽というのはすごく貴重で、

数も多いということが貴重らしいですね。自主

的にやってるところはいいんでしょうけれども、

育てるところは教育委員会がやったり。そもそ

も表に出す仕掛けを記紀1,300年のところがしっ

かりやってくれると、また、同時に浮き上がっ

てくるような気がします。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 ありがと

うございます。神楽については、昨年度、一昨
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年度ぐらいから県外にしっかり、本物の形を見

せていきたいという形で進めてきてるところで

ございます。

昨年から、世界遺産なり東京オリンピックの

開会式で取り上げてほしいといったようなこと

もあるもんですから、少し首都圏とかでもアピ

ールをしていきたいということで、来月、再来

月、首都圏でそういった本物の形を見せるよう

なイベントを打ちたいと思っております。

これは、６月の委員会で、概略を御説明した

ところではあるんですけれども、宮崎の神楽の

魅力というのをそういう中でしっかりと発信を

しながら、その結果については、またどこかの

時点で御報告をしたいと思っております。

そういったところでの本県のアピールのとこ

ろも、これまでなかなか目に見えないところが

あったのかもわかりませんけれども、今後は、

少しずつしっかりした形をつくってまいりたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願い

します。

○髙橋委員 よろしくお願いします。ありがと

うございます。

○日高企業立地課長 大変申しわけありません。

先ほどからの答弁の訂正をさせていただきたい

と思います。

横田委員とそれから髙橋委員から、企業誘致

コーディネーターの関連で御質問をいただいた

ところです。

私は、コーディネーターが設置された平成20

年度から26年度における県外からの新規立地の

数をまず59件と申し上げました。転記ミスがあ

りまして、これは57件ということであります。

それから、そのうち東京、大阪、愛知から41

件と申し上げました。これにつきましては、必

ずしも東京、大阪、愛知だけが範囲ではないと

いうことで、例えば、周辺の神奈川とか兵庫と

か、そういったところも当然守備範囲に入ると

いうことで、コーディネーターの配置されてい

る地区からの20年度から26年度までについて

は、41件ではなくて47件ということでさせてい

ただきたいと思います。

したがいまして、コーディネーターの仕事に

端を発して立地した企業が17件と申し上げまし

た。コーディネーターがいる地区から47件の立

地がありまして、そのうち17件がコーディネー

ターがきっかけになってということといたしま

すと、いわゆる県外事務所の職員については、

差し引いて30と捉えることができるものという

ことで、数字の訂正をさせていただきます。申

しわけありませんでした。

○二見主査 ここでお諮りいたします。先ほど

主要施策の成果に関する報告書の質疑の中で、

髙橋委員から、緊急雇用創出事業臨時特例基金

に関する部分について、発言の取り消しの申し

出がありました。これに対する地域雇用対策室

長の答弁も含めてということになりますが、発

言の取り消しについて、許可することに御異議

はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 御異議なしと認めます。よって、

髙橋委員からの申し出を許可することに決定い

たしました。

それでは、以上をもって、商工観光労働部を

終了いたします。執行部の皆様、お疲れさまで

した。

暫時休憩いたします。

午後４時50分休憩

午後４時51分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。
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ここで皆様にお伺いします。本日の審査内容

を踏まえ、御意見があればお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、５日の分科会は午前10

時に再開し、県土整備部の審査を行うこととい

たします。

そのほか、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 以上をもって、本日の分科会を終

了いたします。

午後４時52分散会



- 48 -

平成27年10月５日（月曜日）

午前９時57分再開

出席委員（７人）

主 査 二 見 康 之

副 主 査 河 野 哲 也

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 図 師 雄 一

県土整備部次長
長 友 重 俊

（ 総 括 ）

県土整備部次長
東 憲之介

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
大 迫 忠 敏

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 前 内 永 敏

部参事兼管理課長 佐 野 詔 藏

用 地 対 策 課 長 山 路 博

技 術 企 画 課 長 木 下 啓 二

工 事 検 査 課 長 甲 斐 重 隆

道 路 建 設 課 長 瀬戸長 秀 美

道 路 保 全 課 長 馴 松 義 昭

河 川 課 長 土 屋 喜 弘

ダ ム 対 策 監 秋 山 克 則

砂 防 課 長 永 井 義 治

港 湾 課 長 蓑 方 公

空 港 ・ ポ ー ト
明 利 浩 久

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 森 山 福 一

建 築 住 宅 課 長 上別府 智

営 繕 課 長 山 下 幸 秀

施設保全対策監 宮 里 雄 一

高速道対策局次長 奥 泰 裕

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 河 野 剛

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、県土整備部の審査を行います。

まず、部長より平成26年度決算の概要につい

て説明をお願いいたします。

○図師県土整備部長 おはようございます。県

土整備部でございます。

当分科会で御審議いただきます平成26年度決

算の認定について、その概要を説明をいたしま

す。

座って説明をさせていただきます。

提出しております決算特別委員会資料の１ペ

ージをお開きください。

まず、主要施策の成果について、宮崎県総合

計画の分野別施策体系表により御説明いたしま

す。

表は、左から、分野、将来像、施策の柱となっ

ております。

まず、１つ目の分野くらしづくりについてで

あります。

右の将来像の一番上の自然と共生した環境に

やさしい社会では、建設工事のリサイクルを支

援することで、低炭素・循環型社会への転換を

図りますとともに、県民との協働による河川・

海岸の環境保全活動の推進や公共下水道整備促

平成27年10月５日(月)
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進のための財政支援を行うなど、良好な自然環

境・生活環境の保全に取り組んだところであり

ます。

将来像２段目の安心して生活できる社会では、

沿道修景美化推進対策や都市公園等の整備によ

る良好な景観と調和した地域づくりを進め、快

適で人にやさしい生活・空間づくりに取り組み

ますとともに、街路整備や土地区画整理などに

より、まちづくりと一体となった道路の整備を

進め、地域交通の確保に努めたところでありま

す。

また、多くの団体や県民の皆様に御参加いた

だき、道路愛護活動を県内各地で展開いたしま

して、連携・協働による魅力ある地域づくりに

取り組んだところです。

さらに、将来像３段目の安全な暮らしが確保

される社会では、宮崎県業務継続計画に基づき、

非常時における行政機能を維持するため、県庁

舎の改修・整備を行い、危機管理体制の確保に

努めるとともに、緊急輸送道路の防災対策や河

川の改修、急傾斜地の崩壊対策など、風水害等

の自然災害を未然に防止・軽減するための対策

を実施しまして、安全で安心な県土づくりに取

り組んだところでございます。

また、通学路など歩道の整備や区画線・ガー

ドレールの設置など、交通安全対策の推進にも

努めたところであります。

次に、分野の２つ目、産業づくりについてで

あります。

右の将来像、経済・交流を支える基盤が整っ

た社会では、県政の最重要課題であります高速

道路網の整備促進やインターチェンジと国道を

結ぶバイパスの整備、細島港における埠頭の整

備など、交通ネットワークの整備・充実に取り

組んだところであります。

次に、平成26年度決算の状況について御説明

いたします。

お手元の別紙資料、一枚紙の平成26年度県土

整備部決算概要をごらんください。

前年度からの繰越予算を含む一般会計の予算

措置状況は、予算額877億6,368万7,698円、これ

に対します執行状況は、支出済額が707億1,194

万8,768円、翌年度への繰越額が167億4,245

万4,000円、不用額が３億928万4,930円となって

おります。執行率は80.6％で、翌年度への繰越

額を含めますと99.6％となります。

なお、翌年度への繰り越しの主な理由といた

しましては、関係機関との調整や用地交渉に日

時を要したこと、さらには国の経済対策の実施

に伴う補正の関係などにより、工期が不足した

ことによるものであります。

次に、特別会計について御説明いたします。

まず、宮崎県公共用地取得事業特別会計であ

りますが、予算額9,411万円、これに対する執行

状況は、支出済額が5,008万1,753円、翌年度へ

の繰越額が4,340万5,246円、不用額が62万3,001

円であります。執行率は53.2％で、翌年度への

繰越額を含めますと99.3％となります。

なお、翌年度への繰り越しの理由は、用地交

渉等に日時を要したことによるものであります。

次に、宮崎県港湾整備事業特別会計について

でありますが、予算額25億3,233万1,000円、こ

れに対する執行状況は、支出済額が23億1,094

万7,684円、翌年度への繰越額が２億663万3,000

円、不用額が1,475万316円であります。執行率

は91.3％で、翌年度への繰越額を含めますと99.4

％となります。

なお、翌年度への繰り越しの理由は、関連工

事のおくれ及び関係機関との調整に日時を要し

たことによるものであります。
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次に、監査における指摘事項についてであり

ます。

指摘状況を一覧にしたものを裏面にまとめて

おりますのでごらんください。

平成26年度県土整備部に係る監査では、指摘

事項が５件、注意事項が14件、合計19件の指摘

を受けております。

このうち、指摘事項５件につきましては、改

善状況とあわせて、後ほど、関係課長から御説

明いたします。

以上、平成26年度決算状況等について説明い

たしましたが、決算の詳細につきましては、そ

れぞれ担当課から説明させますので、御審議の

ほどよろしくお願いをいたします。

○二見主査 部長の概要説明が終了いたしまし

た。

これより、管理課、用地対策課、技術企画課、

道路建設課、道路保全課、高速道対策局の審査

を行います。

平成26年度決算について、各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、６課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○佐野管理課長 管理課でございます。

それでは、まず、県土整備部に係る共通資料

について御説明いたします。

委員会資料の２ページをお開きください。

平成26年度歳出決算事項別明細総括表であり

ます。

この表は、ただいま部長が説明いたしました

予算額、支出済額、翌年度繰越額等を各課別に

整理したものであります。

次の３ページから４ページをお開きください。

この表は、２ページの表を款・項・目の科目

別に集計したものでありまして、説明について

は省略をさせていただきます。

それでは、次に、管理課の決算について御説

明いたします。

同じ委員会資料の８ページと９ページであり

ますが、９ページの管理課の計の欄をごらんく

ださい。

平成26年度の決算額は、予算額20億2,736

万1,000円、支出済額19億4,641万2,979円、不用

額8,094万8,021円で、執行率96.0％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のもの、また、

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

戻って、８ページをお願いいたします。

土木総務費でありますが、不用額が7,785

万3,680円、執行率は95.7％となっております。

不用の主なものとしましては、職員の給料、

職員手当等の人件費であります。

これは、県費で支出を予定していた人件費を、

補助公共事務費に振りかえたことによるもので

あります。

次に、９ページをお開きください。

建設業指導監督費であります。

不用額が309万4,341円、執行率は98.5％となっ

ております。

不用額の主なものとしましては、委託料や補

助金となりますが、委託料につきましては、建

設業の許可申請に関する電算処理件数が予定を

下回ったことにより、執行残が生じたものであ

ります。

また、補助金につきましては、新分野に進出

を図ろうとする建設業者に交付しております建

設産業経営力強化支援事業補助金におきまして、

申請のありました個別事業の経費の額が確定し

たことに伴い、執行残が生じたことなどによる

ものであります。
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次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の管理課のインデックス、267ページを

お開きいただきたいと思います。

施策体系区分（２）の安全で安心な県土づく

りであります。

施策推進のための主な事業及び実績の表をご

らんいただきたいと思います。

建設業指導であります。

主な実績内容等の欄をごらんください。

建設業法に基づき、建設業の許可や経営事項

審査を実施しましたほか、県内各地で建設業法

の許可制度等についての研修会を開催しまし

て、1,809人の参加があったところであります。

また、建設業者に対する経営相談窓口を設置

しまして、※延べ856件の相談に応じましたほか、

新分野進出に取り組む建設業者の支援として５

件の補助を行いますとともに、建設事業協同組

合等への融資原資の貸し付けを実施するなど、

経営基盤の強化に取り組む業者の支援を行った

ところであります。

施策の成果でありますが、安全で安心な県土

づくりに重要な役割を果たしております建設業

者に対し、今申し上げましたような主な実績内

容等に御説明した支援を行いますことによりま

して、法令遵守の周知・啓発や経営基盤強化の

環境整備が図られ、また、将来を担う若者・若

年者に対して建設業の役割や重要性について、

理解や関心の促進が図られたものと考えており

ます。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

管理課につきましては、以上であります。よ

ろしくお願いいたします。

○山路用地対策課長 用地対策課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の10ページをお開きください。

当課の予算は、一般会計と特別会計がござい

ますので、まず、一般会計から御説明いたしま

す。

10ページの一般会計、計の欄をごらんくださ

い。

平成26年度の決算額は、予算額１億6,971

万1,000円、支出済額１億6,863万5,583円、不用

額107万5,417円となっておりまして、執行率

は99.4％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。

土木総務費であります。

不用額は107万5,417円でありまして、主なも

のとしましては、委託料であります。

これは、公共事業で取得した用地の登記事務

の一部を委託している経費におきまして、業務

の精算・確定に伴い執行残が生じたことなどに

よるものであります。

次に、11ページをごらんください。

公共用地取得事業特別会計についてでありま

すが、決算額につきましては、先ほど部長が説

明いたしましたので、省略させていただきます。

目の執行残が100万円以上のものはありません

が、執行率が53.2％となっております。これは、

繰り越しによるものでございます。

用地対策課の一般会計、特別会計を合わせま

した決算につきましては、用地対策課の計の欄

をごらんください。

予算額２億6,382万1,000円、支出済額２

億1,871万7,336円、翌年度繰越額4,340万5,246

円、不用額169万8,418円となっておりまして、

執行率は82.9％で、翌年度への繰越額を含めま

※56ページに発言訂正あり
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すと99.4％となります。

次に、特別会計の歳入についてであります

が、12ページの歳入合計の欄をごらんください。

予算現額9,411万円、収入済額9,411万30円と

なっておりまして、収入未済額はありません。

次に、主要施策の成果についてであります。

報告書の用地対策課のインデックス268ページ

をお開きください。

公共事業用地取得の推進であります。

これは、公共事業を円滑に推進するために、

特別会計において公共事業用地の先行取得を行

うものであります。

平成26年度は、都市計画道路の中央西通線防

災・安全交付金事業につきまして、用地取得を

行ったところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

用地対策課は以上であります。

○木下技術企画課長 技術企画課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の13ページをお開きください。

技術企画課、計の欄でございます。

当課の平成26年度決算額は、予算額３億2,693

万8,000円に対しまして、支出済額３億2,598

万4,942円でございます。不用額は95万3,058円

で、執行率は99.7％となります。

なお、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものはございません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の技術企画課のインデックスのとこ

ろ、269ページをお開きください。

１の（１）の施策、低炭素・循環型社会への

転換でございます。

この施策は、暮らしや産業などのあらゆる場

面で、いわゆる４Ｒの取り組みが実践されると

ともに、廃棄物の適正処理や不法投棄対策が進

んだ社会を目指すことであります。

ここで、４Ｒの取り組みとは、ごみになるも

のを買わないリフューズ、ごみを減らすリデュ

ース、工夫して再度使用するリユース、資源と

して再度利用するリサイクルの取り組みでござ

います。

技術企画課では、このうちの建設副産物のリ

サイクル推進に取り組んでおります。

施策推進のための主な事業及び実績の欄をご

らんください。

建設工事リサイクル支援におきましては、建

設発生土情報交換システムを活用した建設発生

土の有効利用など、官民一体となったリサイク

ルの推進を図ったところであります。

また、宮崎県新技術活用促進システムを活用

し、リサイクルに関する新技術の登録と利用の

促進を図ったところであります。

施策の成果等につきましては、コンクリート

やアスファルトなどの建設副産物について、リ

サイクル率が９割を超えるなど、分別解体、再

資源化が着実に進められたところであります。

今後とも、環境への負荷の少ない循環型社会

を構築するための取り組みを推進してまいりた

いと考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

技術企画課につきましては、以上でございま

す。

○瀬戸長道路建設課長 道路建設課でございま

す。

当課の決算について御説明いたします。



- 53 -

平成27年10月５日(月)

委員会資料の14ページから16ページでありま

すが、16ページの道路建設課の計の欄をごらん

ください。

平成26年度の決算額は、予算額が256億9,707

万2,000円、支出済額が206億1,554万3,314円、

翌年度への繰越額が50億7,194万7,000円、不用

額が958万1,686円で、執行率が80.2％、翌年度

への繰越額を含めますと99.9％となっておりま

す。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものにつきまして御説明いたしま

す。

15ページの（目）道路新設改良費であります

が、不用額が958万５円となっております。

これは、主に国庫補助事業及び受託事業の額

が確定したことに伴う不用額であります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書のインデックス、道路建設課のとこ

ろ、270ページをごらんください。

（１）の交通ネットワークの整備・充実につ

いてであります。

主な事業内容及び実績について御説明いたし

ます。

まず、公共道路新設改良でありますが、この

事業は、国の補助金や交付金により、県内国県

道の改築を行うもので、一般国道では、国道219

号ほか９路線22工区で整備で行い、3,837メート

ルを、地方道では、飯野松山都城線ほか45路線59

工区で整備を行い、9,019メートルを供用開始し

たところであります。

次に、直轄道路事業負担金でありますが、国

が整備する国道10号ほか２路線７工区の道路改

築事業に対し、負担したところであります。

271ページをごらんください。

施策の進捗状況であります。

地域高規格道路の整備について、実績を記載

しております。

現在、宮崎東環状道路、宮崎環状道路及び都

城志布志道路の３路線において、整備に取り組

んでおります。

平成26年度末の目標整備率を59％としており

ましたが、実績としては53.1％となっておりま

す。

一部区間の完成がおくれたことから、目標を

達成することはできませんでしたが、サービス

水準の高い道路ネットワークの形成は着実に進

んでおり、移動時間短縮や渋滞緩和等による交

通の円滑化が図られたところであります。

引き続き、計画的・効率的に事業を推進し、

地域高規格道路の整備を図ってまいりたいと考

えております。

次に、施策の成果等であります。

①から⑤に掲げておりますように、地域連携

や都市部の渋滞緩和に資する道路整備、高速道

路に接続するインター線等の整備を重点的に進

めており、主な完成工区としましては、②にあ

りますように、県道宮崎西環状線松橋工区のう

ち、相生橋を含むバイパス区間の一部、約1.6キ

ロメートルが本年２月に開通したところであり

ます。

また、④にありますように、中山間地域の産

業、生活、医療を支援するため整備を進めてき

ました美郷町の国道388号日平バイパスが、平

成26年12月に開通したところであります。

今後とも、計画的・効率的な事業の推進に努

めてまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。
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道路建設課は以上でございます。

○馴松道路保全課長 道路保全課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の17ページから20ページでありま

すが、20ページの道路保全課計をごらんくださ

い。

当課の平成26年度の決算額は、予算額192

億9,840万6,000円、支出済額161億6,398万4,961

円、翌年度繰越額31億1,626万1,000円、不用

額1,816万39円となっておりまして、執行率

は83.8％ですが、翌年度繰越額を含めますと99.9

％でございます。

次に、目の執行残が100万円以上また執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

18ページにお戻りください。

（目）道路維持費の不用額1,813万3,000円で

ございます。

これは、国の経済対策に伴い要求した補正予

算額と国の内示額との差による不用額でありま

す。

また、執行率は82.8％ですが、翌年度繰越額

を含めますと99.9％であります。

次に、19ページの（目）橋梁維持費でありま

す。

執行率は81％ですが、翌年度繰越額を含めま

すと99.9％であります。

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

報告書の道路保全課のインデックス272ページ

をお開きください。

まず、（１）快適で人にやさしい生活・空間づ

くりの沿道修景美化推進対策についてでありま

す。

主な実績内容等でありますが、沿道修景地区

の樹木の維持管理や草花の植栽を行ったところ

であります。

施策の成果等でありますが、道路沿線の植栽

について、沿道修景美化条例で指定された植栽

地区を重点に樹木の管理や花の植栽を行い、花

と緑にあふれた道路環境の創出及び保全に努め

たところであります。

今後は、樹木の高木化・老木化などの課題に

対応するため、樹木管理方法の見直しや植栽す

る花を多年草にするなど、メリハリのある効率

的な維持管理の推進に努めていくこととしてお

ります。

続きまして、274ページをお開きください。

（２）安全で安心な県土づくりであります。

公共道路維持についてでありますが、この事

業は、国の社会資本整備総合交付金等を受けて

実施する事業でございます。

主な実績内容等でありますが、橋梁補修を初

め、防災対策、舗装の補修等を行ったところで

あります。

次に、その下の県単道路維持についてであり

ます。

主な実績内容等でありますが、県が管理する

国道16路線、県道196路線におきまして、路面、

のり面等の日常的な維持補修を行ったところで

あります。

275ページをごらんください。

施策の成果等についてであります。

①橋梁等の道路施設については、老朽化と補

修工事費の増加が課題となっており、継続的な

点検を実施するとともに、維持管理計画に基づ

く効率的な補修を行うことにより、道路利用者

の安全確保に努めているところであります。

②道路の維持補修については、道路パトロー

ル等を行い、日常的に道路の維持補修を行うな

ど適切な維持管理を行い、道路利用者の安全確
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保に努めているところであります。

③緊急輸送道路の防災対策については、未対

策箇所が多く残っていることから、引き続き防

災対策を進めることにより、緊急輸送道路等の

機能確保に努めていくこととしております。

続きまして、276ページをお開きください。

（３）の交通安全対策の推進についてであり

ます。

公共道路維持についてでありますが、この事

業は、国の社会資本整備総合交付金等を受けて

実施する事業でございます。

主な実績内容等でありますが、歩道の整備な

ど交通安全施設の整備を行ったところでありま

す。

次に、人にやさしい沿道環境整備についてで

ありますが、この事業は、県単事業により、簡

易歩道等の整備を行ったところであります。

277ページをごらんください。

施策の成果等についてでございます。

歩道等の整備については、平成24年度に全国

一斉に行われた通学路の緊急合同点検を踏まえ、

通学児童などへの安全確保が課題となっており

ます。このため、防護柵の設置など小規模な対

策につきましては、県単事業により施策を実施

するとともに、道路拡幅等を必要とする箇所に

つきましては、国の交付金事業を活用した取り

組みを行ってきたところであります。

また、昨年度は、県内全市町村におきまして、

通学路交通安全プログラムを策定したところで

あり、今後は、このプログラムに基づく対策を

実施することにより、一層の交通環境の充実を

図っていくとしております。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

次に、監査報告等であります。

委員会資料の６ページをお開きください。

（４）工事の施工についてであります。

串間土木事務所におきまして、「国道448号道

路改良工事について、車道舗装工の面積数量の

計上誤りにより変更設計が過小となっていた」

との指摘であります。

これは、変更設計の際に、数量の計上を誤っ

たことによるものでございます。今後は、設計

書の数量等を十分に確認するとともに、チェッ

ク体制の強化を図り、再発防止に努めるよう指

導したところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、特に報告すべき事項はございません。

道路保全課につきましては、以上でございま

す。よろしくお願いします。

○前内高速道対策局長 高速道対策局でござい

ます。

決算特別委員会資料の46ページ、47ページを

ごらんください。

当局の決算について御説明いたします。

まず、47ページをごらんください。

高速道対策局、計の欄ですけれども、当局の

平成26年度の決算額は、予算額17億382万2,000

円、支出済額17億372万3,476円、不用額９万8,524

円、執行率は99.9％となっております。

また、目の執行残が100万円以上あるいは執行

率が90％未満のものについては該当ありません。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の高速道対策局のインデックス、307ペ

ージをごらんください。

経済交流を支える基盤が整った社会の（１）

交通ネットワークの整備・充実についてです。

施策推進のための主な事業及び実績をごらん

ください。
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まず、高速道路網整備促進については、高速

道路網の早期整備に向けて、各種大会及びシン

ポジウムなどの開催や、国及び関係機関などへ

の要望活動を実施するものですが、26年度は各

種大会などを32回、要望活動を27回実施いたし

ました。

次に、直轄高速自動車国道事業負担金につい

ては、新直轄方式で整備するごらんの３区間の

整備に係る県の負担金であります。

続いて、施策の進捗状況についてであります。

東九州自動車道の整備でありますが、平成26

年度末におきまして、68％の整備率となってお

ります。

続いて、施策の成果等についてでありますが、

要約して説明いたします。

308ページの②をごらんください。

まず、東九州道では、清武―北郷間で芳ノ元

トンネルの本体掘削が再開され、北郷―日南間

では土地収用法に基づき取得した用地において

工事が発注されました。

また、九州中央道では、蔵田―北方間が１年

前倒しでの開通が公表され、高千穂―日之影間

では、大平山トンネル工事に着手しました。

今後の課題ですが、本県には未事業化区間を

初め、事業推進を強く求めていくべき区間が数

多く残されており、今後とも引き続き隣県や市

町村などと連携し、国など関係機関への要望活

動などを展開していく必要があります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ありません。

高速道対策局は以上です。よろしくお願いい

たします。

○佐野管理課長 説明の訂正をさせていただき

たいと思います。

先ほど、管理課の主要施策の成果のところで、

資料でいきますと267ページになりますが、施策

推進のための主な事業及び実績のところの主な

実績内容等の欄の中で、経営相談を、私が延べ856

件と申し上げましたけれども、56件の誤りでご

ざいます。申しわけありませんでした。

○二見主査 説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○ 原委員 管理課の267ページで、新分野進出

支援５件とあります。これまでも過去、いろい

ろ支援をしていただいて、いろんな業種を始め

ておられる。この５件というものについての説

明を詳しくお願いいたします。

○佐野管理課長 この５件につきましては、具

体的に申し上げますと、事業内容につきまして

は、例えば、太陽光発電による売電事業を始め

たいとするものですとか、防鳥ネットの店舗及

びインターネットでのキット販売、あるいは熱

帯花木の一つでありますプルメリアの店舗及び

インターネット販売、それから、林業における

森林管理事業、それからもう一つ、同じような

ものになりますが、太陽光発電による売電事業、

この５件となっております。

○ 原委員 それは、既に事業開始になって、

順調にいってるんでしょうか。

○佐野管理課長 新分野進出に係るとっかかり

の支援を行うというものが、この事業の趣旨と

いうことでございますので、これ以降、各企業

におきまして取り組まれておるというような状

況でございます。

○横田委員 新分野進出は、過去からずっと、

何年もやられてきてるわけですけれども、これ

まで取り組んでこられた企業の現状はどうなん

でしょうか。

○佐野管理課長 この事業は、平成19年度から
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延べ159件、118社に対して支援を行っておりま

す。事業を開始しました平成19年度以降、補助

を行った全ての企業に対して、その後の取り組

み状況等のアンケート調査を毎年度実施して、

近年の補助対象企業については訪問調査なども

行っているところであります。

補助を行った事業につきましては、順調に推

移しているようなものもありますが、なかなか

厳しい状況で、撤退をしているようなものもご

ざいます。

新分野進出としては、農林業とか製造業が多

い傾向にあります。委員の方もよく御存じだと

思いますが、成功例としてはパンの販売、レス

トラン店舗の展開ですとか、先ほどの例でもあ

りましたが、ハトの糞害、そういったものを防

ぐ防鳥ネットの商品開発・販売、そういったも

のがございます。

○髙橋委員 もう少し聞きたいところです。支

援をして、撤退したり、事業断念とか、そういっ

たところもあると思うんです。おおむねどのぐ

らいの割合が、もう断念してるのか。

○佐野管理課長 少々お待ちいただきたいと思

います。

○髙橋委員 先ほど、管理課長の説明では、とっ

かかりのところ、いわゆる入口で支援をして、

あと、本業にプラスできるそういう趣旨だと思

うんですが、どこまでやるかというのもあると

思うんです。支援とか、なかなかそれは、もう

限界があると思うので。

例えば、商工になるけれども、産業支援機構

というのがあります。こういったところとうま

く相談とかされてるのかなと。もう159件支援し

てるわけだから、そういったところをうまくつ

ないでやってらっしゃるのか、その辺を思った

ところがあるもんですから、また教えてくださ

い。

○佐野管理課長 先ほど申し上げましたように、

ここは新分野の足がかりをつくるというような

ことも含めて、事業に必要な経費を、基本的に

は100万、それから、国の法に基づく経営革新計

画を受けているところは250万という額の幅で支

援をさせていただいてるところであります。

そういったものの中には、当然、新分野に対

するノウハウ等がなかなか蓄積されていないと

いうような状況もございますので、主要施策の

成果の中でも説明しました経営相談、そういっ

たものについても実施しながらやってるところ

であります。委員がおっしゃいました産業支援

機構、あそこにおられますいわゆるコーディネ

ーター、専門家の方から中小企業診断士ですと

か、マーケティングの専門家などがおられるわ

けですが、そういった方の指導助言というのを

受けているような状況でございます。

それから、先ほど補助を行った事業の中で、

事業をやめたような企業がどのぐらいあるかと

いうお話がございましたけれども、取り組みの

アンケートの中では、118社中11企業が廃業もし

くは事業断念をしているという状況でございま

す。

○二見主査 関連質問はありませんか。なけれ

ば他の質疑は。

○野﨑委員 報告書の277ページ、保全課の関係

です。通学路交通安全プログラムが昨年からあ

ります。県内の各市町村から要望が上がってく

ると思うんですが、その末端の自治会から市町

村に危ない歩道だとかいうのが上がってくると

思うんですけれども、大体どのくらい去年は要

望が来たんでしょうか。この前、ちょっと現場

で立ち会ったのが１件あったんで。

○馴松道路保全課長 昨年度、通学路交通安全
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プログラムを策定しております。これは、全て

の市町村が策定したんですけれども、全体の対

策必要箇所数としましては982カ所。このうち、

これは、道路管理者以外が実施する対策もござ

いますので、道路管理者のうち宮崎県が実施す

る箇所数としましては275カ所が上がってきてお

ります。

○野﨑委員 実際、改修というか、実績は何件

ぐらいあるんですか。

○馴松道路保全課長 これは、26年度に策定し

て、まとめたのがことしの３月といいますか、26

年度末につくったので、実際の事業としまして

は、一部は入っていますけれども、これまでは

どちらかというと、24年度に緊急合同点検とい

うのをやっておりました。この箇所を中心に整

備しているのが中心です。

先ほど言いました275カ所につきましても、メ

ニューがいろいろありまして、例えば、用地交

渉して歩道を整備するものであるとか、単に区

画線だけを引くものとか、いろんなメニューが

ございます。

このうち、そういった簡易に取り組めるもの、

区画線でありますとか、グリーンベルトとか、

こういったものについては、ことしから順次取

り組んでいると、そういう状況でございます。

○野﨑委員 多分歩道が狭いとか、そういうの

もいっぱい来てると思うんですけれども、この

前、そのような方と現場に行って話してるとき

に、自転車もその歩道を通るんだと。本当は、

自転車は車道を通らないといけないんですけれ

ども、整備というか、まず子供たちにその認識

がないので、全員が歩道を自転車で……。

でも、自転車専用道もないし、幅員もないの

で、それもとれないというのがいっぱいあると

思うんです。だから、そこ辺に関してはどうお

考えなのか。

私ら辺の田舎でもそうなんですが、歩道を今、

自転車と歩行者が通ってるんです。でも、本当

は、自転車は、まあ、学生は別にして、別のと

ころを通らないといかんですよね。そこ辺が整

備されてないのも、現状はあるのかなと思って、

どう認識されておられますか。

○馴松道路保全課長 自転車の通行につきまし

ては、基本、自転車は車両ですので、車道を通

るのは一応原則とはなっております。

ただ、車道を走ると、路肩も狭かったりして、

自転車も危険ですけれども、車も中央線寄りに

はみ出して走らないといかんとかというのもご

ざいまして、自転車が通る路肩を確保するとい

うのが、いろんな面から考えないといけないこ

とがあります。

それで、自転車は基本的には車道ですけれど

も、歩道も通っていただいてるのかなとは思っ

ております。

それは、自転車が歩道を通るときは、基本的

には自転車は徐行するといいますか、歩行者に

気をつけて走る、これが原則かなと考えている

ところです。

○野﨑委員 道路保全課の部分じゃなくて、本

当は、教育のほうも入ってると思うんですが、

物すごいスピードを出して、狭い歩道を走って

る状況があるので連携しながら、そういう教育

の面で、子供たちはもちろん通っていいんです

けれども、あれは、学生は歩道は通っていいで

すよね。そういうのも連携してやっていくとい

いのかなと思っておりますので、歩道に自転車

と歩行者がいっぱいになると結構危険なので、

気になって質問しました。以上です。

○横田委員 人にやさしい沿道環境整備事業の

簡易歩道整備というのは、色分けをして区画す
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る整備のことですか。

○馴松道路保全課長 簡易歩道整備と書いてる

のは、今、横田委員が言われたように、一つは

グリーンベルトです。あとは、これは県単の事

業ですので、小規模な歩道ということで、ちゃ

んとした歩道は、幅員は例えば２メートル以上

とかという基準がございますけれども、そこま

で正規の幅員はとれないけれども、とりあえず

暫定的に整備するといいますか、つくる歩道が

この中に含まれております。

○横田委員 区画線とかガードレール等の設置

なんかも入ってますけれども、用地を取得せん

といかんとか、そういうことじゃないですよね。

だから、その下の27年度繰り越しが2,800万あ

りますが、何で繰り越しがあったのかなと思っ

たんですけれども、このあたりはいかがでしょ

うか。

○馴松道路保全課長 今おっしゃられたように、

確かに上のほうの公共道路維持のほうは歩道の

整備とかなんで、用地交渉のおくれとかが中心

なんですけれども、県単の人にやさしいのほう

の歩道整備とかの繰り越しの中身につきまして

は、一部用地交渉のおくれといいますか、ちょっ

とした工作物の移設とか、そういったものとか、

あとは警察等関係機関との協議でございますと

か、教育委員会との協議、こういったものが含

まれております。

○横田委員 今言われたのが、繰り越しになっ

た理由ということですね。

○馴松道路保全課長 そうです。これが繰り越

し理由に上がっているものです。

○横田委員 用地交渉とかが一番難しいんだろ

うと思いますけれども、それがないのであれば、

命を守るといいますか、そういう大事な事業だ

と思いますので、できるだけ繰り越さずに早目

に完成できるように、御努力をお願いしたいと

思います。

○髙橋委員 委員会資料の説明の中で、道路維

持費の不用額の説明のときに、この1,800万は、

国の内示額の差っておっしゃいましたよね。そ

れで、当初予算を計上して、いわゆる内示が決

定とか、いろいろ補助決定でということで、２

月で減額補正しますよね。その段階で、こういっ

たところの調整はどうなってるのかなと思って、

一応説明を聞きながらちょっと疑問があったも

んですから。

○馴松道路保全課長 当初予算につきましては、

道路保全課の予算につきましても、若干不用額

がございまして、２月の補正のときに基本的に

は落とすということにしてますけれども、今回

のこの不用額1,800万余につきましては、国の経

済対策、国の補正予算が２月ぐらいに組まれま

した。この関係で、議会に議案を上げる時期と

国の内示の時期が違ったということで、こ

の1,800万の不用額が出てきてるという状況で

す。

○髙橋委員 国の緊急対策で補正があれば、ほ

ぼ全額翌年度に繰り越しですもんね。それで了

解しました。

○ 原委員 271ページ、スマートインターチェ

ンジ３カ所、山之口のほうがかなり形が見えつ

つありまして、地元でもかなり期待が大きいわ

けでありますが、山之口を含めたあと２カ所の

目標年次に対する進捗状況、山之口のほうは来

年でしたか、ちゃんと工期どおりに進んでいる

かどうか。埋蔵文化財の都合もあったのかなと

は思ってますけれども、お知らせください。

○瀬戸長道路建設課長 スマートインターチェ

ンジにつきましては、現在、県内３カ所で整備

を進めております。ここに載っておりますよう
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に、仮称でございますけれども、国富のスマー

トインター、山之口のスマートインター、門川

南のスマートインターということで、今、３カ

所で整備をしております。

今、委員が言われましたように、山之口のサ

ービスエリア、スマートインターと門川南のス

マートインターにつきましては、平成28年度供

用ということで、今現在、用地取得も100％で工

事に取りかかっているところでございます。

あと、国富のスマートインターチェンジにつ

きましては、平成31年度供用予定ということで、

用地買収が約80％でございますけれども、鋭意

整備を進めているところでございます。

○ 原委員 あと、協議会をつくってというこ

とですから、当然、山之口については都城市が

入ってるわけですが、市道の取りつけ等も全然

問題なく、本体に合わせてちゃんといってると

いうことですよね。

○瀬戸長道路建設課長 来年度の供用に合わせ

て整備をすることで考えております。

○ 原委員 よろしくお願いします。

○髙橋委員 高速道対策局、主要施策の307ペー

ジ、新直轄高速自動車国道の事業負担金ですけ

れども、大分県境―北川間がもう完成しました

から、この分を差し引くと、平成27年度予算額

が15億6,800万あるじゃないですか。減らさずに

計上も可能だよなと思いながら、私は、地元で

いろいろと早期完成の要望もあったもんですか

ら、いわゆる北が進むときに、いや、髙橋さん、

北がどんどん進めば、その分のお金は南に来る

から、スピードは上がりますよと、こういう話

もいただいたことがあったんです。

県の意気込みとして、27年度の予算額という

のが、決算で聞くのもちょっと申しわけないん

だけれども、大分―北川間がもう完成した分を

しっかり県南に振り分けるんだよと、県として

はちゃんと予算を構えて国に要望するんだよと

いうところは、お間違いないと思うんですが、

再確認の意味でお聞きします。

○前内高速道対策局長 高速道対策局でござい

ます。

東九州道、そして九州中央自動車道、高速自

動車ネットワークの整備は、県にとって非常に

重要な課題でございます。

当然、国においても頑張って整備をしていた

だいてると思っておりまして、直轄高速自動車

国道の県としての負担金でございますけれども、

そういった県の事業進捗に合わせて要求をして

まいりたいと思います。

いずれにせよ、最重要課題と認識しておりま

すので、国に対して要望活動なども頑張ってい

きたいと思っております。以上でございます。

○髙橋委員 よろしくお願いします。

○ 原委員 管理課ですけれども、ちょっと聞

き漏らしたので、建設業許可新規127件、追加・

更新508件とありますが、この新規というのは、

全く新しく建設業を始める方がいらっしゃると

いうことですか。それと、追加・更新との違い

を教えてください。

○佐野管理課長 委員がおっしゃるように、新

規というのは新しく始めるというものでござい

ます。

あと、追加・更新については、許可の業種、

例えば土木一式以外にも、とび土工ですとか、

そういった業種が幾つかございますので、それ

を追加したりするというのが追加という形にな

ります。

更新につきましては、５年に１度と。許可は

５年間ですので、それを更新する業者という形

になります。
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○ 原委員 今、公共工事の予算が減額になる

中で、127件というのは意外と多いなと思いまし

た。始められる方というのは、年齢層からいう

と大体どういう事業体で始められるんですか。

年齢、規模とか。

○佐野管理課長 大変申しわけございません。

そういう始められる方の年齢等については、詳

細を把握しておりませんが、最近の許可の状況

を申し上げますと、平成25年度が135件、その前

が148件、23年度になりますと117件という形で、

年度によってばらつきはございますけれども、

百二、三十台前後で推移してるという状況では

ございます。

○ 原委員 逆に、廃業される建設業の方とい

うのは、どのくらいあるんでしょうか。

○佐野管理課長 数字でいきますと、26年度

は100件、25年度が75件、24年度が92件、23年度

が86件という数字になっております。

○ 原委員 総体としても、ふえる方向に行っ

てるわけですよね。そういうことですよね。

○佐野管理課長 単純に新規と廃業の差し引き

をしますと、ふえているという形になりますが、

実際の事業活動等については休眠状態とか、そ

ういったものもございますので、必ずしもこの

数字によってふえていくということではないか

もしれません。

○ 原委員 これは１回、今後、分析してみる

必要があるのかな。若手建設技術者の不足を言

いますよね。ところが片方では、こうやって新

規で始めていらっしゃる方があるということは、

もしかすると、のれん分けとはいわないけれど

も、ある程度経験を積んだところで、会社をお

やめになって、30代、40代でお始めになったり

とか、そういう方がいらっしゃるのかなという

気もするので。今はもう結構ですけれども、で

きたらそのあたりをちょっと深掘りして、分析

していただくと、また新たなこの業界の、業態

というか、動きというか、見えるんじゃないか

なという気がするんで、ぜひお願いをしておき

たいと思います。

あと一件、272ページ、道路保全課、安心して

生活できる社会、施策の目標の○の３つ目、「動

物の適正飼養が徹底されて、人と動物が真に共

生する社会を目指す。」とあります。農政水産部

で出てきそうな言葉なんですが、これは口蹄疫

対策、いわゆる防疫ということを意識してのこ

となんでしょうか。確認だけです。車のチェッ

クポイントをつくるとか、そういう意味なのか

なととったんだけれども。

○馴松道路保全課長 ここに書いてある施策の

目標は、県土整備部だけじゃなくて、全ての部

が掲げている目標の項目が書かれてますので、

沿道修景等、保全課と直接関係あるわけではご

ざいません。

○ 原委員 わかりました。例えば口蹄疫が大

変なことでしたよね。ことし、1,000億円のその

基金事業も終わるわけですけれども、例えば、

車寄せの部分をつくって、チェックポイントを

つくることとか、そういうことを道路保全課の

ほうで意識されてのことかなと思ったもんだか

ら、そうじゃないということですね。わかりま

した。

○横田委員 用地対策課にお尋ねします。広瀬

バイパスが２カ所、用地取得ができていないと

いうことで、大変御苦労されてるんですが、用

地取得の難しさを改めて感じているところなん

ですけれども、用地取得のこれまでの苦労例と

いうか、そんなのをちょっと聞かせていただけ

ればと思うんです。思いつくだけで結構です。

○山路用地対策課長 苦労例といいますか、各
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土木事務所におきまして、日夜用地交渉で努力

していただいております。今、一番苦労する例

といたしまして、相続が発生してるのに登記が

直ってないというような形で、実際交渉に行き

ますと、遺産分割自体がされていないので、多

数相続でもめるケースもございますし、地権者

の方が海外に行っておられるので、海外まで行っ

て用地交渉をする事例とか、何年もかけて交渉

を進める事例もございますし、最終的には土地

の収用という形で、県でも最後に行政代執行ま

でした事例もございますけれども、いろんな形

で苦労しております。

一番は、多数相続で苦労した事例でございま

して、例えば、相続関係で延べ５カ年、交渉と

しまして約200回交渉を行いまして、100名近い

相続人から必要な書類を収集し、５年がかりで

取得、これは任意で取得に至った事例も、中に

はございます。以上でございます。

○横田委員 以前、中国地方、岡山だったか広

島だったか、ちょっと覚えてないんですけれど

も、地元で地権者を説得して、全員の協力を得

てから要望をするところがあったんです。それ

で、すごく整備率が高い地域で、いかに地元の

協力が大事かということを感じたんですけれど

も、そういったのを含めて、逆に、用地交渉が

うまくいった例といいますか、それもちょっと

教えていただけないでしょうか。

○山路用地対策課長 うまくいく場合は、やは

り委員がおっしゃるとおり、地元の協力といい

ますか、自治会長さんだとかいろんな……。最

初に事業の説明会等を行ってから始まるわけで

ございますので、地元の協力を得ながら、ある

いは、中には事業に反対とか言われる方もいらっ

しゃいますけれども、市町村の役場にお願いし

て、県と土木事務所と一緒に、あるいは区長さ

んと一緒に説得に行くとか、いろんな形でやっ

ております。

うまくいく例として、やはり地元の自治会と

か、そういったところが積極的に動いていただ

くと、割とスムーズにいく、過去の事例としま

しては、そういう事例でございます。

○横田委員 例えば、広瀬バイパスの例でも、

何でもうちょっと早く収用とかいう方法に持っ

ていけないのかなと、いつも思うんですけれど

も、収用というのはかなり難しいんですか。

○山路用地対策課長 広瀬バイパスでいいます

と、今、実際収用に向けての国との協議も並行

して行いながら、言われるとおり２カ所、難航

している箇所がございますので、任意の交渉も

続けながらという形でやっております。

広瀬バイパスの場合も、地元のほうでもかな

り協力していただいて、共有地の部分につきま

しては、例えば、地元の地区のほうで時効取得

するとか、いろんな方法を過去からやりながら、

検討しながら続けてきてますが、なかなか最終

的な解決に至ってなくて、事業認定という形に

なっております。

事業認定につきましては、県の事業の場合は、

まず、国の事業認定を受ける必要がございまし

て、これにつきましては、かなりハードルが高

いといいますか、全国的に土地収用についてい

ろいろと、裁判で争われるとか、いろんなこと

で争いも起こっている関係で、国のほうも慎重

になっておる関係から、なかなか県のほうで必

要だと思ってるところについても、協議に時間

がかかったり、難色を示されたりと、そういう

ような事例も最近では多うございます。

○横田委員 個人の財産ですので、簡単にはい

かないんだろうとは思います。

私も、いろいろそういう経験をしてきて、用
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地交渉は最初につまずいたら、ずっと何か尾を

引っ張ってしまうような事例を知ってるもんで

すから、やっぱり人間対人間の交渉ですので、

いろいろあるとは思うんですけれども、できる

だけ地権者の感情を損なわないような、そういっ

た最初の取り組みが大事と思いますので、そこ

らあたりも慎重にやっていただければと思いま

すので、よろしくお願いします。

○佐野管理課長 たびたび済みません。先ほど、

許可業者数の関係で御説明をさせていただいた

んですが、そこの補足を少しさせていただきた

いと思います。

新規と廃業の数だけでいくと、おっしゃるよ

うに新規のほうが多いということで、ふえると

いうことで、休眠状態という表現をさせていた

だきましたけれども、区分としては失効という

ものもございます。例えば、26年度は新規が127

件、それから廃業が100件ということでしたが、

それに加えまして失効というのが52件ほどござ

います。

最近の傾向としましては、やはりそういう新

規に比べますと、廃業、失効というのが数を上

回ってるという状況でございますので、全体的

な許可業者数としても、例えば26年度は4,578者

ということですが、25年度が4,620者ということ

で、若干減っているという状況でございます。

○ 原委員 実質はやっぱり減っていってるとい

う実態があるということですね。

○佐野管理課長 そのとおりでございます。

○二見主査 それでは、以上をもって、管理課、

用地対策課、技術企画課、道路建設課、道路保

全課、高速道対策局の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時11分休憩

午前11時14分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

これより、河川課、砂防課、港湾課、都市計

画課、建築住宅課、営繕課の審査を行います。

平成26年度の決算について、各課の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、６課の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

○土屋河川課長 河川課でございます。

当課の決算について説明をいたします。

委員会資料の21ページから26ページですが、

まず、26ページをお開きください。

河川課の計をごらんください。

当課の平成26年度決算額は、予算額155億9,904

万7,000円、支出済額113億6,928万7,907円、翌

年度繰越額41億4,322万4,000円、不用額8,653

万5,093円、執行率72.9％で、翌年度への繰越額

を含めますと括弧書きの99.4％となります。

次に、目の執行残が100万以上のものと、執行

率が90％未満のものについて御説明いたします。

21ページをお開きください。

（目）河川総務費でありますが、執行率が76.3

％となっております。

これは、主にダム施設整備事業の翌年度への

繰り越しによるものであります。

次に、22ページをごらんください。

（目）河川改良費でありますが、不用額が893

万9,292円、執行率が76.2％となっております。

不用額の主なものとしましては、市町村から

の受託事業の事業費の確定に伴うものでありま

す。

また、執行率につきましては、広域河川改修

事業などの翌年度への繰り越しによるものであ

ります。

次に、23ページをお開きください。
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（目）海岸保全費でありますが、不用額が157

万1,704円となっております。

これは、海岸漂着物除去の事業費の確定に伴

うものであります。

次に、25ページをお開きください。

（目）土木災害復旧費でありますが、不用額

が7,562万7,606円、執行率は48.4％となってお

ります。

不用額につきましては、事業費の確定に伴う

ものでありまして、執行率につきましては、翌

年度への繰り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の河川課のイ

ンデックス、278ページをお開きください。

（２）良好な自然環境・生活環境の保全につ

いてであります。

事業及び実績について説明をいたします。

主な実績内容の欄でございますけれども、「次

代へつなげよう！魅力ある川・海づくり」では、

河川や海岸での美化清掃を行う54のボランティ

ア団体に対し、資材の貸し出し・支給などの支

援を行うとともに、河川愛護に関するシンポジ

ウムを２回開催いたしました。

また、川や海での水難事故防止のための安全

教室に、ライフセーバー団体等による講師をサ

ポーターとして派遣したところです。

改善事業「河川パートナーシップ」でありま

すが、県民と行政が協働して堤防の草刈り等を

行うもので、569団体に参加していただいたとこ

ろです。

279ページをごらんください。

施策の成果等であります。

まず、①ですが、河川や海岸の美化清掃を行

う愛護ボランティア活動の延べ参加人数につき

ましては、ボランティア活動状況の表にありま

すとおり、平成26年度は前年度を上回る8,241人

となりました。

さらに、河川パートナーシップ事業への参加

団体数につきましても、施策の進捗状況の表に

ありますように、平成26年度の目標値460団体を

大きく上回っております。

②ですが、これまでの官民協働による取り組

みにより、県民の河川・海岸の愛護意識は着実

に高まっておりますが、なお一層愛護意識の醸

成を図るため、引き続き県民の皆様とともに、

魅力ある川づくり・海づくりに取り組んでまい

りたいと考えております。

280ページをお開きください。

（２）安全で安心な県土づくりについてであ

ります。

主な事業及び実績について説明いたします。

まず、広域河川改修であります。

これは、台風等で浸水被害を受けた耳川ほか

８河川におきまして、河道掘削や築堤などを行っ

ております。

次に、水防災対策であります。

同じく台風等で浸水被害を受けた五ヶ瀬川ほ

か４河川におきまして、輪中堤の整備や宅地の

かさ上げなどを行っております。

281ページをごらんください。

津波・高潮・耐震対策河川でありますが、こ

れは、津波被害が想定される河川におきまして、

樋門の自動閉鎖化や堤防かさ上げなどの対策を

行うもので、日南市の細田川ほか６水系で、河

川における津波の溯上検討などを行っておりま

す。

公共海岸でありますが、これは、老朽化した

海岸施設の機能回復及び津波等に対する強化を

図るもので、日南市の風田海岸、平山海岸にお
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いて、護岸のかさ上げなどを行っております。

次に、県単河川改良であります。

これは、御手洗川ほか63河川におきまして、

河道掘削や築堤、護岸整備などを行っておりま

す。

次に、282ページをお開きください。

直轄河川工事負担金であります。

これは、国が実施する大淀川ほか３河川及び

宮崎海岸の整備に対する県の負担金であります

が、河川の洪水対策や地震津波対策、また、海

岸浸食対策に取り組んでいただいたところであ

ります。

次に、ダム施設整備でありますが、祝子ダム

の放流整備の改造や立花ダムのダム用コンピュ

ーター及び気象観測装置の更新を行っておりま

す。

284ページをお開きください。

施策の成果等であります。

まず、①ですが、平成17年台風14号などによ

り甚大な浸水被害が発生した河川を中心に、改

修事業を実施しているところでありますが、平

成26年度は、耳川、諸塚中心部の工事が完成し、

洪水に対する安全性の向上が図られたところで

あります。

しかしながら、河川の整備率は48.5％といま

だ低い水準にあることから、今後ともより一層

重点的に河川改修を推進していく必要がありま

す。

また、②のソフト対策でありますが、県民に

わかりやすい防災情報の提供を行うため、雨量

局、水位計及び監視カメラを計画的に設置して

おり、平成26年度からは、一ツ瀬川河口や庄手

川防潮水門の２カ所における津波を監視するカ

メラの画像を追加し、53カ所のカメラの画像を

インターネットで配信しているところでありま

す。

③の河川・海岸における地震・津波対策であ

りますが、比較的発生頻度の高い津波、いわゆ

るレベル１津波の対策としまして、沖田川など14

水系において、平成26年度から事業に着手した

ところであります。

次に、④の宮崎海岸の浸食対策につきまして

は、突堤建設、埋設護岸等による対策が進めら

れており、平成26年度は、住吉海岸の埋設護岸

等の工事が実施されたところでございます。

⑤の災害復旧事業につきましては、平成26年

度に被災した箇所の95.3％に着手し、早期復旧

に努めているところであります。

最後に⑥でありますが、御承知のとおり、本

県は洪水、地震、津波など、自然災害のリスク

が高いことから、今後も引き続き必要な予算の

確保に努めるとともに、効果的な事業執行を行

い、ハード・ソフトの両面から防災・減災対策

を推進してまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

河川課は以上でございます。

○永井砂防課長 砂防課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の27ページをお開きください。

28ページまでが、当課の決算事項別明細でご

ざいます。

28ページの、砂防課、計をごらんください。

当課の平成26年度決算額は、予算額82億3,521

万8,000円、支出済額58億1,570万8,487円、翌年

度繰越額24億1,433万5,000円、不用額517万4,513

円、執行率70.6％で、翌年度への繰越額を含め

ますと99.9％となります。

次に、目の執行残が100万円以上のものと、執



- 66 -

平成27年10月５日(月)

行率が90％未満のものについて御説明いたしま

す。

27ページをごらんください。

（目）砂防費でございますが、執行率が70.4

％となっております。

これは、主に繰り越しによるものであります。

また、不用額517万4,513円につきましては、

国庫補助事業費が確定したことなどによるもの

でございます。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

報告書の砂防課のインデックス、285ページを

お開きください。

（２）の安全で安心な県土づくりであります

が、主な事業について御説明いたします。

通常砂防でございます。

日之影町の綱ノ瀬川ほか13渓流において、堰

堤工などを実施しております。

次に、地すべり対策でございます。

椎葉村の大藪地区ほか４地区において、排水

ボーリング工などを実施しております。

286ページをお開きください。

急傾斜地崩壊対策でございます。

宮崎市の南方垣下１地区ほか46地区において、

擁壁工及びのり面工を実施しております。

次に、総合流域防災です。

これは、流域一体となった防災対策を進める

事業でございます。

日向市の中の別府地区ほか３地区において、

急傾斜地崩壊対策のための擁壁工及びのり面工

を実施しております。

えびの市の山内川ほか19カ所においては、既

存の砂防関連施設の緊急改築事業としまして、

堰堤工などを実施してます。

また、基礎調査につきましては、土砂災害警

戒区域等指定のための調査を県内一円で実施し

ております。

次に、県単砂防でございます。

諸塚村の榎木谷川ほか24渓流において、水路

工及び護岸工などを実施しております。

287ページをごらんください。

県単自然災害防止急傾斜地崩壊対策でござい

ます。

これは、市町村が実施する工事に対する補助

金でございます。

宮崎市の浮田鳥越地区ほか８地区において、

擁壁工及びのり面工を実施しております。

288ページをお開きください。

施策の成果等についてであります。

土砂災害危険箇所の整備状況につきましては、

平成26年度末の整備率が29％となっております。

また、土砂災害警戒区域の指定につきまして

は、平成26年度末の指定率が27.8％となってお

ります。

今後とも、安全で安心な県土づくりを目指し、

土砂災害危険箇所の整備を推進するとともに、

土砂災害警戒区域等の指定推進や防災情報の提

供に取り組み、ハード・ソフト両面からの総合

的な土砂災害防止対策を推進してまいりたいと

考えております。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。以上でございます。

○蓑方港湾課長 港湾課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の29ページから35ページでござい

ます。港湾課には一般会計と特別会計がござい

ますが、まず、一般会計から御説明いたします。

32ページの一般会計の計の欄をごらんくださ

い。
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平成26年度決算額は、予算額69億8,967万6,000

円、支出済額60億265万1,897円、翌年度繰越額

９億1,156万9,000円、不用額7,545万5,103円、

執行率85.9％、翌年度繰越額を含めますと98.9

％となります。

次に、目の執行残が100万円以上及び執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

29ページをお開きください。

（目）土木総務費でありますが、不用額が7,007

万7,765円となっております。

これは、主に宮崎空港整備に係る直轄事業負

担金の執行残でありまして、国の事業費の確定

に伴うものであります。

次に、（目）海岸保全費でありますが、執行率

が9.7％となっております。

これは、長寿命化計画策定事業の翌年度への

繰り越しによるものであります。

次に、30ページをごらんください。

（目）港湾管理費でありますが、不用額が487

万7,338円となっております。

これは、主に港湾施設の管理に係る維持・修

繕費の執行残であります。

次に、31ページをお開きください。

（目）港湾建設費でありますが、執行率が80.8

％となっております。

これは、主に港湾改修事業の翌年度への繰り

越しによるものであります。

次に、32ページをごらんください。

（目）港湾災害復旧費でありますが、平成26

年度は災害がなかったことにより、50万円が未

執行となっております。

次に、33ページをお開きください。

港湾整備事業特別会計の決算についてでござ

います。

決算額等につきましては、先ほど部長が説明

いたしましたので、省略させていただきますが、

一般会計と同じく目の執行残が100万円以上及び

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。

（目）港湾管理費でありますが、不用額が1,274

万4,358円となっております。

これは、主に荷役機械や引き船に係る維持・

点検費の執行残であります。

次に、（目）港湾建設費でありますが、執行率

が88.9％となっております。

これは、細島港多目的国際ターミナル埠頭整

備事業費の翌年度への繰り越しによるものであ

ります。

次に、34ページをごらんください。

（目）予備費でありますが、平成26年度は200

万円が未執行となっております。

次に、港湾課の計の欄をごらんください。

当課の一般会計、特別会計を合わせました平

成26年度決算額は、予算額95億2,200万7,000円、

支出済額83億1,359万9,581円、翌年度繰越額11

億1,820万2,000円、不用額9,020万5,419円、執

行率87.3％、翌年度繰越額を含めますと99.1％

となります。

次に、35ページをお開きください。

港湾整備事業特別会計の歳入について御説明

いたします。

歳入合計ですが、予算現額25億3,233万1,000

円に対し、収入済額が24億2,455万1,522円となっ

ております。

次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。

報告書の港湾課のインデックス、289ページを

お開きください。

２の安心して生活できる社会の（１）快適で

人にやさしい生活・空間づくりについてであり
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ます。

主な事業及び実績でありますが、みやざき臨

海公園運営は、みやざき臨海公園の運営の指定

管理に関する経費であります。

施策の成果等についてでありますが、主な実

績内容にも記載してありますとおり、公園全体

の利用者数は24万1,400人、また、海水浴期間の

利用者数は４万5,200人となっております。

今後とも、適正な管理業務や年間を通じた県

民に親しまれるイベントの開催等の取り組みを

継続し、さらなる利用促進に努めてまいりたい

と考えております。

次に、290ページをお開きください。

１、経済・交流を支える基盤が整った社会の

（１）交通ネットワークの整備・充実について

であります。

主な事業及び実績でありますが、港湾改修は

細島港、油津港におきまして、港内の静穏度を

確保するための防波堤の整備などを行ったもの

であります。

統合補助金は、細島港、宮崎港において津波

避難施設の設計を行うとともに、県内の各港湾

において岸壁等の補修を行ったものであります。

次に、291ページをごらんください。

油津港利用促進支援であります。

油津港では、チップ船などの大型船が利用す

る際に、他港からタグボートの回航が必要な状

況となっております。

このため、平成24年度から日南市が実施して

いるタグボート回航経費の支援事業に県が助成

を行い、港の利用促進を図ったものであります。

次に、292ページをお開きください。

細島港整備（多目的国際ターミナルふ頭整備）

であります。

この事業は、国が行う大型岸壁の整備に合わ

せ、背後の埠頭用地の整備を県が平成23年度か

ら進めてきたもので、平成26年度は野積場や道

路の舗装などを行ったところであり、細島港国

際物流ターミナルとして、平成27年６月に供用

を開始しました。

293ページをごらんください。

施策の成果等でありますが、港湾整備につき

ましては、港湾の効率性、安全性、信頼性を確

保するため、重点的、効率的な整備を行ったと

ころであります。

また、ポートセールス活動につきましても、

港湾セミナーや企業訪問を積極的に実施したと

ころであります。

さらに、⑤にありますとおり、細島港の大型

岸壁であります17号岸壁や埠頭が完成したこと

により、港湾の利用効率が改善され、貨物取り

扱いの増加が期待されます。

今後とも、港湾のさらなる利用促進を図るた

め、港湾機能のより一層の充実強化を図ってま

いりたいと考えております。

主要施策の成果については、以上でございま

す。

次に、監査報告についてであります。

港湾課の指摘事項はありませんでしたが、出

先事務所の４件の指摘を受けております。

委員会資料の５ページをお開きください。

（１）収入事務、串間土木事務所の「港湾施

設用地使用料について、調定額の算定を誤り過

徴収や徴収不足となっているものが見受けられ

た」との指摘であります。

今後は、複数職員によりますチェック体制を

強化し、精査をより徹底させることで、適正な

事務処理に努めることとしております。

次に、（３）契約事務、中部港湾事務所の「宮

崎フェリーターミナルビル清掃等業務委託の入
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札について、執行権のない職員が入札を行って

いた」との指摘であります。

今後は、宮崎県財務規則等に基づき、入札執

行権のある職員による入札を執行し、適正な事

務処理に努めるよう指導したところであります。

次に、６ページでございますが、（６）物品の

管理であります。

油津港湾事務所の「公用車の管理について、

法定定期点検整備を実施していないものがあっ

た」との指摘であります。

今後は、公用車の管理について、点検整備管

理表を作成するとともに、チェック体制の強化

を図り、再発防止に努めることとしております。

次に、７ページをお開きください。

（７）その他の１段目であります。

油津港湾事務所の「準公金について、職員が

クレジットカードで立てかえ払いを行うなど、

会計事務処理を適切に行っていないものがあっ

た」との指摘であります。

今後は、当該準公金の会計事務処理要領に基

づき会計処理を行うとともに、出納責任者等に

おいてチェックを徹底し、適正な事務処理に努

めるよう指導したところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書について

は、特に報告すべき事項はございません。

港湾課につきましては、以上でございます。

○森山都市計画課長 都市計画課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の36ページから、当課の決算につ

いて記載しておりますが、まず、39ページをお

開きください。

都市計画課、計の欄をごらんください。

当課の平成26年度決算額は、予算額43億9,592

万2,000円、支出済額34億9,692万630円、翌年度

繰越額８億9,202万3,000円、不用額697万8,370

円となっておりまして、執行率は79.5％、翌年

度繰越額を含めますと99.8％となっております。

次に、目の執行残が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものについて御説明いたしま

す。

36ページをお開きください。

（目）都市計画総務費でありますが、不用額

が693万337円となっております。

これは、主に流域別下水道整備総合計画事業

の事業費確定に伴う執行残であります。

次に、37ページをお開きください。

（目）街路事業費でありますが、執行率70.3

％につきましては、主に公共街路事業の繰り越

しによるものであります。

次に、38ページをごらんください。

（目）公園費でありますが、執行率89.3％に

つきましても、主に県単都市公園整備事業の繰

り越しによるものであります。

次に、主要施策の成果について、主なものを

御説明いたします。

報告書の都市計画課のインデックス、294ペー

ジをお開きください。

まず、１の（２）良好な自然環境・生活環境

の保全であります。

公共下水道整備促進により、都城市ほか５市

４町に対して財政支援を行っております。

流域別下水道整備総合計画でありますが、こ

の計画は、大淀川及び志布志湾の水質基準を達

成するための下水道整備の方針等を定めている

ものでありまして、現在の計画の改定作業を行っ

ているところであります。

295ページをごらんください。

これらの取り組みによる施策の進捗状況であ

りますが、上の表にありますように、下水道の

整備などにより、県内の平成26年度末現在での
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合併浄化槽等を含めた県内の生活排水処理率

は76.1％となっております。

このうち、下水道施設での処理率でございま

すが、下の表に記載しておりますとおり、平成26

年度末で50.3％となっておりまして、上の③に

ありますように、県の生活排水処理率の平成26

年度の目標値である49.9％に対しまして、おお

むね計画どおりの進捗となっております。

今後とも、実施主体の市町村に対しまして、

地域の実情に応じた効率的・経済的な整備が図

られるよう支援を行ってまいります。

次に、296ページをお開きください。

２の（１）快適で人にやさしい生活・空間づ

くりであります。

人との絆でつくる景観まちづくりであります

が、これは、景観行政団体になった市町村のう

ち、景観計画の策定に取り組みました高原町、

西米良村に対しまして財政支援を行ったほか、

地域住民や行政職員を対象とした景観研修の開

催や、地域での景観に関する検討会などへの景

観アドバイザーの派遣等を行ったものでありま

す。

次に、都市計画に関する基礎調査実施であり

ますが、これは、都市計画法の規定に基づきま

して、人口、産業及び土地利用等の現況及び将

来の見通しを調査するもので、平成26年度は、18

の都市計画区域のうち、都城広域都市計画区域

など、表の右側の欄に記載しております７つの

都市計画区域について調査を実施したところで

あります。

次に、297ページ、新規事業「観光みやざきの

再勢公園施設改修」でありますが、これは、青

島亜熱帯植物園と平和台公園において、観光地

としてのさらなる魅力アップを図るため、老朽

化した大温室の建てかえやレストハウスのエレ

ベーター改修等を行ったところであります。

新規事業「第26回全国「みどりの愛護」のつ

どい」でありますが、これは、本年５月30日、

皇太子殿下の御臨席のもと開催いたしました「み

どりの愛護」のつどいにおいて、平成26年度は、

本年の開催に向けての準備を行ったところであ

ります。

298ページをお開きください。

施策の成果等でありますが、②の人との絆で

つくる景観まちづくりにつきましては、景観啓

発の研修や景観まちづくりにかかわる各種団体

とネットワークを構築した結果、26年度末まで

に全市町村が景観行政団体に移行するなどの成

果が見られたところであります。

また、④に記載しておりますように、基礎調

査の結果につきましては、都市計画区域マスタ

ープランの改定や都市計画の決定に活用してま

いります。

⑥の都市公園の整備においては、安全・安心

な都市空間づくりに努めるとともに、県立青島

亜熱帯植物園と平和台公園において、老朽化し

た施設の再整備を行ったところであります。

次に、299ページの（２）地域交通の確保であ

ります。

改善事業「人と環境にやさしいくらしづくり

のための交通戦略」でありますが、平成26年度

は、自動車から他の交通手段利用への意識の啓

発を図るため、通勤快速バスの試験運行やアン

ケートを行ったものであります。

土地区画整理につきましては、日向市の日向

市駅周辺地区など、県内２地区でその整備費に

ついて支援を行ったものであります。

次に、公共街路でありますが、これは、宮崎

市街地の中村木崎線など10路線で街路の整備を

行ったものであります。
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次に、300ページをお開きください。

これらの取り組みによります施策の成果等で

ありますが、②にありますように、街路事業等

の推進により、地域交通ネットワークと連携し

た放射・環状道路や空港、駅など交通結節点へ

のアクセス道路、通学路の交通安全に資する道

路整備など、まちづくりと一体となった都市計

画道路の整備を進めたところであります。

今後とも、都市部における安全で円滑な交通

を確保するとともに、安心で快適な都市空間の

整備に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、301ページの３の（２）安全で安心な県

土づくりであります。

表の公共都市公園整備でありますが、総合運

動公園のプールのろ過器改修工事や、老朽化し

た施設の機能更新工事等を行ったものでありま

す。

施策の成果等でありますが、老朽化した施設

の更新を行い、県立公園を安全で快適に利用で

きるよう整備を図ったところであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

都市計画課については以上であります。

○上別府建築住宅課長 建築住宅課でございま

す。

当課の決算について御説明いたします。

当課の決算は、委員会資料の40ページからで

ございますが、まず、43ページをお開きくださ

い。

建築住宅課の計をごらんください。

当課の平成26年度決算額は、予算額が25

億7,996万3,698円、支出済額が23億7,004万7,252

円、翌年度への繰越額が１億9,309万5,000円、

不用額が1,682万1,446円、執行率91.9％で、翌

年度への繰越額を含めますと99.3％となってお

ります。

次に、目の執行残が100万円以上または執行率

が90％未満のものについて御説明いたします。

資料の40ページにお戻りください。

（目）建築指導費でありますが、不用額が728

万9,996円、執行率が69.8％となっております。

これは、大規模な民間建築物の耐震診断費用

の一部を補助する建築物耐震化促進事業におい

て、建物所有者からの申請が見込みを下回った

ことや、翌年度への繰り越しなどによるもので

あります。

次に、41ページをお開きください。

（目）住宅管理費でありますが、不用額が863

万1,632円となっております。

これは、県営住宅の修繕費として、突発的な

災害への対応や緊急修繕のための経費が、想定

を下回ったことなどによるものであります。

次に、42ページをごらんください。

（目）住宅建設費でありますが、執行率が85.9

％となっております。

これは、翌年度への繰り越しによるものであ

ります。

続きまして、主要施策の成果について、主な

ものを御説明いたします。

報告書の建築住宅課のインデックスのとこ

ろ、302ページをお開きください。

（１）快適で人にやさしい生活・空間づくり

であります。

公共県営住宅建設の住宅整備事業であります

が、宮崎市の平和ヶ丘団地４号棟及び新富町の

新田麓団地１号棟の建設に着工したところです。

また、日南市の馬越団地４号棟及び高鍋町の

持田団地３号棟がそれぞれ完成し、入居を開始

したところです。
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環境整備事業としては、宮崎市の大塚台団地

などにおきまして、高齢者改善工事などを実施

したところであります。

次に、303ページをごらんください。

市町村営住宅建設促進でありますが、人にや

さしい公営住宅整備拡充事業として、市町村が

整備する高齢者や障がい者世帯向けの住宅に対

し、その整備費の一部を助成したところであり

ます。

施策の成果等でありますが、県営住宅の建て

かえや高齢社会に対応する住戸改善などを実施

し、居住環境の向上やバリアフリー化の推進に

努めてまいりました。

今後とも、高齢者等の居住の安定を確保する

ために、計画的な住宅整備に努めてまいりたい

と考えております。

次に、304ページをお開きください。

（２）安全で安心な県土づくりであります。

建築物防災対策でありますが、がけ地近接等

危険住宅移転助成事業としまして、移転助成１

戸を実施したところであります。

既存建築物等安全対策推進事業としまして、

耐震相談窓口を設置しているほか、建築物防災

展などを実施いたしました。

木造住宅耐震化リフォーム促進事業につきま

しては、アドバイザー派遣76件、耐震診断150戸、

耐震改修19戸の補助を実施したところでありま

す。

次に、305ページをごらんください。

新規事業「建築物耐震化促進」でありますが、

建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正さ

れ、ホテル、百貨店など不特定多数の者が利用

する大規模な民間建築物の耐震診断が義務化さ

れたことから、対象建築物の所有者に対して耐

震診断経費の補助を行ったところであります。

施策の成果等でありますが、建築物防災展の

開催等により、建築物所有者等の防災意識の醸

成に努めるとともに、木造住宅の耐震化に対す

る補助を行う市町村を支援したところでありま

す。

今後とも、建築物の安全性に対する県民意識

の高揚を図り、防災対策や耐震化の促進に一層

努めてまいりたいと考えております。

主要施策の成果については、以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

建築住宅課は以上でございます。

○二見主査 ここでお諮りいたします。12時に

なりましたけれども、あと１課説明があります

が、このまま続けてもよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、分科会を続けます。

○山下営繕課長 営繕課でございます。

当課の決算について御説明いたします。

委員会資料の44ページから45ページでありま

すが、まずは、45ページ、営繕課の計の欄をご

らんください。

当課の平成26年度の決算状況は、予算額が７

億4,055万1,000円、支出済額が７億3,304万7,340

円、不用額が750万3,660円であり、執行率は99.0

％となっております。

次に、目の執行率が90％未満のものはござい

ませんので、執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。

44ページをごらんください。

（目）財産管理費でありますが、不用額が697

万3,405円となっております。

これは、主に組織改正に伴う執務室改修等に

係る修繕費の執行残と、庁舎、公舎等に係る営
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繕工事費の執行残によるものであります。

次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。

主要施策の成果に関する報告書の営繕課のイ

ンデックス、306ページをお開きください。

（１）の危機管理体制の確保についてであり

ます。

県庁本館電気整備ＢＣＰ対策につきましては、

本館の電気設備の浸水対策及び耐震性能の確保

といたしまして、受電設備の設置場所を地階か

ら１階に変更し、全面的な機器の更新をあわせ

て行ったものであります。

次に、施策の成果等についてであります。

これまで地階に設置されていた本館の受電整

備は、老朽化に加え浸水等の際に機能維持が困

難になるおそれがあったところですが、この事

業の実施により、電源供給の安定確保を図った

ところであります。

今後とも、大規模災害の非常時における行政

機能の維持が図られるよう、宮崎県業務継続計

画に沿って、県庁舎の改修等に努めてまいりた

いと考えております。

主要施策の成果については、以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書及び監査

報告書につきましては、特に報告すべき事項は

ございません。

営繕課は以上であります。

○二見主査 説明が終了いたしました。

ここで午前の部を終わりまして、午後からま

た続きをさせていただきたいと思いますが、再

開時間を１時10分ということでよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 では、午後１時10分から再開とい

うことで、暫時休憩いたします。

午後０時４分休憩

午後１時８分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

説明が終了いたしましたので、委員の皆様か

ら質疑はございませんか。

○横田委員 河川課に、河川パートナーシップ

事業についてお尋ねします。

パートナーシップ事業は、順調に伸びててあ

りがたいことだなと思っています。平成26年は、

実績値のほうが目標をかなりオーバーしている

んですが、予算的なものは大丈夫なのかなと、

ちょっと心配なんですけれども、そこらあたり

はいかがでしょうか。

それと、今年度、平成27年度の予算額は前年

度とほとんど一緒なんですけれども、伸びてい

る部分に対しての予算の考え方を教えていただ

きたいんですが。

○土屋河川課長 河川パートナーシップでござ

います。目標値に対して実績値が大きく伸びて

るということでございまして、その面での予算

の対応ということでございますが、予算につき

ましても、若干ではありますが、少しずつ増額

対応をしております。

あと、これは官民協働ということになってま

すので、我々がやる部分については、通常の県

単事業でフォローアップをしている、処分等に

ついては、県のほうでやると。草刈りについて

は住民の方でやっていただくということで、住

民の方にやっていただく分についても、この河

川パートナーシップで支払うということで、処

分等については県単の事業のほうで、県のほう

でやるという協働という形をとっております。

今後、こういった形で住民に少しでも広く参

加していただいて、河川愛護を広めていくとい
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う目的で始めております。常任委員会等でも、

御指摘といいますか、基本的な考え方の質問が

ありましたが、やはり協働という維持管理のあ

り方というのは、我々河川管理者としても、今

後、限られた予算の中ではありますけれども、

充実させるべく検討していきたいと考えており

ます。以上でございます。

○横田委員 それで、団体数はふえてて、当然

事業量もふえてると思うんですけれども、その

中で、予算はあんまりふやさなくてもというか、

一つ一つの団体が、受け取る金額が少なくても

ふえてきているということなんですか。

○土屋河川課長 成果報告書の278ページを見て

いただきたいと思います。

下の表の中に、パートナーシップということ

で、○改ということでやっておりますけれども、

これは、26年度から改善事業ということで、改

善をしております。

その中の一つといたしましては、25年度まで

の実施の基準を若干見直しをしております。そ

れまで、１団体といいますか、１カ所について

３回まではできるということにしておりました

けれども、少額なり増額はしてるとはいえ、や

はり非常に予算が限られてる中で、我々として

は幅広く県民の方に参加していただくというこ

とで、26年の改善の中で、原則２回までにする

と。３回目については治水上影響があるところ、

もしくは都市部で住環境に非常に著しい影響が

ある、そういう特殊な例に限っておりますので、

その関係で、回数が３回の団体数も減るという

ようなところもありますんで、その影響も出て

るかと思います。

○横田委員 わかりました。助成金の多い少な

いじゃなくて、自分たちで自分たちの周りの河

川をきれいにするんだというそういう意識が、

さらに広がっていってくれるといいなと思って

います。

○野﨑委員 刈った草の処分なんですけれども、

場所によってはするとことしないとこがあった

り、２回のうち２回とも処分しなかったりとか。

例えば、枯れ草にポイ捨てのたばこをしたらい

かんとか、景観上の問題もあると思うんで、そ

こら辺を詳しく教えてもらいたいんですけれど

も。

○土屋河川課長 河川の草刈りの処分でござい

ますけれども、やはり基本的に草が生えますと、

河川にごみを投棄したりだとか、非常に目立た

なくなるような状況ですので、刈った草をその

ままにしておきますと、そういったところにつ

いて、河川の美化というところでありますと、

基本的にはもう県のほうで処分をするというこ

とで。

具体的には、業者に委託をいたしまして、業

者のほうで収集をしまして、仕様書の中に示し

てはいるんですが、基本的には業者さんの土場

で仮置きしていただいて、肥料化するというこ

とを基本的な考え方としております。

○野﨑委員 刈ったところは、全部回収してま

すか。

○土屋河川課長 パートナーシップで刈る分に

つきましては、原則として集めて処分をしてお

ります。

○野﨑委員 わかりました。

○二見主査 関連の質問はありませんか。

では私から。今回、26年度で改善事業になっ

たわけですけれども、それで、25年度の予算額

が載ってないわけなんですが、25年度は、改善

する前は、決算額は幾らだったのかというのは

ないんですか。

○土屋河川課長 26年度が5,120万円で、25年度
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の額が4,370万円です。

○二見主査 800万ほどの増額ということで、先

ほど説明をいただいたように、３回だったとこ

ろを大体２回に減らすという改正されたと伺っ

てたんですけれども、いろんな団体がたくさん

入ってきてくれるということも非常に好ましい

ことです。ただ、ずっとこれまでやってきたと

ころが、３回から２回に削減されて、年間の運

営のやり方が変わったと、結構唐突じゃないか

というような話もあったりしたんです。

この予算組みをするときに、大体、この参加

団体数が25年から26年になったときに35件ぐら

いふえてるわけですが……。279ページの上の表

を見ると、534団体から569団体にふえてるん

で、35ふえてるんだと思うんですが、そういう

ふうに予算組みを変えたということ。

あと、３回するところも中にはあると伺って

て、これは、たしか土木事務所長の決裁の中だっ

たと思うんです。大体、5,122万6,000円のうち

で、どれくらいが各２回ずつ実施するというも

のと、あと、３回目を実施するというところの、

予算配分というか、ある程度の割合というのは

あったと思うんですが、そこ辺はどのようになっ

てるのか、教えていただけないでしょうか。

○土屋河川課長 済みません、数字を調べて御

回答したいと思います。ちょっと時間をいただ

ければと思います。

○二見主査 後でというのは、今じゃなくて、

後ほど、終わってからということでいいんでしょ

うか。

○土屋河川課長 この委員会の時間の中で、お

調べしてお伝えしたいと思います。

○二見主査 関連がなければ、ほかの項目につ

いての質問はありませんか。

○ 原委員 291ページ、空港整備直轄事業負担

金です。この空港については、まだ、今後やっ

ていくとすれば、何か整備すべき項目というの

は、どんなことがあるんですか。もう今で十分

なんでしょうか。こういう小さな補修程度でい

いのかということ。将来の計画とか何かあるん

ですか。

○明利空港・ポートセールス対策監 国の空港

のほうの整備につきましては、今、誘導路の整

備と、それから、空港内に小動物とかが入らな

いようにフェンスの改修事業を行っていると

伺っております。

今年度、来年度ぐらいで、ほぼそれが完了す

ると聞いておりますので、その後は通常の維持

補修程度の事業費になるかと思っております。

○二見主査 関連はありませんか。なければ、

ほかに質疑はありませんでしょうか。

○横田委員 建築住宅課の大規模民間建築物の

耐震診断についてお尋ねしたいんですけれども、

６棟の補助を行ったということなんですが、そ

の耐震結果はどうだったんでしょうか。もし、

教えていただけるものなら教えていただきたい

んですけれども。

○上別府建築住宅課長 ６棟の耐震診断を対象

として実施してまして、３棟につきましては今

年度に繰り越しています。今聞いている段階で

は、６棟全部が耐震改修が必要だと聞いている

ところでございます。

○横田委員 その改修の規模といいますか、大

規模改修になるんでしょうか。

○上別府建築住宅課長 やはり建物が大きいと

いうことで、ある程度大きくはなってまいると

思いますけれども、耐震改修の方法とか、ある

いは耐震性能によってはそれほどかからないこ

ともあり得るのかなと考えております。

○横田委員 私も一般質問で取り上げたことが
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あったんですが、もし、改修が必要となったと

きに、数億円の費用が必要になってくる場合も

あると聞いたもんですから、それに耐え得るだ

けの経営状態があるのかなとすごく不安なんで

すけれども、ここらあたりはちょっと担当が違

いますよね。これは、商工になるのかな。

○上別府建築住宅課長 今わかってる段階では、

やっていこうというところと、あるいは耐震診

断の結果、そして、その後の耐震改修の工事の

設計等を見て判断していこうという状態だと聞

いております。

○土屋河川課長 先ほど、草刈りの１回と２回

と３回の内訳ということでしたので、お答えし

たいと思います。

26年度は全団体で569団体ですが、このうち１

回刈りが72団体でございます。２回刈りが440団

体、３回刈りが57団体となっております。

以上でございます。

○横田委員 さっきの続きなんですけれども、

県は、当然プロスポーツのキャンプ誘致とか、

コンベンション誘致とか、できるだけ多くのお

客さんに来ていただけるような政策をやってま

すよね。それに対して、宿泊施設とか、そのキャ

パがだんだん少なくなる……。政策の整合性を

考えたときに、どうかなという考えもあるもん

ですから、ここですぐどうのこうのとできない

んでしょうけれども、できるだけキャパを減ら

さない方法でやっていけるように、いろんな担

当部を交えて、ぜひ前向きな検討をしていただ

ければと思います。

○二見主査 関連質問は。ほかに質問はありま

せんか。

○西村委員 港湾課のポートセールスについて

伺います。港湾セミナーを東京、日向市で開催

をして、それ以外にも利用促進のための企業訪

問というのがありますが、この企業訪問という

のは、ポートセールスは港を利用してもらうた

めの県内、県外、入ってくるのか、出すほうな

のか、その辺を教えていただきたい。

○明利空港・ポートセールス対策監 ポートセ

ールス活動におきます企業訪問といいますのは、

例えば、貨物を実際、船とかを利用して、輸出、

輸入を行う荷主、旭化成だとか王子製紙だとか、

そういうところについて、貨物の動向等をお伺

いして、引き続き港湾の利用をしていただくと

いうものもございますし、新たに港湾を使う貨

物等がないのか。

あるいは宮崎県の港、これまではほかの港を

使っていた企業に対して、宮崎県の港を使うこ

とで、何かメリットがあるんではないでしょう

かというような企業訪問をして、そういうお話

をさせていただいて、なるべく宮崎の港を使っ

ていただく。

あるいは、クルーズ船等につきましては、ク

ルーズ船を運航する旅行会社ですとか、代理店

等に宮崎の港の状況を説明いたしまして、港を

使っていただけるように、クルーズ船を寄港し

ていただけるような誘致活動等を行っておりま

す。

○西村委員 ありがとうございます。取り扱っ

てるものが、コンテナから、いわゆる観光に至っ

て、非常に幅広いので、それぞれに訪問した際

に話す内容は、いろいろ違うんでしょうけれど

も、過去の状況を見ますと、コンテナの取り扱

い数というのが、言い方は悪いですけれども頭

打ちになっている中で、あとは、その中の空コ

ン対策というのが非常に課題に上がってると聞

いてます。それぞれの企業さんが、ここはこう

してほしい、ここはああしてほしいというのが

あると思うんですが、それをしっかりと事業に
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フィードバックをさせていっていただきたいと

いうのがありますし、これだけの予算で、果た

して足りていくのかなと思ったもんですから、

もっと戦略的に攻めていくには、人員なり行動

範囲を拡大していかないと、多額の予算をかけ

てつくった港湾ですから、大きい港湾が県内に

３つあるわけですから、それをしっかり生かし

ていかなければならないと思いました。

また、クルーズ船についても、油津のほうで、

入りたいけれども入れないという状況もいろい

ろ、議会でも問題に上がってますけれども、大

きさによってはほかの港を使えないかとか、そ

ういうことも含めて、なるべく訪問して、お土

産じゃないけれども、しっかりと県に持ち帰っ

てもらえるような手厚いやり方というのを今後

とも検討していただきたいと思います。以上で

す。

○二見主査 関連して質問はありませんか。な

ければ、ほかの項目について。

○髙橋委員 都市計画課にお尋ねします。主要

施策の295ページ、生活排水処理率が、上の段に

あって、下の公共下水道事業による整備状況、

これは、下のほうで四角囲みした説明に米印が

ありますけれども、つまり、接続人口を現在の

県人口で割ったものが、26年は50.3ということ

の理解でいいんですね。

○森山都市計画課長 生活排水処理率、下水道

施設の処理率でしょうか。こちらは県の全人口

に対する下水道施設の接続人口ということで、

率を出しております。

○髙橋委員 それで、私もこの表を見ながら、

頭の整理がなかなかできなくて。当然のことで

すけれども、生活排水処理率は、100を目指しま

すよね。公共下水道施設を何％がいいのかとい

うのは、どこで線引きしたほうがいいのかなと。

いろいろな見方、賛否といいますか、効率性と

かそういったところを総合的に見たときに、公

共下水道施設はかなりお金がかかりますよね。

だから、合併浄化槽をより進めたほうがいいよ

という方も多くいらっしゃるし。

だから、この目標設定の仕方がちょっと、少

し何か疑問があるなということで、これを高め

ていくことは、逆に、財政にすごく負担をかけ

るわけですから、そういったところもいろいろ

……。整備状況の率を上げていくことを、その

ままストレートに求めていいのかなという疑問

です。

○森山都市計画課長 将来の計画に対する排水

率をどうやって考えていくかということでござ

います。今、委員の御指摘のとおり、場所によっ

ては人口が減っていくところがございますので、

そういったところは、処理区域を見直しながら、

どちらかというと縮小する方向でございますけ

れども、縮小しながら処理率を上げていくとい

いますか、そういうことで考えてるところでご

ざいます。

○髙橋委員 私の思いはそれなりに通じている

と思うんで、今後ともいろいろと知恵を出して

やっていただきたいと思います。

続けて、都市計画の298ページの景観行政団体

への移行状況で数値は累計数となっています。

市町村は今26しかありませんが、過去の合併の

絡みがあって累計数ということは、複数移行し

たということなんでしょうか。26であれば、も

う全て市町村は移行したということで理解して

いいのか。この米印をちょっと説明してくださ

い。

○森山都市計画課長 これは、現在の市町村数26

全てが景観行政団体になったということでござ

います。ですから、累計といいますのは、今の
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市町村数ということで考えていただければと思

います。

○ 原委員 295ページ、都市計画課です。下水

道に関してですが、ことし、下水道整備のマス

タープラン、総合計画を策定されるということ

ですね。

○森山都市計画課長 ことし策定しますのは、

大淀川の流域に関係します下水道の区域でござ

います。本県では２カ所、環境基準を定めた公

共水面がありまして、１つは大淀川、１つは志

布志湾でございます。大淀川の流域の計画と、

あと、志布志湾、これは串間市が該当しますけ

れども、この２つの計画を策定するということ

でございます。

○ 原委員 それで志布志湾流域という意味が

わかりました。

それで、全県を考えたきに、今、髙橋委員の

おっしゃるように、基本的には100％処理だろう

なとは思いますが、諸般の事情、集落のいろい

ろな状況もありましょうが、実際に接続してい

る人ではなくて、現在ある下水道の計画等々、

下水道、合併処理浄化槽、農業・漁業集落排水、

この４つの施設によって、計画的にカバーされ

ている割合というのは、全県人口の何％なんで

しょうか。何％内が、その対象としてカバーさ

れているのかというのをちょっと教えてくださ

い。

○森山都市計画課長 生活排水の処理率等でご

ざいますけれども、環境サイドのほうで策定し

ております第２次宮崎県生活排水対策総合基本

計画というのがございまして、現在は、この改

定計画が今年度まででございますけれども、こ

の総合計画に基づきまして、それぞれの下水道、

あるいは農業集落排水、合併処理槽の処理率の

目標値を定めてございます。

それに基づきまして、それぞれの担当といい

ますか、それぞれの部局で対応してるというこ

とでございまして、295ページの上の表にござい

ますように、平成26年度の目標値は、全体とし

まして78.1％でございます。

また、これが平成32年度ということで、第２

次の改定計画を環境部局のほうで策定しており

ますけれども、これは、県全体で83.0という数

字を目標として掲げてございます。

○ 原委員 わかりました。平成32年で、第２

次の生活排水処理計画で、一応100％接続すれば、

全県の83％が接続できるよということですよね。

ということは、それぞれの、下水道施設、農

業・漁業集落排水施設が100％でないということ

ですよね。この目標値78.1と実績76.1の差とい

うのはそこですが、せっかくこれだけのお金を

投入して下水道施設をつくる、農業・漁業集落

排水施設をつくる。合併処理は個人で、個別で

しょうから、それは当然意思があるから100％で

しょうけれども。

この差を埋める努力というのをどうやってい

くかということ、基本的には市町村事業になる

とは思うんですけれども、そのあたりの御指導

はどうやって……。100％になる接続率、本当は、

これも、理想の接続率というのは、願わくば100

％であってほしいわけですよね。そのあたりの

差を埋める努力というのは、どんなもんですか。

例えば、ある自治体の公共下水道の接続率、

７割とか８割、あと３割をどうするんだという

ことになるわけだけれども、そのあたりの指導

はどうなってるんですか。

○森山都市計画課長 まず、下水道のほうの普

及率といいますか、接続率を見ますと、平成26

年度末で88.6％でございます。接続率としては、

やっぱり100％を目指したいと考えてございまし
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て、そこまで持っていくには交付金事業ですと

か、あと、294ページでお示ししてます県単事業

で公共下水道の整備促進、そういった市町村に

補助しておるわけですけれども、こういったも

のを使いながら促進してまいりたいと考えてご

ざいます。

○ 原委員 わかりました。ぜひここは、せっ

かくの事業をやってるわけですから、接続率100

％を目指してできるように。

そうでないと、平成26年度に汚濁解析をやっ

ておられるわけですけれども、要は生活雑排水

等々を河川に流さないこと。その目的は、ここ

にある自然と共生した環境にやさしい社会づく

りという大きな目的があるんでしょうから、川

を汚さないよという大原則があるわけですよね。

ぜひ、そこのところは市町村としっかり連携とっ

て、100を目指して頑張ってほしいと。

それと、せっかくですから、平成26年度の汚

濁解析、大体何が一番汚濁の原因となっている

のか。おおむね生活雑排水かなという気はする

んですが、念のため教えてください。

○森山都市計画課長 水質の汚濁の主なものと

しては生活雑排水、そして工業用の排水、そし

て、あと、畜産関係の排水だということになる

と思いますが、大淀川について申しますと、先

ほど申しました流域別の処理では、生物化学的

酸素要求量のＢＯＤ、これを満たすかどうかと

いうことで調査しておりまして、現在のところ、

大淀川流域で34の環境基準点がございます。

例えば、宮崎市の相生橋ですとか小戸橋あた

りでいきますと、環境基準としてはＢＯＤは2.0、

１リットル当たり２ミリグラム以下という基準

を定めておりますが、大淀川では、全区域にお

きまして、そのＢＯＤ基準を今は満たしている

ところでございます。

○ 原委員 満たしているということですから、

安心はしますが、畜産については野積みの禁止

とか、畜産廃棄物の処理に関する法律でしたか、

もう何年か前にそういう基準ができてます。

都城盆地は特に、亜硝酸性窒素でしたか、地

下水の、井戸水の汚染がかなり問題になって、

そのことでもかなり過去、議論になってきたと

思いますけれども。そういう法律に違反して、

排水を川に流していることについては、これは

担当が環境サイドか農政サイドになると思うん

ですけれども、そこをしっかり各部と連携をとっ

て、規制をかけるべきものについてはしっかり

規制がかかるようにやっていただくように要望

いたしておきたいと思います。

○髙橋委員 原委員の質疑を聞きながら、い

ろいろとわからない点もあったんですが、いわ

ゆる接続率が88.6％ということで、工事が完了

しているんだけれども接続してない。負担があ

るんでしょうけれども。

例えば、こんなパターンがありますよね。下

水道、公共工事が10年後にあるよと、でも、そ

れまでに合併浄化槽を設置した人たちは、接続

すれば合併浄化槽は不要になるんです。これは、

合併浄化槽をそのまま継続して使ってもいいと

いうことなんでしょうか。

○森山都市計画課長 今、委員御指摘のような

事例が、現実的にはございます。

それで、これにつきましては、公費を投じま

して下水道を整備するわけで、あるいはしたわ

けでございますので、その建物の所有者、浄化

槽を使ってる方にお願いをして、接続をしてい

ただくということで、市町村において一生懸命

頑張って、努力しているところでございます。

○髙橋委員 これは、考え方でしょうけれども、

合併浄化槽を先行してやった人は、それをやめ
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て公共下水道につなぐというのは、また負担が

伴うわけでしょう。そこは不公平になりますよ

ね。だから、考え方ですけれども、合併浄化槽

を設置してる方は、もう負担金を取らないとか

いろんな方法を考えないと。

例えば88.6％の、接続をしてない方、十何パ

ーセントの方は、合併浄化槽を既にもう設置し

たとかいう例もあるんじゃないかなという気も

するんです。その辺は調査してらっしゃらない

かもしれませんが、結局、この接続率を100％に

上げれば、上の生活排水処理率は当然上がるわ

けですよね。

だから、そこら辺の理解の求め方、接続をし

てもらわないといかんわけですから、何かそこ

ら辺を市町村とうまくやれないかなというとこ

ろを、悩みながら投げかけたところです。

○ 原委員 集落排水事業で、最初、これが県

内で１カ所、２カ所、３カ所になってくるとき

に、これは我が町の話だったんですが、田舎は

かなり入口が遠いんですよね。公共ますをつく

りますよね。道路に配管して、そこから入口ま

でが、いわゆる公共部門の担当、公共ますをつ

くります。内部は、自分で接続してくださいと

いうことになるんですが、田舎の場合はかなり

入口が長いもんですから、公共ますまで持って

くる距離が、結果的にかなりお金がかかると。

これが、接続をしにくい原因になってるとい

う話があって、私の町では最初に集落排水事業

をやるときには、公共ますを町単独でぐっと中

まで入れてもらって、宅内の配管距離をかなり

縮めて、負担を少なくしてつなぐ努力をしたと

いうようなこともあるんで。

恐らく下水道事業というのは、市町村事業で

すので、それに県として補助を出してるわけで

しょうから、市町村がそういう、今おっしゃる

ような二重投資のことというのは出てくると思

うので、そこは県のほうがうまく指導されて、

接続率という観点から、単独の市町でも努力し

ていただいて、何か補助のシステムがあれば、

そういうダブル投資については軽減策をすると

か、そういうことをやらないと、確かにそうい

う人については接続しにくいのかもしれないで

すね。御一考いただければありがたいと思いま

す。

○髙橋委員 監査結果報告指摘事項で伺います

けれども、資料の５ページです。素朴な疑問で、

契約事務のところで、中部港湾事務所、執行権

のない職員が入札を行った。基本的にどなたが

するんでしょうか、教えてください。

○蓑方港湾課長 この案件につきましては、フェ

リーターミナルビルの清掃業務委託で、県のほ

かの業務委託とあわせて全体でやってるんです

が、その執行については、所長もしくは※港営課

長が執行するようになっておりました。当日は

両人が出席しておらず、担当の主幹が対応した

ところでございます。

○髙橋委員 この委託入札は、所長もしくは港

営課長がその任を得ているわけで、両方とも不

在の場合には延期すべきだったということです

ね。わかりました。

○蓑方港湾課長 済みません、訂正を。港営課

長と言いましたが、総務課長です。申しわけあ

りません、総務課長と訂正をお願いします。

この案件につきまして、本来は延期すべきも

のでございますが、これは、県全体の入札全部

を行うところで、この日にちは決まっておりま

して、ずっとこの日という形になっておりまし

たので、この日に合わせて本来対応はすべきも

のでございました。

※このページ右段に発言訂正あり
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○横田委員 建築住宅課の、今度は木造住宅の

リフォーム事業についてお尋ねします。耐震診

断が150戸あって、改修に至ったのが19戸という

ことなんですけれども、この残りは耐震性能を

満たしていたと考えるのか、それとも、予算的

な事情で改修に至らなかったということか、教

えていただきたいんですが。

○上別府建築住宅課長 耐震診断までやったの

が、150戸あります。その耐震診断の結果ですけ

れども、耐震性能があるという結果が約１割、10

％、９割はある程度ないか耐震性能がないとい

う答えが出ております。その結果、耐震改修ま

で至っていないという件数が多うございます。

それにつきましては、診断はやっても、耐震

設計等をやっていないために、工法とか工事費

がわからないとか、あるいは、建物を持ってらっ

しゃる方が、34年以上前の物件ですので、高齢

の方が多くて、診断結果がわかっても、投資す

ることがなかなかというようなものが背景に

あったかと思います。

そういうことがありましたので、今年度、耐

震設計も事業の対象に加えて、今、推進を図っ

ているところでございます。以上です。

○横田委員 診断をした結果、改修したほうが

いいよと出てから、改修しないとなお不安にな

るような気もして。多額なお金がかかると思い

ますので、本当は改修まで至ったほうがいいん

でしょうが、なかなか難しい事情もわかります

けれども、結局はやっぱり予算的なものですよ

ね。県もいろいろ事情がありますので、なかな

か難しいところはあると思うんですけれども、

少しでも改修が進んでいくような検討をお願い

できればと思います。

○森山都市計画課長 済みません、都市計画課

です。先ほどの公共下水道への接続のことです

が、市町村によっては、個別に市町村で、単独

で補助をしているところもあると聞いておりま

す。以上でございます。

○河野副主査 河川課に戻りますが、河川課の

施策の成果の③番でお聞きしたいと思います。

③番の２行目に、「河川・海岸における地震・

津波対策は」、ちょっと飛んで「河川単独で効果

が発揮できる」という文言がありますけれども、

この効果というのは、具体的に言うとどういう

ことでしょうか。

○土屋河川課長 河川単独で効果が発揮できる

河川といいますのは、いわゆる頻度の高いＬ１

津波に対して、家屋等の浸水被害を防止すると

いうところが効果になりまして、河川単独で効

果を発揮するというのは、例えば、河川の堤防

のかさ上げですとか、そういった河川単独だけ

で津波の浸水をとめられると。

もう一つ、河川と海岸と両方で、例えば堤防

ですとか、そういったものをつながないと、片

方だけでは家屋等が浸水してしまう、そういっ

た箇所もございまして、ここに示してます14水

系というのは、最初に御説明した河川単独で対

策をすれば、浸水、家屋が防止できるという趣

旨でございます。

○河野副主査 それを26年度から14水系におい

て事業を進めていきます。281ページに戻って、

そのうちの７水系について、26年度から事業を

始めましたが、３水系については繰り越しで、

ということは、４水系についてはこの事業は終

わったということでしょうか。

○土屋河川課長 まず、14水系のうちに、26年

度内に測量ですとか、調査ですとか、河川の津

波溯上関係の調査関係が終わったものが４水系

ございます。あとのこの下段で書いてある３水

系については繰り越しまでをして、今、実施を
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してるということで、事業については、いずれ

の水系も継続をいたしまして、今後は詳細な、

堤防と、基本的に樋門の自動閉鎖化になります

んで、全カ所引き続き樋門の自動化の工事です

とか、あと、堤防の沈下等の詳細の設計を今年

度中に進めまして、できましたら堤防について

も、来年度から一部工事に着手するということ

で、進めていきたいと思います。

非常にわかりにくいんですが、最初に御質問

のありました河川等の14水系というのと、今見

ていただいてる281ページの細田川ほか６水系と

いうことで、水系の数がちょっと違うんですけ

れども、基本的に津波・高潮・耐震対策事業と

いうのは、県内全域で一本の事業となっており

まして、全体事業費が50億以上ということで、

事業採択としては、河川単独で効果を発揮する14

水系について、１カ所の事業として採択をして

るというようなことです。

あと、ここに書いてません７水系については、

法的な津波対策の位置づけを計画のほうに位置

づけないと、具体的な事業は進められませんの

で、あとの７水系については、県単のほうで計

画の位置づけをやってるというような状況でご

ざいます。

○ 原委員 確認だけしておきたいんですが、

空家等対策の推進に関する特別措置法が、去年

できました。空き家についての担当所管は県土

整備部、そして、その中の建築住宅課でいいん

ですか。

○上別府建築住宅課長 空き家対策につきまし

ては、幅広い対応が必要でございまして、特措

法に関する中身につきましては、建築住宅課が

中心で動いてまして、あと、県全体でいいます

と、空き家バンクとか、ＵＩＪターン受け入れ

とか、いろんな活用方法もございます。

申し上げましたように、県土整備部建築住宅

課では、特措法を中心に担当して、県庁全体で

連絡をとって取り組んでいるのが実情でござい

ます。

○ 原委員 ということは、何かの相談の場合

は、ソフト、ハードという言い方でいいのかど

うかわかりませんが、例えば耐震がどうとか、

そういうことはこちら、県土整備部の建築住宅

課でいいということでしょうか。

○上別府建築住宅課長 建物の強度面とか、そ

ういったハード面については、対応していくこ

とにしております。

○ 原委員 例えば、非常に見た目にも古くて

不衛生で、危なっかしくて、いわゆる行政代執

行というか、そういうものの分野になったとき

には、これは、総務部になるんですか。

○上別府建築住宅課長 特措法でいいます行政

代執行とかを行う場合には、特定空き家という

ことで認定を行う必要がございます。その事務

につきましては、市町村が行うということになっ

ております。

ただ、その判定といいますか、判断の中身が

老朽度とか、要するにハード的に危険かどうか、

あるいは衛生面の問題とか、周辺に与える影響

とか多岐にわたっております。それで、私ども

建築住宅課のほうでは、特定空き家の調査の実

態、マニュアル等をつくったりもしておりまし

て、今後、今委員が言われましたように、判定

という作業が大変厳しいかと思います。そういっ

た面につきましても、私どものほうでは、ハー

ド面については積極的に、こういう判断がいい

のではないかということを提示していっている

ところですし、今後もそういった方面につきま

しては、市町村とも連絡調整をとって進めてい

きたいと思ってます。
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ただ、衛生面とかいろんな、まだそういう面

については違うところとも連携を図る必要があ

ると考えてるところです。

○ 原委員 わかりました。

○二見主査 ほかに質問、質疑はありませんか。

済みません、先ほどお答えいただいた、河川

のパートナーシップの件なんですけれども。平

成26年度の予算額というのは、当初なのか、補

正でなってるのかわかりませんが、そのまま27

年度予算は同じ額を計上していらっしゃいまし

て、この事業は、ここ数年の推移を見ても、面

積にしても、団体数にしても、30から50、60、80

ぐらいまでの増加傾向にあるわけなんですが、

要するに２回の団体をふやして３回の団体を減

らすという、何か一つの方針があるのかなとい

う気もするんです。

先ほど伺ったときには、景観上の問題とか、

地域の実情とかに合わせた上で３回実施すると

いうところも決めていくわけなんでしょうけれ

ども、だったら26年度のここで、57団体は３回

されているということなんですが、27年度に向

けてのそこ辺の検討結果といいますか、ことし

もまた同じように、そこは３回するともうほぼ

確定なのか、まだ改善事業として、今、進めて

きたばっかりですから、今後どういう方針でやっ

ていこうとされてるのか、そこのところの説明

をお願いしたいんですが。

○土屋河川課長 26年度に参加団体数が伸びて

いるということで、先ほど、26年度改善内容も

あわせて御説明をいたしました。

草刈りにつきましては、基本的に県民と協働

でやる分については、冒頭でお話ししましたよ

うに、河川パートナーシップと県単の事業で、

官民で協働でやっているというところでござい

ます。

26年度の実績状況と、今年度というのは、ま

だ今実際にやってるところで、全体の数字の予

測というのは非常に難しいところではございま

す。

ただ、先ほど主査から御指摘がありましたよ

うに、草刈りの回数等の改善というところの中

でも、やはり団体数については、面積に比べて

非常に伸びがあるという状況ですので、今年度

の参加状況の途中途中を把握しながら、来年度

の予算編成も今後参りますので、そういったと

ころでどういう対応ができるのかというところ

については、検討してまいりたいと考えており

ます。

○二見主査 恐らく参加されてるところも、あ

んまり変わってもらったら困るということだと

思うんです。できるだけ一つの方針にのっとっ

てやっていけるものが見えてくれば、協力して

くるところもそれに納得して取り組んでこられ

るということでしょうから、ぜひ、いい検討を

お願いしたいと思います。

最後に、もう一点確認です。土木事務所長の

決裁で、これは３回目はできるということなん

ですが、どういう決裁システムといいますか、

先ほどの説明では状況に応じてということで判

断されるというわけなんですけれども、それは

もう現場現場だけで、ある程度の予算というの

は持っているものなのか。それとも、本課のほ

うにもっと全体の予算があっての所長の決裁な

のか、そこのところはどうなんですか。

○土屋河川課長 基本的に、出先事務所のほう

に河川課のほうから指導をお願いした内容につ

きましては、先ほども申しましたように、これ

まで３回といったものを原則２回にして。ただ、

条件としてはということで、やはり治水上の影

響、それと背後地の土地の利用ということで、
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住居等が密集してる環境上という、そういった

例示を事務所のほうには指導しまして、あとは

その内容に従って、各事務所の所属長が、実際

の団体さんが実施される現地等も確認をして対

応される。それによって、予算のほうも、全体

の中から箇所づけをしていくというような状況

でございます。

○二見主査 わかりました。

ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 では、以上をもって河川課、砂防

課、港湾課、都市計画課、建築住宅課、営繕課

の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時２分休憩

午後２時４分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

前半、後半の説明及び質疑が全て終了いたし

ましたので、総括質疑に移ります。

県土整備部の決算全般について、何か質疑は

ありませんか。

○ 原委員 これは、道路建設課とかがかかわ

る話になると思うんですが、総括的な話ですの

で。

工事を発注されたときに、工事名と工事期間

と受注者名と、ああした看板が出ますよね。何

看板というのか、ちょっとあれですけれども。

あの中に、最近、何年前からでしょうか、工事

金額が書いてありますよね。あの意味は何なん

ですか。

○木下技術企画課長 工事看板におけます請負

金額の欄なんですけれども、これは、県民に対

する公共工事の理解とか、あるいは透明性の確

保、それからコスト意識の向上ということを目

的に、平成16年度から開始をしているものでご

ざいます。

○ 原委員 例えば2,000万だったり、3,000万

だったり、何億だったりするわけでしょう。か

えって一般の県民からすると、透明性という言

葉もありましたけれども、こんなにかかるのか

という、そういう逆の話というか、受け取り方

もあったり、あるいは、その仕事をしている業

者さんたちへの風当たりがかなり強いというこ

とも聞いてます。だから、今、果たしてその数

字を書くということがどうだったのかなという

話も聞いてまして、そこのところを今聞いたと

ころでしたけれども、もし、これをなくしたら

何か支障がありますか。

○木下技術企画課長 これを平成16年度に始め

る際に、いろんな情報の透明性ということで、

関係機関、関係団体の皆さんを回りまして、一

応こういうことで情報公開をしたいということ

で、了解をいただいて始めたというのがスター

トなんですけれども。

これにつきましては、確かにこれを書いてい

ないからということで、特に何かに違反すると

か、だめだとかいうそういう規則はございませ

ん。

○ 原委員 何かの発注をするに当たっての、

当然、条例があるわけじゃないでしょうし、内

部のそういう規則があってのことでもないとい

うことですね。

○木下技術企画課長 県のほうで仕様書という

のを出してるんですけれども、この中で、工事

の看板を記載するということで、規定はしてお

ります。

○ 原委員 このことに、当然その看板を書く

というその費用というのは受注者側が、その積

算の中のごく一部に入っててやるんでしょうけ



- 85 -

平成27年10月５日(月)

れども、その数字を書く書かないって、微細な

話だけれども、それは、お金の増減に全然関係

ない話ですね。

そういう声もいっぱいありますので、いい面

もあれば、逆に言うと、そういう悪い面もあっ

たりしてるんで、これはちょっと頭出し的に申

し上げて、今後、我々もどういう形がいいのか

ということは、いろいろ調査をかけて、またい

ろんなところで発言をしてまいりたいと思って

ます。

あと一件、管理課長にお尋ねします。さっき

の業者さんの数の話に関連してですけれども、

総体的には減ってるよという話です。建設業の

許可を受けても失効してるとかなんですが、若

手技術者の育成という観点で、たしか聞くとこ

ろによると、国交省は、年齢が39歳以下で若手

技術者というのがしてあるんだけれども、本県

は、入札参加資格の条件の中で35歳以下になっ

ているということなんです。これは、国交省は39

歳以下になっているのに、何で本県は35歳なの

かという素朴な疑問があるやに聞いてます。こ

こもちょっと教えてください。

○木下技術企画課長 総合評価の評価項目で、

本県の場合は若手技術者を35歳と規定をしてい

るところでございます。

先ほどの内容でございますけれども、国のほ

うでは、いろんな入札制度がありまして、いわ

ゆる入札の参加資格として40歳というのがござ

います。いわゆる40歳以下の技術者なら参加で

きますという参加入札制度。それから、やはり

宮崎県と同じように、総合評価の中では35歳ま

でを若手技術者としておりまして、いろんな試

みをされていると。これは、あくまでも試行と

いう形でされていると聞いております。

○ 原委員 ということは、国交省の場合は、39

歳以下なのか40歳未満なのか、ちょっとわかり

ませんが、ものによっていろいろ違うというこ

とですね。そして今、本県が35歳以下としてる

ものについては、国交省も同じように35歳以下

だよと。国交省がほかに、別のものについては39

歳以下、40歳未満というのがあるよという解釈

でいいんですか。

○木下技術企画課長 国交省のチャレンジ枠と

いいますか、いろんな試行の中で、入札参加資

格が40歳以下という入札制度、それから、総合

評価の中では35歳ということで区切っていると

聞いております。

○ 原委員 あんまりもう長く話しませんけれ

ども、若手技術者がなかなか集まらない。卒業

しても、この世界に就職しない等々を考えると、

試行を今国交省はされてるんでしょうけれど

も、35歳を40歳に上げることのほうが、将来的

には望ましいんじゃないかなという気もしてま

すので、今はこれ以上突っ込んだ議論になりま

せんけれども、一応意見としては申し上げてお

きたいなと思ってます。上げる方向が、将来的

にはいいのじゃないかなという気がしてるんで、

聞いたところでした。現実がどうなのかという、

ここでとめておきます。

○髙橋委員 急傾斜地の関係でちょっとお尋ね

します。いろいろと地元要望等があって、途中

で工事をしてないんだということで、よくよく

土木事務所に聞くと、いわゆる５戸以上という

のは、これはしょうがないにしても、傾斜が途

中で緩やかになっているのは、そこは工事をし

ないんです。

ただ、間隔によっては工事をすることもあり

得るということを聞いたことがあるんです。私

の見た目でしたけれども、何でこれをしてくれ

ないのかなという疑問も、素人目からしてあっ
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たりするもんだから、もう昔のままで、そういっ

た法というのは、ずっと今日に来ているのか。

いわゆる過去に見直してきたとか、今、話題に

なって議論してるんだとか、そういったところ

はどんな状況でしょうか。

○永井砂防課長 急傾斜地の事業のやり方の話

になります。

基本的に急傾斜地自体が、補助が10戸10メー

トルという中で採択……。補助事業自体は、基

本的に10戸10メートルということで、事業が現

地に入ります。

ただ、危険箇所という場所は、崖高が５メー

トル以上は危ないというような話で、事業をや

るときに、どうしても中抜け区間があって、全

部やりたいんだが、その事業の中の５メートル

以上とかいうもので、途中切れる部分があるん

ですけれども、取りつけ区間ということで、10

メートルぐらいとか、そういうできるだけ中抜

けにならないような工夫はしてます。ただ、やっ

ぱり何十メートルもそういうやり方はできない

もんですから、10メートルとかそういう取りつ

けを考えてやります。

それともう一つ、急傾斜地はどうしても角度

が30度以上という制限が入っていますので、基

本的には、角度が30度というのはある程度守っ

てもらわないと、そういう危ない場所にならな

いもんですから、そういう場所はしますが、基

本的に５メートル以上の崖が危ないというとこ

ろ、そこまではできるかもしれんけれども、そ

れ以上は取りつけ区間として、大体10メートル

ぐらいを取りつけしたり、その現場でまた検討

はしてるところです。

○髙橋委員 地形というのは、場所場所で違う

わけで、均等に30でずっといってない。先ほど

言いましたように、途中で傾斜が緩やかだった

りしているわけですから。

そこの、いわゆる中抜けのところの距離とい

うのは、定義というのがあるんですね。何メー

トル以内は続けてフェンスを張りなさいとか、

張ってもいいよとか、そういうのはないんです

か。何かあるような話を聞いたんですが。

○永井砂防課長 間が10メートル以内とかだっ

たら中抜け区間ということで、やったりする部

分はあると思います。

○髙橋委員 だから、10メートル以内でしょう。

例えば、四角四面にいうと、11メートルはしな

いわけでしょう。

○永井砂防課長 原則10メートルということで。

○髙橋委員 11メートルは、ちょっと極端な話

をしましたから、かみ合わんかったですけれど

も、結局、住民からしたら、大規模な土石流と

いいますか、災害があったときには、20メート

ルでもやはり危険を感じられると思うんです。

予算に限りがあるわけですから、当然、線引き

は必要です。

今は10メートルで、ケース・バイ・ケースで

現地で判断をされるんでしょうけれども、でき

るだけ現地をしっかり見ていただいていると思

うんですが、住民の人たちの意見も聞きながら、

何か改善できる点があればやっていただきたい

なと思います。

○東県土整備部次長（道路･河川･港湾担当） 10

メートルとか、そういう議論はあるかもしれま

せんけれども、要は上からどういう形で石が落

ちてくるとか、そういうことは十分見て、やは

り影響するよという話があれば、同じような対

策はできないかという観点も含めて、事業には

取り組んでまいりたいと考えております。よろ

しくお願いいたします。

○髙橋委員 ちょっと私がわからないものです
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から、聞くんですけれども、資料の７ページの

監査指摘の注意事項の「道路法に基づく道路管

理者以外の者の行う工事」って、わからなかっ

たもんですから、教えてください。

○馴松道路保全課長 これは、道路法に基づく

道路管理者以外の者の行う工事の承認について

ということで、道路の承認工事というのがござ

いまして、それは、例えば店舗とかがあるとき

に、歩道の段差の切り下げですとか、縁石の切

り下げ、こういったものは道路管理者が工事を

するんじゃなくて、申請した人がみずから縁石

をどけて工事をする、こういった承認工事とい

うのがございます。そのことが、これに書かれ

てるところです。

○髙橋委員 意味がわかりました。ありがとう

ございます。

○二見主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 よろしいですか。

それでは、以上をもって県土整備部を終了い

たします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時18分休憩

午後２時23分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

ここで皆様にお伺いします。本日の審査内容

を踏まえ、御意見があればお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 では、採決についてでありますが、

あす６日の１時30分に採決を行いたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後２時23分散会
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午後１時27分再開

出席委員（７人）

主 査 二 見 康 之

副 主 査 河 野 哲 也

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 髙 橋 透

委 員 西 村 賢

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

総 務 課 主 幹 河 野 剛

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○二見主査 分科会を再開いたします。

まず、本分科会に付託されました議案の採決

を行いますが、採決の前に、議案につきまして、

賛否も含め、御意見をお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、本分科会に付託されま

した議案の採決を行いますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 議案第23号についてお諮りいたし

ます。原案どおり認定することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。

次に、主査報告骨子（案）についてでありま

す。

主査報告の内容として、御要望等はありませ

んか。

暫時休憩いたします。

午後１時27分休憩

午後１時31分再開

○二見主査 分科会を再開いたします。

それでは、主査報告につきましては、ただい

まの御意見等を参考にしながら、正副主査に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 それでは、そのようにいたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○二見主査 ないようですので、以上で分科会

を終了いたします。

午後１時31分閉会

平成27年10月６日(火)


